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平成27年９月17日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第11号 第二次宮崎県教育振興基本計画

の変更について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県暴力追放センター

一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセンター

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・少年非行等の現状と対策について

・一ツ瀬川県民ゴルフ場開業25周年記念事業「ペ

アゴルフマッチ」について

・日南ダム発電所建設工事の進捗状況について

・発電所施設見学ツアー（石河内第一発電所）

について

・供給電力量の状況について

・教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について

・平成27年度全国学力・学習状況調査の結果に

ついて

・第39回全国高等学校総合文化祭等の結果につ

いて

・平成27年度全国高等学校総合体育大会の結果

について

・平成27年度全国中学校体育大会の結果につい

て

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 野 口 泰

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 片 岡 秀 司

刑 事 部 長 黒 木 典 明

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
永 野 博 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
神 坂 正 信

生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 児 島 孝 思

総 務 課 長 小 野 博

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

会 計 課 長

少 年 課 長 藤 川 寿 治

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 鍋 倉 幸 次

企業局

企 業 局 長 四 本 孝

副 局 長
梅 原 裕 二

（ 総 括 ）

副 局 長
満 留 康 裕

（ 技 術 ）

平成27年９月17日(木)
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総 務 課 長 沼 口 晴 彦

経 営 企 画 監 森 本 誠 二

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 喜 田 勝 彦

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

報告事項等について、本部長の説明を求めま

す。

○野口警察本部長 ９月４日付で宮崎県警本部

長を拝命いたしました野口でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

また、７月24日付の人事異動では、警務部長

がかわっておりますので御紹介をさせていただ

きます。警務部長の新島健太郎警視正でござい

ます。

重松委員長を初め、委員の皆様にありまして

は、平素から警察活動全般にわたりまして、深

い御理解と御協力を賜り御礼申し上げます。

私は、着任に際し、全職員に対しまして、世

のため人のために仕事をすること、警察組織を

風通しのよい組織にすることを指示したところ

であります。これからも全職員が一丸となって、

安全で安心な宮崎を目指し努力してまいる所存

でございますので、委員長を初め、委員の皆様

には、今後ともよろしくお願いいたします。

さて、本日御審議いただく報告は３件でござ

います。

まず、報告としましては、損害賠償額を定め

たことについて、それから公益財団法人宮崎県

暴力追放センターの経営状況について、さらに、

そのほかの報告として、少年非行の現状と対策

についてであります。

以上の案件につきまして、それぞれ担当部長

から説明、報告させますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。私からは以上でござ

います。

○重松委員長 本部長の概要説明が終了いたし

ました。

初めに、報告事項に関する説明を求めます。

○新島警務部長 それでは、平成27年９月定例

県議会提出報告書の、損害賠償額を定めたこと

について御報告いたします。

今回、御報告の損害賠償事案は、捜査差し押

さえに伴い押収したパソコンのデータ損壊によ

るものが１件、職員の公務中の交通事故による

ものが３件の、計４件であります。なお、公務

中の交通事故の賠償については、全て県警の加

入する任意保険及び自賠責保険で支払いがされ

ておりますので、県費からの支出はありません。

それでは、お手元の平成27年９月定例県議会

提出報告書に基づき御説明いたします。

平成27年９月17日(木)
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報告書の３ページをお開きください。最初に

記載されておりますパソコンデータ損壊事故に

ついて御説明いたします。

平成25年８月19日に、延岡警察署の捜査員が、

事件捜査に関して、相手方の会社事務所から業

務支援システムがインストールされ、顧客デー

タ等が保存された業務用パソコンを押収しまし

た。

延岡警察署に搬送して、パソコン本体に内蔵

されたハードディスクの複写作業等を実施し、

その際、押収したパソコンが正常に作動するこ

とを確認しております。

同日夕方、複写作業等を終了し、パソコンを

返還するため、延岡警察署の捜査員が相手方事

務所にパソコンを搬送し、パソコンの配線作業

を実施してパソコンを起動したところ、正常に

起動しなかったものであります。

相手方事務所において、パソコンメンテナン

ス会社職員が修復作業を試みておりますが、パ

ソコン内にインストールされていた業務支援シ

ステムや顧客データが損壊していたため、修復

には至りませんでした。

そのため、業者においてシステムの再構築等

の作業を実施した上、相手方社員において、顧

客データ等の再入力作業を行ったものです。

今回のデータ損壊の原因等については、メン

テナンス会社等の調査でも明確な特定には至り

ませんでしたが、警察におけるパソコンの複写

作業、もしくは返還時の配線作業等に起因した

ものと考えられ、パソコンを押収し相手へ返還

するまでの過程でシステムやデータが損壊した

ことは明らかでありますので、相手方に対し損

害賠償を行ったものであります。

損害賠償額の内訳は、システムデータの再構

築等にかかった業者への修復作業費として196

万1,280円、顧客データの再入力に係る相手方の

人件費として60万円、以上の合計256万1,280円

であります。

次に、県有車両の交通事故について御説明い

たします。

報告書４ページの上から３番目以降の３件が

県警の交通事故であります。

まず、４ページ３番目の平成27年３月８日の

事案は、えびの警察署の警察官が道路の左側端

にとめていた普通乗用車を発進させた際、後方

から進行してきた相手方車両と接触した事故で

あります。

この事故で、過失割合に応じた相手方車両の

修理費用30万6,000円を賠償しています。

次に、４番目の平成27年３月25日の事案は、

小林警察署の警察官がミニパトで走行中、助手

席の積載物に脇見して、対向車線にはみ出し、

対向してきた相手方車両の側面に衝突した事故

であります。

この事故で、相手方車両の修復費用77万円を

賠償しております。

最後に、一番下の平成27年６月11日の事案は、

警備第二課の警察官が駐車枠に駐車中の普通乗

用自動車を発進させた際、右側に駐車していた

相手方車両と接触した事故であります。

この事故では、相手方車両の修理費用５

万5,793円を賠償しています。

以上、４件の損害賠償額を定めたことについ

て御報告させていただきました。

今回は、パソコンのデータ損壊により多額の

損害賠償案件を御報告しておりますが、現在の

事件捜査においては、パソコンや携帯電話等の

押収、解析が、事件の立証上、必要不可欠となっ

ております。再発防止に向け、取り扱いに注意

を要する精密機器等を押収する場合は、状況に
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応じ、専門の取り扱い技術を有する職員等に対

応させるとともに、研修会等を通じ、捜査員の

取り扱い技能の向上に努めさせてまいります。

さらに、そのほかの職員に対しましても、警

察職員がその職務に関し、他人に損害を与えた

場合には、県民の大切な税金が賠償金として支

出されることを改めて認識させ、この種の事故

の再発防止を徹底してまいります。

また、今回も３件の交通事故を御報告してお

りますが、交通の指導取り締まりを責務とし、

交通法令を遵守すべき警察職員による交通事故

は、県民の信頼を損なうことにつながりかねな

いものでありますので、今後も防止対策を強力

に推進し、職員による交通事故の絶無に努めて

まいります。

以上で、損害賠償額を定めたことについての

御報告を終了いたします。

○黒木刑事部長 それでは、公益財団法人宮崎

県暴力追放センターの経営状況について、御報

告をいたします。

これは、地方自治法第243条の３第２項及び宮

崎県の出資法人等への……。27年度の定例県議

会提出報告書の147ページからでございます。公

益財団法人宮崎県暴力追放センターの平成26年

度の事業報告書について御説明をいたします。

まず、１の事業概要についてでありますが、

平成26年度は、同センターの目的及び事業の一

層の定着を図るとともに、暴力追放のための広

報啓発活動、暴力追放相談活動等を重点とした

推進事業の充実を図り、県民総ぐるみによる暴

力追放、暴力団排除運動の活発化を図ったとこ

ろであります。

次に、２の事業実績についてでありますが、

公益財団法人宮崎県暴力追放センターが行う事

業には収益事業はなく、全てが公益事業であり、

平成26年度におきましては、147ページから150

ページの表のとおり実施しております。

まず、事業名の（１）暴力団員等による不当

な要求行為の被害者に対する支援事業（公益事

業１）につきましては、①相談事業として、常

勤相談委員や弁護士等による相談受理、②少年

保護活動事業として、警察や少年指導委員、暴

力追放推進員等合同の会合や行事参加、③暴力

団離脱更生促進事業として、更生援助活動や社

会復帰援助活動、④被害者救済事業として、見

舞金制度や民事訴訟援助の周知徹底の４つの事

業であります。

次の148ページをお開きください。

事業名（２）暴力団員等による不当な行為に

対する犯罪被害防止事業（公益事業２）につき

ましては、148ページから150ページの①広報啓

発事業として、宮崎県と宮崎県防犯協会連合会

と共同の宮崎県地域安全大会の開催や、広報機

関を通じた暴排公報記事の掲載、暴力団の現状

と対策のパンフレットの作成配布等の活動、②

民間暴力排除団体等への支援事業として、事業

所への不当購読拒否対策や暴力団対応研修会、

暴力追放運動の支援の実施、③少年指導委員に

対する研修事業として、防犯協会と共催の研修

会の開催、④不当要求情報管理機関への援助事

業として、銀行や証券会社等との会議開催、⑤

全国及び九州管区内研修会等の調査研究、情報

収集事業、⑥県内13地区における不当要求防止

責任者講習等事業の６つであります。

次に、経営状況等の詳細につきましては、平

成26年度宮崎県出資法人等経営評価報告書によ

り御説明いたします。報告書は203ページになり

ます。

まず、概要についてであります。

宮崎県暴力追放センターは、財団法人宮崎県
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暴力追放県民会議の名称で平成４年４月１日に

設立され、平成19年に財団法人宮崎県暴力追放

センターに名称変更が行われた後、平成20年か

らの公益法人制度改革に伴い、平成23年４月１

日付で現在の公益財団法人宮崎県暴力追放セン

ターとなったものです。

総出資額４億9,500万円は、現在の財団の基本

財産であり、このうち、県の出資額が３億9,500

万円、残り１億円は市町村の出資金となってお

ります。総出資額に対する県の出資比率は、79.8

％であります。

なお、平成26年度の代表理事、理事長は小池

光一氏でありましたが、理事の任期改選に伴い、

平成27年６月11日付で、後任として宮崎銀行頭

取で宮崎県銀行協会会長であります平野亘也氏

が就任しております。

次に、県関与の状況についてであります。

まず、人的支援について御説明いたします。

センターの役員は、理事10人と監事３人の合

計13人でありますが、現在、県職員の役員就任

はありません。県の退職者として、常勤理事の

１名と非常勤理事の１名、計２名が就任してお

ります。

県の財政支出等について御説明いたします。

平成26年度の県財政支出は、主な県財政支出

の内容欄に記載された、事業所暴力団等排除責

任者講習委託事業の委託料917万7,000円のみで

あり、その他の補助金や交付金、負担金等はあ

りません。

事業所暴力団等排除責任者講習委託事業費は、

さきに述べた公益事業の２の一つである、⑥不

当要求防止責任者講習等事業の事業費用です。

この事業は、暴力団対策法の規定に基づき、

暴力追放センターが、公安委員会から委託を受

けて実施している事業であります。事業の内容

は、事業所の不当要求防止責任者に対して、反

社会的勢力からの不当要求被害を防止するため

の講習会を行っており、平成26年度の実施結果

は、警察署管轄の13地区において、講習会数が25

回、受講者1,045名でした。

不当要求防止責任者講習については、県土整

備部管理課が行う県発注建設工事等入札参加資

格審査の加点評価項目に追加導入されたことで、

昨年度から建設業者の不当要求防止責任者選任

数が急増したため、平成27年度からは事業予算

を1,062万5,000円に増額し、講習会数も年間30

回に拡大して実施することとしております。

次に、実施事業でありますが、これは、さき

に述べたとおり、公益事業の１として４事業、

公益事業の２として６事業の10事業を実施して

おります。

次に、活動指標についてであります。

暴力追放センターが行っている10の事業は、

いずれも暴力追放及び暴力団排除運動のために

必要な事業ですが、その中でも、特に県民に身

近な立場での取り組みが必要であることから、

相談・助言事業、不当要求防止責任者講習等事

業、広報啓発事業に重点をおいて活動を行って

おります。

そこで、これらの活動の普及状況、センター

の利用状況等の指標として、暴力相談受理件数

などの３つを活動指標に掲げております。

まず、実績等をもとに、①の暴力団相談受理

件数は、平成26年度の目標値を300件としており

ましたが、実績値は283件で、達成度は94.3％で

ありました。②の研修会参加者数は、平成26年

度の目標値を5,000人としておりましたが、実績

値は5,549人で、達成度は111％でありました。

③のホームページへのアクセス数は、平成26年

度の目標値を5,700件としておりましたが、実績
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値は8,616件で、達成度は151.2％でありました。

次に、財務状況についてであります。

204ページをお開きください。財務状況の数字

は千円単位で表示しており、千円未満は四捨五

入をしております。

経常収益、経常費用等の詳細については、平

成26年度事業報告書の151ページから154ページ

までの賃借対照表、正味財産増減計算書、財産

目録を後ほど御参照願います。

まず、財務状況のうち、左側の正味財産増減

計算書の平成26年度の欄をごらんください。

平成26年度の収入に当たる経常収益は2,642

万8,000円、支出に当たる経常費用は2,444

万2,000円で、当期経常増減額はプラス198

万6,000円となり、経常収益が経常費用を上回っ

ております。

経常外収益並びに経常外費用はありませんで

したので、平成26年度の当期一般正味財産増減

額は、198万6,000円の増額となっております。

平成26年度の一般正味財産期首残高は386

万9,000円でありましたので、平成26年度の一般

正味財産期末残高は、当期一般正味財産期首残

高に当期一般正味財産増減額の198万6,000円を

加えた585万5,000円となります。

当期一般正味財産期末残高585万5,000円の内

訳は、流動資産であります現金普通預金485

万5,000円と、固定資産であります被害者への民

事訴訟支援貸付原資資産100万円であります。

次に、指定正味財産増減の部について説明い

たします。

平成26年度は、指定正味財産期首残高４

億9,600万円、同期末残高４億9,700万円であ

り、100万円の増額となっております。100万円

の増額は、平成25年度に設立した暴力団事務所

使用差止請求等費用運営資産の平成26年度積立

金100万円であります。

指定正味財産の内訳は、基本財産４億9,500万

円、事務所使用差止請求等費用運営資産200万円

となります。

基本財産の４億9,500万円については、従来ど

おり国債、地方債の有価証券や定期預金で運用

しております。

暴力団事務所使用差止請求等費用運営資産は、

平成24年の暴力団対策法改正により、国家公安

委員会から適格都道府県センターの認定を受け

た各都道府県暴力追放センターが、暴力団組事

務所の付近住民から委託を受けて、センターみ

ずからが原告となり暴力団事務所使用差し止め

の民事訴訟を起こすことができるようになりま

したので、宮崎県暴力追放センターでは、平成25

年10月24日付でその適格都道府県センターとし

ての認定を受けたことから、センターが民事訴

訟を行う経理的基盤として、暴力団事務所使用

差止請求等費用運営資産を設立したものです。

次の正味財産期末残高の５億285万5,000円は、

平成26年度指定正味財産期末残高４億9,700万、

平成26年度一般正味財産期末残高585万5,000円

の合計額となります。

次に、右側の貸借対照表の平成26年度欄をご

らんください。

平成26年度の資産は合計５億1,197万2,000円

で、内訳は、流動資産が625万4,000円、固定資

産が５億571万8,000円であります。

次に、負債は合計911万7,000円で、内訳は、

流動負債が139万9,000円、固定負債が771万8,000

円となっており、これらの詳細な額については、

平成26年度事業報告書に添付された貸借対照表

のとおりであります。

なお、流動負債であります未払金130万円は、

平成26年度末に退職した前専務理事の退職金で
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あり、預り金９万9,000円は職員の所得税などで

あります。未払金と預り金の139万9,000円は、

現在、支払いが終わっております。

次の平成26年度の正味財産５億285万5,000円

は、資産合計の５億1,197万2,000円から、負債

合計の911万7,000円を差し引いた額であります。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収入比率の実績値58.1％は、記載の

算式のとおり、基本財産運用収入の794万4,000

円、特定資産定年利息3,000円、賛助金等自己収

入の626万2,000円を加えた合計1,420万9,000円

を、当期支出合計額の2,444万2,000円で割り、

比率を算出したものであります。

平成26年度の目標値60％に対して、実績値

は58.1％でしたので、達成度は96.8％でありま

した。今後、厳しい財政状況ではありますが、

自己収入比率を高め、目標値達成に向けて努力

するよう指導してまいります。

②の管理費比率の実績値24.4％についても、

算式に基づき、管理費595万6,000円を総支出額

の2,444万2,000円で割り、比率を算出したもの

であります。

平成26年度の目標値30％に対して、実績値

は24.4％でしたので、達成度は118.7％でありま

した。今後とも、引き続き管理費の節減につい

て指導していきたいと考えております。

最後に、総合評価についてであります。

県の評価は、事業活動実績面については、「責

任者講習や暴力団排除のための広報啓発活動、

暴力団による被害の相談活動等、暴力団追放に

向けたさまざまな支援活動を積極的に行ってお

り、その実績は評価できる」としております。

財政面については、「自己収入の増額に積極的

に取り組んでいるが、長期安定の財政基盤の確

保を図るために、基本財産の運用見直しなど、

なお一層の自助努力が必要である」としており

ます。

また、活動内容及び組織運営については「Ａ」

で「良好」、財務内容については「Ｂ」で「ほぼ

良好」との評価を受けております。

続きまして、平成27年度の事業計画について

御説明いたします。

事業計画書の155ページから156ページをお開

きください。

１の事業概要についてであります。本年度に

おいても、公益財団法人として一層の定着化を

図るとともに、これまで以上に広報啓発活動、

民間や自治体の暴排活動の支援、暴力相談事業

等を積極的に推進することとしております。

２の事業計画についてでありますが、本年度

も（１）の公益事業１、暴力団員等による不当

な要求行為の被害者に対する支援事業で４事業、

（２）の公益事業２、暴力団員等による不当な

行為に対する犯罪被害防止事業で６事業の10の

事業を推進していくこととしております。

次に、３の収支予算書についてであります。

次の157ページをお開きください。まず、大項

目Ⅰの一般正味財産増減の部から説明いたしま

す。

（１）の経常収益は、基本財産運用益、特定

資産運用益、受取会費─これは賛助会費でご

ざいます─事業収益、受取補助金等、雑収益

で構成され、合計2,419万2,513円の経常収益と

なっており、前年度比で14万6,454円の減額と

なっています。

一方、（２）の経常費用につきましては、事業

費2,277万1,000円、158ページに移りまして、管

理費627万7,000円の合計2,904万8,000円となっ

ております。

なお、経常収益と経常費用の差額である当期
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経常増減額は、マイナス485万5,487円となって

おります。

平成27年度の一般正味財産期首残高は585

万5,487円ですので、平成27年度の一般正味財産

期末残高は100万円となります。この100万円は、

一般正味財産で保有している民事訴訟支援貸付

原資資産100万円です。

次に、大項目Ⅱの指定正味財産増減額の部に

ついて説明いたします。

指定正味財産の受取寄附金100万円は、平成25

年度から始まった一般財団法人宮崎県警察職員

互助会からの特定寄附金です。センターでは、

この寄附金を指定正味財産として保有し、特定

資産（暴力団組事務所使用差止請求等費用運営

資産）として活用しております。暴力団組事務

所使用差止請求等費用運営資産は、平成27年度

の特定寄附金を加えると300万円となります。

平成27年度の基本財産運用益634万6,000円は、

一般正味財産に振りかえますので、基本財産の

増額はなく、４億9,500万円のままとなり、平成27

年度の当期指定正味財産増減額は、受取寄附金

分の100万円の増額となります。

指定正味財産期末残高は、基本財産４億9,500

万円、暴力団組事務所使用差止請求等費用運営

資産300万円の合計額である４億9,800万円です。

正味財産期末残高は、一般正味財産期末残高

の100万円と指定正味財産の４億9,800万円を加

えた４億9,900万円となります。

なお、平成27年度の事業計画は、本年３月４

日開催の理事会で、また、平成26年度の事業実

績については、本年６月11日開催の評議員会に

おいて、それぞれ承認されております。

暴追センターの役割は、今後ますます重要と

なりますので、これからも予算の効率的な運用

と経費等の節減になお一層努めるとともに、宮

崎県暴力団排除条例と連動した暴力団排除活動

等を、官民一体となって積極的に実施していく

所存であります。

今後とも、委員長を初め、委員の皆様の暴力

追放センターに対する深い御理解と御協力をお

願いいたしまして、報告とさせていただきます。

以上です。

○重松委員長 報告事項に関する執行部の説明

が終了いたしました。報告事項についての質疑

はありませんか。

○中野委員 まず、損害賠償額のパソコンの話

ですけど、相手方がしっかり武田自動車と書い

てあります。パソコンを押収したという説明で

したが、その犯罪の容疑者というのが、この武

田自動車整備会社ということだったんですか。

何かほかの事件で、捜査のためにこのパソコン

を押収したのか。説明できる範囲で。

○新島警務部長 捜索、差し押さえを実施して

おりますので、事件の関係者ではありますが、

事件は既に終結しておりますので、被疑者かど

うかの回答につきましては、控えさせていただ

きたいと思います。申しわけございません。

○中野委員 中のデータの価値が250万円で、

ちょっと金額が高いので。そのデータが損失し

たというのは、復元できなくてもう一回入れ直

したのか。

○新島警務部長 そのとおりでございます。再

度入力することになりました。

○中野委員 わかりました。

それと、このセンターの203ページ、暴力相談

受理件数というのがあるんです。これが延べに

なってるんですが延べという意味は、１人の相

談者が５回来れば５回カウントするんでしょう。

○黒木刑事部長 そうです。延べですから、１

回来れば１回ということで。１回では解決しな
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い場合もありますので、何回か来た場合……。

○中野委員 だから、私が聞きたいのは、相談

がいろいろあっていいことだと思うんですけど、

その中で、相談の延べじゃなくて実質の件数、

そういうのはどうなっているか。それから、相

談に来た人の中で、単なる相談で終わった話か、

県警本部につないで事件として取り扱うか、そ

ういう具体的な、小さい相談から込み入った相

談、みかじめ料を要求されたという相談がある

わけで、その辺はしっかりデータ分析するべき

です。

○黒木刑事部長 相談の内容につきましては、

延べですけども、１人で何回も来たというのは、

さほどありません。相談の内容ですけれども、80

％が、そういう暴力団等不当要求行為者か反社

会的勢力かどうかの照会を求めてくる相談がほ

とんどでございます。また、それ以外の、暴追

センターでは解決が非常に困難な相談等につき

ましては、相談弁護士を委嘱しておりますので、

弁護士に引き継いだり、また、警察本部の組織

犯罪対策課で対応する場合もあります。

○中野委員 ここに相談に来たら、一般的には、

警察は暴力団かどうかというのは教えてくれる

んですよね。この相談の中では、反社会的勢力

の人かどうかとか、相談の内容によっては出て

くるわけですか。

○黒木刑事部長 そのとおりです。反社会的勢

力は、えせ同和か、えせ右翼等ですけども、暴

追センターがいろいろな全国のネットワークか

ら情報を収集しておりますので、それで判明す

れば、そういう対象であれば回答をしておると

ころであります。今、ほとんどのそういう事業

所あたりで、この暴排条例ができまして、暴力

団を排除する規定ができておりますので、その

規定があるところは、暴追センターも組織犯罪

対策課のほうも、積極的にそういう暴力団か、

または反社会的勢力ではないかどうかの回答を

しております。ですから、回答できないという

ことはほとんどありません。

○中野委員 だから、受理件数じゃなくて解決

件数。問題は受理じゃなくて、どう解決したか

という、そういう報告があっていいのかなと思

うんです。相談窓口で済む話とか、弁護士につ

ないでやったとか、その辺はどこか別に出てく

るんですか。

○黒木刑事部長 先ほども言いましたように、

相談の283件は、複数回来たというのはほとんど

ないんですけれども、委員がおっしゃるように、

今後は延べじゃなくて、そういう実質的な相談

件数について、カウントしていくようにしてい

きたいと思います。

○中野委員 単なる相談件数では、ちょっと来

てそこで済む話もあるし、要は、県内トータル

の暴力団件数がどうなってるかという話の中で、

やっぱりここでは受理件数の中身なんです。弁

護士につないで事件として解決するとか、県警

につなぐとか、そういうのはあるはずですよね。

単なる件数だけでは、私はあまり意味がないか

なと思うんです。

○黒木刑事部長 中身が詳細にちょっと報告で

きなくて、済みません。センター処理した分が272

件でございます。警察の引き継ぎが５件、弁護

士用の引き継ぎが６件でございます。その内訳

ですけども、不当要求とか寄附金等の要求事案

が８件。それとクレーム対応相談が６件。あと、

ヤミ金とか金銭トラブル関係事案が３件。暴力

団離脱支援相談─組から抜けたいというよう

な相談が３件。あとは、先ほど言いましたよう

に、反社会的勢力かどうかの該当性の照会が239

件でございます。その他として、家族等の暴力
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相談が24件ありまして、合計が283件でございま

す。

○中野委員 わかりました。

あと、総合評価があるんです。これは県全体

でやってますけど、私はこんな総合評価は本当

つまらんと思うんです。本当につまらん。もう

これは、皆さんじゃないですよ、県全体でやっ

ておる話ですけど、研修、ホームページアクセ

スを目標に掲げるなんて……。まあそれはいい

です。

それと、155ページ、暴力団の被害者救済事業

というのがあるんです。これをもうちょっと具

体的にどういう内容か教えてください。

○黒木刑事部長 これは、暴力団等から傷害事

件とか受けた場合や、いろんな恐喝で精神的苦

痛を受けたりしたときに、その被害で被った慰

謝料として最高上限額５万円を支給をしており

ます。事例としてそんなにないんですけれども、

最近の事案としては、平成24年度に都城市内で

発生した暴力団組長ら７名による恐喝未遂事件

で、保護対策並びに精神的な支援のために見舞

金５万円を支払っております。昨年度は見舞金

はありません。

もう一つの事業として、貸付金制度というの

があります。これは、暴力団を相手に訴訟をす

るときに、被害者の方に上限額を50万として訴

訟費を貸し付ける、そういうものが被害者支援

でございます。

○中野委員 暴力団の被害は結構多いと思うん

です。その場合、対象となるのは、県警本部で

暴力団事件として認定というか、実施された案

件に限るわけですか。

○黒木刑事部長 どうしても認知しなければ給

付できませんので、これは給付の規定がありま

して、そういう事件で被害を被ったということ

で、県警で処理した事件等になります。

○中野委員 それは、全てということじゃない

ですね。今、要件があると言われたということ

は。金銭があった場合は、認知されたもの全て

対象になるという話ですか。

○黒木刑事部長 この暴追センターで全部把握

するのは非常に困難かと思いますので、あくま

でも今おっしゃられたように警察が把握して、

それで、警察署から申請が上がってきます。そ

して、その申請をよく検討して、支給要件に該

当すれば、上限が５万円ですから、５万円の支

給とか、そういう支給をしております。ですか

ら、先ほども言いましたように、今、非常にこ

ういうケースが少なくて、レアケースですけれ

ども、なかなかまだ十分啓発が行き渡っていな

いのかなと。ですから、申請が非常に少ない状

況でございます。

○重松委員長 ほかにございますか。関連等ご

ざいませんか。

○緒嶋委員 今、暴力団の動きは、─前に県

警本部長だった吉田本部長が今、福岡県で頑張っ

ておられますが─宮崎県の暴力団の動きとい

うのはどのように我々は理解を……。皆さん方

の努力で、かなり動きが縮小されたのかどうか。

今の宮崎県の暴力団の動きはどういう形ですか。

○黒木刑事部長 今、宮崎県の暴力団の勢力

は、10団体の240名でございます。今、問題になっ

ております山口組の三次団体でございます。で

すから、山口組が一次団体ですので、二次団体

が大分の石井一家というのがあります。宮崎は、

その下の石井一家の配下が９団体。もう一つ、

弘道会というのがありますけれども、これの配

下が１つ。ですから、あわせて10団体が、山口

組の三次団体として活動してるということでご

ざいます。
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その活動の中身ですけども、宮崎県の暴力団

については、活動が活発とはいえません。ただ、

我々がそれを把握していないだけであって、やっ

ぱり上納金を当然石井一家に上納してるわけで

すから、影でそういう覚せい剤とか、みかじめ

料とか、窃盗とか、そういうのを検挙してみる

とやっておりますけども、水面上では活発な動

きがあるとは言えません。

○緒嶋委員 こういう暴力追放センター等の努

力というか、そういうものでのいろいろな相談

事を含めて、警察と一体、官民一体となっての

動きというのが暴力団の追放につながるわけで

すが、そういう意味では、この暴力追放センタ

ーの意義というか、それは警察としても表裏一

体みたいなものだろうと思うんですけれども、

十分機能しておるというか、いろいろ評価もあ

りますが、そのあたりはどう評価されておりま

すか。

○黒木刑事部長 暴追センターとは普段から非

常に密接な連携をとって、いろいろな情報共有

をしております。整理をしてみますと、警察は

取り締まる。要するに、暴力団を検挙する。暴

追センターは、その取り締まりをした中での被

害者対策とか、そういう暴力団の社会復帰対策

事業とか、そういうのをやっております。また、

広報啓発事業とか、その辺は常に連携を─例

えば、暴力団を組抜けしたいという相談があっ

たけれども、支援センターから、他県の支援セ

ンターに紹介したりして、非常に密接に連携を

とって情報共有を図っているところでございま

す。

○緒嶋委員 この県職ＯＢというのは、かつて、

ほとんど部長級の人がセンターに行ったりして

おられましたけど、このＯＢの県職というのは

警察出身の方ですか。

○黒木刑事部長 警察と県職員の方です。警察

は専従で専務理事でございまして、あとは理事

に、非常勤理事として、無報酬ですけども、県

のＯＢで、もとの県土整備部次長になってもらっ

ております。

○中野委員 152ページの受取地方公共団体負担

金。難しく書いてあるけど、これは単純に言う

と、毎年、県とか市町村から負担金をもらって

いるということですか。

○黒木刑事部長 そのとおりでございます。市

町村から毎年271万6,000円の補助金をいただい

ております。

○中野委員 金額は一律ですか。人口割りか何

かですか。

○黒木刑事部長 一律でございます。

○中野委員 １市町村あたり幾らになりますか。

○黒木刑事部長 これは市町村の組合のほうか

らいただいておりますので、その各市町村がど

れだけ出したというのは、こちらでは把握して

おりませんけれども、市町村が各人口比率にあ

わせて算定をしてるということです。済みませ

ん。

○中野委員 市町村がするんじゃなくて、そっ

ちでして出すわけでしょう。幾らぐらい……。

じゃあ人口比で違うということですね。

○重松委員長 刑事部長、一律ではなくて、人

口割りということでよろしいんですね。

○黒木刑事部長 そのとおりでございます。済

みません。

○田口委員 147ページに、暴力団離脱者社会復

帰対策協議会の総会とかが開かれたと書いてあ

るんですが、先ほど、10団体で240名暴力団がい

るという話でしたけれども、この数を減らすた

めには、やめてもらって社会復帰というか、普

通の会社に入ってもらうことが当然一番いいわ
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けですけども、なかなか就職できない方もいま

すし、そういう支援というのはどんな形でやっ

ているんでしょう。就職支援みたいな形とか。

実際、この１年間でどのぐらいの人が暴力団を

やめられて社会復帰したといいますか、そうい

う人が何人かいらっしゃるわけですか。そうい

うデータはありますか。

○黒木刑事部長 結論から言いますと、昨年は

ありません。離脱者は、25年ですけども、１人、

暴力団を抜けたいけれども抜けられない。それ

で、支援センターにお願いして、組織犯罪対策

課と連携して民間会社に就労した者もあります。

ただ、これは、支援センターでは、宮崎県暴力

団離脱者社会復帰対策協議会というのを保護司

会と職業安定所、それと保護観察所、警察本部

等でつくって、ここで協議をして、協賛事業者

に社会復帰の就職をしてもらっておるんですけ

ども、この場合は、国のほうにも刑務所出所者

等総合的就労支援対策制度というのがありまし

て、このケースの場合は、国の制度を利用して

就職したというもので、暴追センターの制度等

の活用はありません。

○田口委員 １人やめた方がいらっしゃったと

いうのは、こちらからやめないかと言うんじゃ

なくて、要するに、暴力団の中で稼ぎが悪いか

ら自動的にもうやめていくという形になるんで

しょうか。それとも、こちらから暴力団をやめ

ないかというような活動もするんですか。

○黒木刑事部長 刑務所から出所して、もう足

を洗いたいということで、本人から申し出てや

めた形になります。

○田口委員 先ほど、暴力団の動向というのが

出ましたけど、山口組系という話が出ましたが、

今は山口組が分裂状況ですけれども、その影響

というのは県内にはないんですか。

○黒木刑事部長 離脱した組はありません。影

響も今のところありません。

○田口委員 ということは、先ほどの石井一家

というのは、山口組のほうに残ってるというこ

とでいいんですか。

○黒木刑事部長 そのとおりです。山口組に残

存しております。

○緒嶋委員 交通事故ですけど、これは皆、パ

トカーによる交通事故ですか。

○鬼塚首席監察官 ２件目の事案がミニパトカ

ーによる事故でございまして、あとは、普通の

捜査車両でございます。

○緒嶋委員 これは、パトカーはいつも動いて

おるというか、そういう事故に遭う率がほかの

車よりも高いというのは当然わかりますけれど

も、やっぱりできるだけ……。警察の車両が事

故を起こしたというのは、これははっきり言っ

て、あんまり格好がよくないです。それは、不

可抗力というのは当然あると思うんですけれど

も、やっぱりそのあたりは十分当然自覚はされ

ておって、やむを得んのが事故だから、これは

ここでどうこう言っても、それこそやむを得ん

じゃないかと言われればそれまでですけれど。

心構えとしては、警察車両は事故を起こさない

というような自覚というか、そういうのをやっ

ぱり徹底してやらんと、今度の県有車両の半分

は警察車両というような報告が、これはあんま

り芳しくないと思うんですが、どう考えておら

れますか。

○新島警務部長 御指摘のとおり、県民に対し

て大変申しわけないと思っております。交通事

故防止のために、現在、全ての警察職員に対し

まして、交通事故防止に対する意識づけを徹底

するよう、各種対策を推進しているところであ

ります。県警本部、または各所属では、運転技



- 13 -

平成27年９月17日(木)

術の向上、安全確認の徹底のために、運転免許

試験場や警察署駐車場等での運転実技訓練、安

全意識の向上のための交通事故防止実践塾等の

実施開催、愛車精神醸成のための公用車洗車の

日の制定等、各種対策に取り組んでおります。

特に、事故も続いたということもありましたの

で、今年度からは、通達により、事故当事者及

び交通誘導を行わなかった同乗者についても、

事故の種別に応じたペナルティーを課す取り組

みを明確に定め、一定期間の運転禁止や公用車

の洗車等を行わせております。

その他、公用車による交通事故が発生した場

合には、当該交通事故の事例を写真入りで掲載

した共用資料を配付の上、職員が使用したパソ

コンを起動した際、画面に毎月の公用車事故件

数を表示させるなど、危機意識の醸成を図って

いるところであります。特に、公用車による交

通事故を起こした職員全てについては、運転免

許試験場へ招致して運転技能講習を実施したり、

これまでは年２回であった講習を、本年度から

年８回にふやしたほか、新たな取り組みとしま

しては、運転技能に問題の見られる職員につき

ましては、再度、年３回実施する運転実技講習

を受けさせることとしております。そのほか、

各所属ごとにスローガンを定めて、独自の運転

訓練や公用車への安全確認ステッカーの貼付、

警察署講堂への無事故日数の掲示等の各種対策

を行っており、今後も引き続き徹底した安全対

策を図っていくこととしております。

○緒嶋委員 これは、車に乗って仕事をされる

わけだから、事故はいつもつきまとうので、余

り強く言ってもかわいそうな面もあると思いま

すけど、やっぱりできるだけ事故がないに越し

たことはないわけですので、今、警務部長が言

われたようなことを十分配慮というか考えてい

ただいて、事故ができるだけ少なくなるように。

特に警察という、そういう使命感に燃えて頑張っ

ておられる方がやると、一方では交通違反の取

り締まりをしながら、自分たちは事故を起こす

というのでは、取り締まりでいろいろ検挙され

た者の気持ちとしても、「警察は自分たちで事故

を起こしとって、俺だけやかましく言うが」と

いう感じにも県民はなりますので、やはりでき

るだけ事故を少なくする努力は最大限やってい

ただきたいということを強く要望しておきます。

○重松委員長 ほか、ございませんか。よろし

いですか。

それでは、次にまいります。その他の報告事

項に関する説明を求めます。

○片岡生活安全部長 少年非行の現状と対策に

ついて、お手元の配付資料に基づいて御説明い

たします。Ａ４版縦１枚の資料であります。

まず、項目１、犯罪少年の検挙状況、（１）刑

法犯少年の検挙状況についてであります。

刑法犯少年とは、警報の罪を犯した14歳以上20

歳未満の少年であります。昨年は全国で48,361

人、本県では376人の刑法犯少年を検挙しており

ます。

刑法犯少年の検挙人員は、全国的にも減少傾

向でありますが、本県では、平成17年以降、年

々減少している状況であり、昨年は10年前の約

３割程度の検挙となっております。

刑法犯のうち、殺人、強盗、放火、強姦は凶

悪犯に分類されますが、本県における少年によ

る凶悪犯の検挙につきましては、本年はありま

せんが、昨年、現住建造物等放火で女子高校生

１人を逮捕しております。

また、資料にはありませんが、昨年、窃盗事

件で検挙した少年は376人中228人で、刑法犯少

年全体の約61％を占めており、少年犯罪の中で、
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窃盗が最も高い比率となっております。

次に、（２）特別法犯少年の検挙状況について

であります。

特別法犯少年とは、軽犯罪法違反や青少年育

成条例違反等の特別法の罪を犯した14歳以上20

歳未満の少年であります。昨年は全国で5,720人、

本県で29人の特別法犯少年を検挙しております。

特別法犯少年の検挙人員は、全国では平成23

年をピークに減少傾向にあり、本県では平成25

年が67人と突出しておりますけども、例年20人

から30人で推移している状況であります。

平成25年は、うその110番通報を行った虚偽申

告等の軽犯罪法違反が例年に比べ多く、それが

突出している要因であります。

次に、項目２、触法少年の補導状況について

であります。

触法少年とは、14歳に満たないで刑法犯や特

別法犯に触れる行為をした少年のことでありま

す。

この触法少年のうち、刑法犯に触れる行為を

行った少年の補導人員につきましては、昨年は

全国で１万1,846人、本県では132人でありまし

た。

触法少年の補導人員は、全国的には減少傾向

にあるものの、本県におきましては、平成17年

以降、100人前後で推移していたところ、平成24

年以降、高止まりの状況にあり、非行の低年齢

化が懸念されるところであります。

次に、項目３、不良行為少年の補導状況につ

いてであります。

不良行為少年とは、犯罪少年や触法少年には

該当しないものの、喫煙、飲酒、深夜徘徊といっ

た不良行為を行った少年のことであります。

不良行為少年の補導人員も、全国的に減少傾

向にあります。

資料にはございませんが、最近の少年犯罪の

特異な事例としまして、宮崎市内において、交

番に侵入し、消火器の消火剤をまき散らして、

施設やパトカーを汚損させた高校生を含む少年

６名を、建造物侵入及び威力業務妨害で逮捕し

た事件、同じく宮崎市内におきまして、住宅に

侵入して現金を盗んだり、自動販売機から現金

を盗むため火をつけたり、原付バイクを盗んだ

りしていた高校生を含む少年８名を、窃盗等で

逮捕した事件などがあります。

この２つの事例や、先ほど御説明しました触

法少年の補導状況に見られるように、近年、少

年非行の低年齢化や集団化が懸念されるところ

であります。

以上、御説明いたしました少年非行の現状を

踏まえた上で、警察が取り組んでいる主な少年

非行防止対策について、項目４に基づき御説明

いたします。

まず、（１）教育機関との連携についてであり

ます。

本県では、少年非行の約７割を中・高校生が

占めております。よって、学校との連携を図る

ため、学校・警察相互連絡制度を運用し、県内

の小・中・高校と情報共有を図っているところ

であります。

この制度は、学校と警察とが必要な情報交換

を行うことにより、児童生徒の安全確保と非行

防止に努め、児童生徒の健全育成を図ることを

目的につくられた制度であり、平成19年から運

用しております。

また、平成19年７月からスクールサポーター

制度を導入し、現在、スクールサポーターとし

て警察官ＯＢ９名を採用、警察本部及び８警察

署に配置して、問題を抱える児童生徒や保護者、

学校関係者への指導、助言等を行って問題解決
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を図るなど、少年の非行防止のための幅広い活

動を行っているところであります。

スクールサポーターは非常勤職員で、昨年度

まで６名でありましたが、本年度３名の増員を

認めていただき９名となり、これにより、中規

模警察署以上の警察署全てにスクールサポータ

ーを配置することができ、これまで以上にきめ

細やかな活動ができることとなりました。

スクールサポーターの効果的な具体的活動の

例としまして、中学校において、生徒が教師に

反抗的な態度をとり、対教師暴力にエスカレー

トしたため、学校及び教育委員会から支援要請

を受けたスクールサポーターが、生徒及び保護

者への面接指導等を実施し、問題を沈静化した

事例などがあります。

次に、（２）規範意識の醸成についてでありま

す。

少年非行の中で、本格的な非行の入り口とな

る自転車盗、万引きなどの初発型非行が、毎年、

全体の約６割から７割を占めております。

そこで、警察では、このような初発型非行防

止のため学校と連携し、教師と警察職員がパネ

ルや寸劇を交えながら共同して授業を進める

「ティーム・ティーチング方式」を取り入れた

非行防止教室を開催し、少年の規範意識を高め

る活動を行っているところであります。

昨年は、延べ308校において、５万人を超える

児童生徒を対象に実施いたしました。

また、この非行防止教室の際には、薬物の危

険性や有害性について理解を深める薬物乱用防

止教室もあわせて開催しております。

次に、（３）再非行防止対策についてでありま

す。

再非行とは、再犯ということであります。資

料にはございませんが、刑法犯少年の再非行率

は、昨年は全国で34.9％、本県では29.5％と、

約３割、３人に１人は再犯者という状況であり

ます。

そこで、警察では、検挙したり補導をした少

年の再非行を防止するため、現在、「少年に手を

差し伸べる立ち直り支援活動」に重点的に取り

組んでおります。

この支援活動は、過去に非行少年として取り

扱いがあり、かつ、再非行のおそれのある少年

を、保護者の同意を得た上で、警察署長が支援

対象少年に指定し、担当の職員が継続的な訪問

や電話等により助言、指導を行い、その立ち直

りを支援するものであります。昨年は、支援対

象少年61人に対して、計492回の支援を実施して

おります。

また、この支援活動の一環としまして、平成24

年度から県費予算をいただきまして、「少年に手

を差し伸べる立ち直り支援事業」を推進してお

ります。この事業は、支援対象少年を農業の体

験や奉仕活動等に参加させることにより、社会

の一員としての自覚や規範意識の醸成を図るも

のであります。

具体的には、支援対象少年が、警察職員や少

年警察ボランティア、あるいは、少年の保護者

と一緒に、農業体験や調理体験、河川や公園等

の清掃活動を行うものであります。これらの活

動を通じまして、少年が抱えている疎外感の解

消や、生活意欲の改善を図ろうというものでご

ざいます。この事業は、原則毎月１回開催して

おりますが、昨年度は、延べ61人を対象に実施

しております。

これらの活動に参加した少年からは、農業体

験を終えて、「農作業は初めての体験だった。収

穫が楽しみ。また参加したい」などの感想が聞

かれ、一応の成果が出ているものと考えている
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ところでございます。

また、同事業に参加していた支援対象少年が、

活動の中で自分の進路を明確に持ち、ある学校

への進学を目標とし、その後、本年春、志望校

に合格するという事例もございました。

今後とも、一人でも多くの少年が非行から立

ち直ることを期待しながら、この事業を継続し

てまいりたいと考えております。報告は以上で

ございます。

○重松委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了いたしました。その他報告事項

について質疑はございませんか。

○井本委員 罪に触れるというのの違いなんだ

けども、罪を犯したというのは、検挙したもの

と。それから、罪に触れるというのは、更生要

件に該当してるんだろうけども、検挙はしてな

いと。

○片岡生活安全部長 少年の場合は、14歳未満

は触れる行為をしても犯罪者とはならない。で

すから、18歳以上につきましては、犯罪行為を

犯したということで任意で捜査したり、あるい

は逮捕したりしますけども、14歳未満の少年に

つきましては、いわゆる少年補導、あるいは、

児童相談所への通告とか、そういうことを行っ

ております。

○井本委員 ということは、14歳未満というこ

とは責任がないと。責任能力のところで切って

るということですな。わかりました。

それから、下のスクールサポーター。これは、

なかなか効果があっていいんじゃないかと思う

んですが、やっぱり私は、主だったところだけ

ではなくて、できるだけたくさんあったほうが

いいんじゃないのかなという気がするんだけど、

今後の計画はどうなっていってるんですか。

○片岡生活安全部長 スクールサポーターにつ

きましては、ことし３名増員させていただきま

して、現在９名であります。非常にきめ細やか

な活動ができることとなり、委員のおっしゃる

とおり、ある程度たくさんあると、より細やか

にできると考えておりますけども、ことし３名

増員していただきましたので、その増員の効果

を検証して、最近の少年非行の犯罪の情勢、そ

れから、学校とか教育委員会からの要請を総合

的に判断しながら、検討してまいりたいと考え

ております。

○井本委員 それから、非行防止教室なんだけ

ども、凶悪犯罪はもうずっと減ってるんだけど

も、それこそ、小さなそういう万引き、あれに

対して規範意識がないというか、実際にいろい

ろ多くなってるわけですよね。それで、寸劇や

らをやるのもいいんだけど、私の家の近くに安

売り店があったんです。安売り店というのは利

益が少ないわけです。ところが、それを、100

円、200円ぐらいのものでも一遍に盗まれたら。

もう100個、200個売らんと儲からんような商売

をしとるわけです。私が行ってみたら、お客さ

んはずっとたくさん来とったんです。ところが、

やめてしまった。何でやめたんですかと言った

ら、「万引きが多くて、もう利益にならんのです

よ」と言って。だから、その辺のことも、ちょ

こっと気軽に万引きをするかもしれんけども、

しかし、事業を経営してる人たちは、それを経

営できなくなるし、また、そこに楽しみに買い

物に来てた人たちも、結局、潰れてしもうたか

ら買い物ができなくなるという。本当そういう

社会的影響が大きいんだよということも、やっ

ぱり教えてもらわないといかんと思う。寸劇も

いいけど、その辺の切り口も、よろしくお願い

したい。

それから、もう一つ。その立ち直り支援事業。
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これもすばらしいことで、これは、ほかの機関

とも、もちろん連携しながらやってるというこ

とですね。

○片岡生活安全部長 立ち直り支援事業につき

ましては、保護者と支援対象の少年、それと警

察官、少年補導職員と少年防犯ボランティアで

あります少年サポーター─大学生とか、ある

いは一般の方もおられますけど─この人数、

このメンバーで大体進めております。

○井本委員 そうすると、教育機関とかそうい

うものとは全く連携しとらんとですか。

○片岡生活安全部長 そのとおりでございます。

○井本委員 その必要はないという感じですか。

それほどの必要はないと。

○片岡生活安全部長 やはり学校の先生等も参

加していただければいいと思いますけども、少

年補導員の中に先生の経験者とかそういう方々

はおられますけども、それにつきましては、

ちょっと検討させていただきたいと思います。

○井本委員 日本は本当に平和な国です。外国

人も来てからやっぱり一番最初に言うのは、日

本というところは本当に安全で平和だというこ

とをみんな述べられ、警察の方たちが一生懸命

努力してるというのも一つの大きな要因じゃな

いかと私は本当に感謝しとるんですが。それも、

やっぱり幼い頃から規範意識をずっと醸成する

というか、これは一番大切だと思うんです。大

人になって、もうどうしようもなくなってから

規範意識を持てと言ってもなかなか持てません

けど、こういう若いときにぴしっと持たせる。

エジソンが工場を持って、いろんな助手をた

くさん使うんだけども、もう助手は、子供みた

いな若いのがたくさんおるわけです。みんな何

かを持って帰るというわけです。何かをくすね

て帰ると。ところが、日本人の助手が１人おっ

たらしいんですけど、これは絶対そんなことし

なかったと言うんです。明治維新のときなんか

でしょうけど、やっぱりそういう規範意識とい

うのがあったんだろうと。今の子供たちにはそ

れがなくなっているというのは、どうもちょっ

と情けないなという気がするんですけど。だか

ら、幼い頃からそういう規範意識を育てるとい

うことは本当に大切なことだし、この安全な日

本を維持していくのも、その辺が大切じゃない

のかなという気がするんです。どうですか。

○片岡生活安全部長 委員のおっしゃるとおり

であります。小学校低学年を中心に、若いうち

に少年非行防止教室、先ほど言いました「ティ

ーム・ティーチング方式」という教職員と少年

補導職員とで行うものですけども、万引きと自

転車盗難の防止、それと、インターネットの危

険性に焦点を当てて現在やっておりますけど、

これをさらに拡充してまいりたいと考えており

ます。

○中野委員 犯罪刑法犯、下に凶悪犯とか書い

てある、この特別法犯少年。この特別法という

のは、具体的にどんな中身があるんですか。

○片岡生活安全部長 特別法犯というのは、刑

法とは別の犯罪でありまして、例えば、青少年

育成条例、あるいは銃刀法、大麻取締法とか、

あるいは軽犯罪法。軽犯罪法でいえば、立入禁

止場所への立ち入りとか、青少年育成条例違反、

深夜の連れ回しとか、そういうのが特別法違反

となります。

○図師委員 少年犯罪が減少傾向にもあるとい

うことなんですが、どちらの自治体かは忘れま

したけれども、ある少年が祖母を刺し殺したと

いう事件で、この少年は、お母さんから日常的

にお金を取ってこいと、万引きをしてこいと。

それができないなら、おばあちゃんを殺してで
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もお金を取ってこいというようなことを言われ

て、それが洗脳の状態にあったのか、まだ少年

でありながらそういう犯罪を起こしてしまった

という事件がありました。

何が言いたいかといいますと、要は、少年犯

罪は少年だから許されるということはないんで

すが、少年犯罪は、多くは加害者でありながら、

被害者である子がたくさんいると思っておりま

す。だから、その少年だけにスポットを当てる

んではなくて、その子が育ってきた環境とか今

置かれている生活状況を改善しない限りは、そ

の少年を幾ら更生させても、またそこの環境に

入ってしまえば、同じような精神状態になって

しまうというのも多々あるんだと思います。そ

ういう何か取り組みをぜひしていただきたいな

と思って話を聞いてたんですが、少年非行防止

の対策の中に幾つか出てきましたけれども、ス

クールサポーターの方が、その犯罪を起こした

少年のところに、学校機関と一緒に行くとか、

その点で環境改善が図られてというのはあると

思いますし、そのために、前にも私は言いまし

たが、学校にはスクールソーシャルワーカーと

いうような専門職がありますので、ぜひそのよ

うな方々と交流を図っていただき、さらに連携

を図っていただきたい。

それから、今、話の中で、警察活動ボランティ

アという方々がいらっしゃると聞いたんですが、

私が聞き間違えてたら申しわけないんですけど、

そのような活動をされてる方がどれくらいい

らっしゃるのか、教えていただきたい。

○片岡生活安全部長 少年警察に関するボラン

ティアでありますけど、一つは、少年補導員で

す。それから少年指導委員、これは風営適正化

法に基づく風俗環境を浄化する、少年を守るた

めのものです。それと少年サポーター、これが

大学生とか元教員の方々等がなっていらっしゃ

るんですけど、主に大きく分けますと、この３

つの少年警察ボランティアがございます。

○図師委員 貴重な人材だと思います。といい

ますのが、学校に行ってない少年もたくさんおっ

て、その子たちがやはり犯罪なり非行に走るケ

ースも多くて、先ほど言ったスクールカウンセ

ラー、ソーシャルワーカー等、またスクールサ

ポーターも、学校に通ってる子たちなら、そこ

に焦点が当たろうかと思うんですが、当たらな

い子供たちのためには、ぜひその今言った少年

警察ボランティアの方々と連携して、私はその

子の家に行ってあげてほしいんです。学校だけ

で切り取るんではなくて、地域におけるその家

庭がどういう状況なのかというところまで、で

きれば予防的にでも介入していただきたい。私

も医療現場に長くおりながら思ってたのは、警

察の方とは連携はとるんですが、こと事件が起

きてからでないと動いてくれないという印象が

常にありまして、それはもう法的な壁もたくさ

んありますけれども、やはり犯罪が起きてから

では遅いということがありますから、今言うボ

ランティアの方々が動ける範囲もあろうかと思

いますが、地域に根ざした活動をされてる方が

多いでしょうから、ぜひこういう犯罪に巻き込

まれてしまった子供たちのためにも、そういう

連携を深めていただきたい。

これは参考までに、川南町にはコミュニティ

ーソーシャルワーカーという方がいらっしゃい

ます。社会福祉協議会の中なんですが、実は、

スクールソーシャルワーカーと同じような活動、

つまり、そういう家庭の中にいる引きこもりの

子供たちとか、独居老人の状況とか、そういう

環境をただ観察して報告する民生委員の活動だ

けじゃなくて、それに一歩踏み込んだその家庭
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環境の改善、また、独居老人の安否確認だけじゃ

なくて、サービスとつなげていくというような

活動をしているソーシャルワーカーがいる自治

体もあるんです。でも、まだ少ないんです。だ

から、そういうところがあれば、ぜひそこにも、

こういう犯罪の情報とか少年の状況をどんどん

つないでいただきたいというのもあります。

あと、できれば、先ほど立ち直りを支援する

活動で、少年を農業とか自然に触れさせながら

改善していくという取り組みはすばらしいと思

うんですが、これはできることなら、親御さん

も一緒に来てもらうとか、地域の方とか友達も

一緒に来てもらうとか、何かそういうような取

り組みをしていったほうが、より効果が上がっ

てくるんではないか。もちろん拒否する親もた

くさんいるでしょうが、やはり私は、家庭環境

を変えていくということにも、ぜひ今後できる

限り取り組んでいただきたいと思います。御意

見があれば。

○片岡生活安全部長 まず、立ち直り支援事業

につきましては、数は少ないんですけど、保護

者の方とか、あるいは、その指定された少年の

友人、あるいは弟、妹等も参加しております。

数は少ないんですけど、今後ますます拡充して

まいりたいと思います。

それから、少年警察の基本が健全育成の精神

でありますので、検挙だけにこだわらずに、保

護と立ち直り活動についても力を入れてまいり

ます。

○田口委員 前も質問したことがあるんですが、

暴走族は今、県内には１つも組織としてはない

という話でございましたが、最近、単独でとか、

オートバイをかなり改造したのが結構見られる

ようになりました。まだ悪質化という部分には

いってませんけども、どんどんまた仲間がふえ

ていったりすれば、こういう犯罪につながって

いくようなことも十分考えられるんですけども、

そういうものに対しての何か学校の指導とか、

今、実際、問題を起こしてるとか、そういう事

例等はあるんでしょうか。それと、その対策に

ついてです。

○鳥井交通部長 委員の御意見、たしかに暴走

族、毎年毎年代がわりをいたしまして、若手が

出てくるところです。ことしも５月に宮崎市内

で、デパート前で数台が危険行為を行って、そ

の後、消火器をばらまいたという事案で、こと

し、北警察署管内で数名を逮捕しております。

また、延岡でも、延岡での活動が活発になって

きているということで、５月の事案等で検挙し

ておるところです。当然こういったふうにして

大きな芽を摘む、そして、５月にそういう大き

な芽を摘んだからこそ、夏場のいろんな大きな

祭り等がありましたけども、そういった場面で

走る機会という芽を摘んだという点では、評価

してるところです。現在も単発暴走があること

は承知しておるところですけども、できる範囲

で取り締まりはやっております。当然、暴走族

の検挙に当たっては、いわゆる無職少年、有職

少年もですけども、少年が絡んでおるというこ

とで、消火器をまき散らす、消火器も盗んで持っ

てくるということで、特に、道路交通法という

法律の枠だけではなくて、そういう少年非行、

少年の犯罪防止という観点からも、生安部等と

連携をとりながら、また情報収集もやりながら、

事件の検挙も道交法だけではなくて、それ以前

の犯人隠避とかそういった事案も、少年の健全

育成というのを考えながら対応しているところ

であります。

○田口委員 小さな芽のうちに摘んどってもら

えれば、こういうものにもつながらないでしょ
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うし、先ほど言ってた、暴力団に暴走族から行っ

たというのも結構昔に話を聞いてますんで、そ

ういう意味では、大きく広がらないうちにでき

るだけ抑えるようにしていただきたいと思いま

す。

○中野委員 その暴走族と関連で、時々夜中に、

音が割れて走る単車や車の音。これは犯罪とし

ては何ですか。騒音だけの問題ですか。取り締

まりできるんですか。

○鳥井交通部長 特に週末になるとよく聞こえ

るわけですけども、あれだけの大きな音を出し

て走るわけですので、マフラー等の整備不良で

あったり、これが２台以上で走れば、共同危険

行為ということで犯罪行為にはなりますので、

取り締まりをやってるところです。言いわけで

はございませんけど、春先は結構激しかったで

す。私も南署管内に住んでおるんですけども、

週末になると非常にうるさいということで、そ

の間、情報をもとに、北署でも暴走行為という

ことで共同危険行為を検挙した。南署でも、共

同危険行為ではありませんけども、窃盗等で少

年たちを検挙した。この辺が連動してるのかわ

かりませんけども、そういう暴走音もかなり少

なくなったと承知しております。

委員の御意見のそういう単発、今でも走って

るところですけども、これは明らかに整備不良

とか道路交通法に触れるわけですので、今後も

取り締まりは継続してやっていきたいと思って

おります。

○中野委員 今の２台以上というのは、１台じゃ

だめなんですか。

○鳥井交通部長 共同危険行為の要件が、原付

もしくは車、これを２台以上を連ねて、割り込

みとかそういうものとなっております。それは

単独でも、ここに２人乗りがあったりとか、マ

フラー等を、消音機等を改造したりすれば整備

不良ということで、違反は違反でございますの

で、そういうのを検挙できた際は、当然そのよ

うな対応をしてるところです。

○中野委員 ときたま夜中におるんで腹が立っ

て。それと、バーンババーンという音です。あ

あいう場合の検挙というのは、現場でしようと

思えば、音をはからんとだめですよね。どうな

るんですか。

○鳥井交通部長 それだけの音が出るというの

は、それなりに消音機、マフラー等を切断等を

したり大きな改造を行っているわけですので、

そこは音をはからずとも検挙はできます。

○中野委員 ぜひそういうのも取り締まりをお

願いします。ときたまおるんです。

○鳥井交通部長 限られた人間の中で取り締ま

りをやっておるところです。また情報提供等よ

ろしくお願いいたします。

○日高副委員長 この少年非行の現状と対策と

いうことで、これは、少年がみずから非行に走っ

た場合だと思うんです。逆に、悪い大人から犯

罪に引き込まれるケース、これについては、ま

た別だと思うんです。先ほどやった件にしても、

暴力団の何か子分とか、そういうつながりがあっ

て、それに感化されて、どんどんその方向に走っ

ていかざるを得ないというのも、直接自分も、

地元のほうでは、こいつはこうだなという人が

いるんです。そういったところというのは、結

局、生活安全部だけではもう解決できない部分

があって、いろんな形でつながりを持っていか

ないと、これは縦割りだとちょっと厳しいのか

なと思います。特に、今の犯罪を見ると、必ず

そっちのほうですね。あらかじめもうこいつは

悪いんだというよりも、本当に普通におとなし

い人間がとんでもない行為をしていくというこ



- 21 -

平成27年９月17日(木)

とは、少年が犯罪に行こうとしてるところを足

をすくうみたいな、そういったところがあるも

んで、やっぱりその辺の何か連携体制というの

が必要じゃないかなと思うんですけど、その辺

はどう考えておるのか、お伺いしたいと思いま

す。

○片岡生活安全部長 今、副委員長がおっしゃっ

たようなことに関しての、いわゆる組織みたい

なのはないんですけども、ケース・バイ・ケー

スで事件事案ごとに各部長等と連携しながら

やってまいりたい、現在もやっておるというと

ころであります。

○鳥井交通部長 今の意見に関しまして、過去

にもこの暴走行為に暴力団も関与したという事

案等は、これまでの事件であっておるところで

ございます。ですから、暴走族ということで当

然交通部が中心となってやりますけども、そこ

には、やはり今委員から御意見のあったとおり、

その背後関係なり、犯行に至った原因等、その

辺の影響力等につきましては、刑事部、生安部、

この辺と情報を共有しながら事案の対処には当

たっておるところです。

○日高副委員長 例えば、少年が犯罪に巻き込

まれたけれど、監禁くらいで済んだとか、殺人

まで行かなかったとか、そういった検挙のデー

タはあるんですか。何件、そういう犯罪に少年

が巻き込まれたという。その辺についてお伺い

したいんですけど。

○黒木刑事部長 監禁の理由が、少年をそうやっ

て暴力団に勧誘しようとか、金がなくて少年か

ら金を巻き上げると、卑近な例としては、少年

がいろいろな出会い系サイトで出会って連れ回

されたという監禁等はあります。

○日高副委員長 そういったところで、ある県

では殺人とかにつながった事例というのがあり

ますんで、その辺についても、またしっかりと

取り締まっていっていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○重松委員長 ほかはございませんか。その他

は何かございませんか。

○緒嶋委員 今、埼玉とか大阪でも、いろいろ

凶悪犯というか殺人事件がもう頻繁にといって

いいぐらい発生しております。東京では、ＪＲ

線に対する放火。それを防ぐのとか検挙すると

かに、防犯カメラが物すごく効果を発揮してお

るので、これは警察業務にとっても大変強力な

味方みたいなもんです。それを証拠として検挙

できると、逮捕できるということであるので、

やはりこれは、防犯組合みたいなところで、「ニ

シタチ」とかの民間でやっておられるところも

あるわけですが、ＤＶに対しても、そういうカ

メラをつけておけば、実際にそういうものの検

挙もしやすいというような面もあるだろうと思

うんです。このあたりは、警察としては予算を

組んで、そういうのをできるだけ警察は警察、

民間は民間でふやす、個人もつけてもいいわけ

ですが、そういうことに対する考え方について

は、どういうスタンスを持っておられるのかで

す。これは予算が伴うからなかなかであります

けれども、私は、これは多ければ多いほうがい

いと思うんですけど、このあたりの考え方を。

○片岡生活安全部長 街頭防犯カメラにつきま

しては、東京の新宿とかいうような繁華街、非

常に犯罪の多いところにつきましては、警察独

自で設置しているカメラがあると聞いておりま

すけども、やはりプライバシーの問題もありま

すし、警察としましては、いわゆる地域の方々

が主体となった商店街とか自治会、そういうと

ころの方々に、必要な場所に必要な数を設置し

ていただくという指導助言等を行っておるとこ
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ろでございます。

○緒嶋委員 警察自身としては、それは操作上

必要とかいうことがあると思うんですけども、

それを警察の手持ちというか、そういう情報が

あるところは未然に防ぐとか、防止する力もあ

るわけです。そういうことを含めて、余り積極

的には宮崎県警は取り組んでいないということ

ですか。

○片岡生活安全部長 生活安全部でいいますれ

ば、ストーカーとかＤＶ対策、これにつきまし

ては可搬型のテレビカメラを持っております。

被害者の要望とか必要に応じて被害者宅に設置

したり、駐車場に設置して、それを証拠化して

検挙するということは行っております。

○緒嶋委員 今のところ、そういう防犯カメラ

をふやさなくても大丈夫だということですか。

○片岡生活安全部長 防犯カメラにつきまして

は、各商店街なり、特に繁華街あたりにつきま

しては、たしか最近も中央通りのほうがつける

と聞いておりますけども、やはり必要なところ

にはどんどんつけていただきたいというのが警

察側の考えでございます。

○緒嶋委員 だから、私が言うのは、警察とし

ては手持ちがなくてもいいんですかということ

です。

○片岡生活安全部長 警察としては、生安部は

先ほど言いましたけども、必要な数を持ってお

りますし、また、現在８セット持っております

けども、さらにことしは５セットを要望しまし

て、増大する予定であります。

○緒嶋委員 やはり私は、これはできるだけ必

要じゃないかなという気が。それはプライバシ

ーが当然あります。しかし、プライバシーの中

でも、今、無人の販売所が中山間地は多いんで

す。そうすると、それこそさっき言われたよう

に、出しておるものを盗まれて、もう成り立た

ないと。田舎に直接直販所があるわけです。そ

うすると、野菜等をとる人がおるわけです。そ

れだから、もう出しても、それが欲しいという

人もおるけど、もうどうにもならないというこ

とで、そういうものをやめざるを得んという人

がいて、そういう人の収入まで減るわけです。

だから、これは、ある程度警察の中で─個人

で直販所の人がつけるだけの財力もないわけだ

から─防犯という立場と犯罪という立場を考

えれば、警察なんかがそういう要請があったと

ころには、もうちょっとあるといいんじゃない

かなという気がして。何もないところにつけろ

と言ってるんじゃないです。そういう情報があ

るところには、つけたほうがいいんじゃないか

なという気がするわけです。それがその地域の

安全安心、治安を守るということにもなるわけ

ですので、そういう意味で私は必要じゃないか

なと言っておるわけです。

○黒木刑事部長 委員のおっしゃるとおりでご

ざいまして、現在、26年度まで20台を運用して、

ほとんどフル稼働です。高千穂のそういう直売

所で検挙したときも、刑事部の総合対策室がカ

メラをセットして検挙した事例でございます。

本年度予算でさらに10台─これは電気がない

所でも、電池式でセットでき、１週間は電池式

で機能するカメラ─を予算措置していただき

ましたので、今、合計30台になっておりますか

ら、さらに必要性があれば、今後も検討を重ね

て要求していきたいと思います。

○緒嶋委員 ありがとうございます。私はそう

いう意味で必要性があるんじゃないかというこ

とを申したわけでありまして、それは何も必要

のないところにつける必要はないわけで、そう

いう懸念のあるところにやってほしいというこ
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とを要望しておきます。

○井本委員 前回、前の本部長でしたけども、

防犯カメラの件を私は聞いて、なるほどと思っ

たんです。やっぱりこれは、法律の方向性上プ

ライバシーを守らないといかんし、これは確か

にプラス面もあるかもしれんけども、逆に言え

ば、これは本当に国家権力をより強くする。だ

から、その辺のところは、方向性上、やっぱり

私は難しいものがあると。あのときの本部長の

答えは、民間の方たちが自分たちでつけられる

のは、それはいいでしょうと。そして、自分た

ちの責任でやられるのはいいし、また、それを

捜査のときにはお借りするということで我々は

使っておりますということで、我々が積極的に

やっていくということについては、法律の方向

性上問題があるということで、我々は、ここは

絶対につけないかんというところはやるけども、

しかし、できるだけそれは縮小的に考えようと

したというような話でありました。私は、それ

が正解じゃないかと思う。

○中野委員 今の説明は、一般防犯としては、

プライバシーがあるからつけられませんよと。

そこはこないだ理解した。今、例えば、必要が

あるところというのは、個々の犯罪を特定する

ためにはつけられるという、ちょっとそこを私

は確認したい。その必要性のところというのは、

その特定の……。そこをちょっと、こないだか

らこんがらがってるんですよ。

○片岡生活安全部長 例えば、生安部からいえ

ば、繁華街でよく深夜に酔っ払い同士のけんか

がある。看板を蹴ってたたいて逃げるとか、そ

ういうことが頻発するようなところには、そう

いうカメラがあると……。届け出を受けていけ

ば、必要性があるのではないかということで。

○中野委員 だから、そういう場合は、県警と

して、県としてつけられるか、つけられないか

というのであって、そこで組合ならいいですよ

と言うから、こんがらがってくるわけ。必要性

があるところは、犯罪確認のためにはつけます

よという話なのか。そこをちゃんと説明せんか

ら、みんなこんがらがってしまう。

○黒木刑事部長 捜査支援用カメラですけども、

刑事部のほうとしても、生安部も一緒ですけど

も、犯罪が連続的に発生する場所、そして、そ

の発生状況の分析結果から、犯罪が発生する可

能性がまだ高い地域や場所に機動的に設置して

おります。当然、設置する場合は、その被害者

とか、そういう設置する場所の管理者の承諾を

得て、そして、必要最小限度の撮影しかしない

ように、そういうプライバシーには十分配慮し

た設置をしております。

○重松委員長 よろしいですね。ほか、ござい

ませんか。

○日高副委員長 さっきの関連を刑事部長にで

す。その犯罪に少年が巻き込まれた件数がわか

れば教えてもらいたいなと。犯罪というか、先

ほどのその連れ回し、そういったのに巻き込ま

れたとかです。わかればでいいです。何で言う

かといいますと、大阪であった事例は、連れ回

して監禁した人間が、４年か５年後にやっぱり

同じようなことをして殺人に至っているんです。

その辺については、もう大変重要なことだと思

うんです。だから、なければいいんですが、そ

の辺もしっかりと見とってもらうと。

○黒木刑事部長 まことに申しわけございませ

んけども、統計がありません。

○重松委員長 ほかは、よろしいですか。

○井本委員 あと一つだけ。ちょっと息抜きな

んだけど、前の本部長は１年おったんですか。

私たちもやっと顔も覚えたけども、すぐ変わっ
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てしまったもんで。警察の機能はうまいぐあい

にいってるんですよね。支障はないのか。また、

その変わったところでメリットがあるのかない

のか。はっきり言って、これはみんなが思って

るんです。

○野口警察本部長 確かに前任者は１年ぐらい

の任期でありましたけども、私もこちらに赴任

する前に、一度こちらに赴いてしっかりと引き

継ぎをしたところでありまして、かつ、警察本

部職員一同となって本部長を支える体制という

のもできておりまして、私としては引き続き努

力をしていきたいと思ってますし、あと、他省

庁からの本部長というのもたまに例がございま

して、実は、約30年前に、この宮崎県には佐藤

行雄という外務省の者が来て務めておったとい

うことで。ほかにも他省庁の例があると承知を

しておりますけども、私もそういった名に恥じ

ないように、先生方の御指導いただきながら精

進していきたいと思っていますので、よろしく

お願いいたします。

○重松委員長 よろしいですね。

それでは、以上をもって警察本部を終了いた

します。執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時59分休憩

午後０時59分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

報告事項等について、局長の説明を求めます。

○四本企業局長 説明に入ります前に、一言お

礼を申し上げます。重松委員長を初め、委員の

皆様におかれましては、去る７月22日の現地調

査におきまして、総合監視制御システム、それ

から、県電ホールのほうを御視察いただきまし

た。ありがとうございました。

それから、これはちょっと手前味噌な話でご

ざいますが、一つ御報告がございます。去る７

月24日に、本県電気事業が、経営の健全化が確

保され、ほかの地方公営企業の模範となる取り

組みが行われているとして、平成27年度優良地

方公営企業総務大臣表彰を受賞いたしました。

これもひとえに事業に真摯に取り組んでこられ

た先人たちのたゆまぬ努力と、県議会の皆様の

御指導の賜であると感謝をいたしております。

今回の受賞を励みといたしまして、引き続き健

全経営に努め、県民福祉の増進に貢献してまい

る所存でありますので、今後とも御指導、御支

援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

それでは、本日御報告いたします項目につき

まして説明をさせていただきます。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料の目次をお開きください。企業局で

は今回、議案はございませんが、提出報告書関

係が１件、その他報告事項が４件の、合計５件

でございます。

まず、Ⅰの提出報告書関係についてでありま

すが、県が出資している法人等の経営状況につ

いてでございます。これは、地方自治法第243条

の３第２項及び宮崎県の出資法人等への関与事

項を定める条例第４条第３項の規定に基づきま

して、企業局が出資をいたしております一般財

団法人一ツ瀬川県民スポーツセンターの経営状

況等について御報告するものであります。

次に、Ⅱのその他報告事項でございますが、

１つ目は、去る８月23日に実施いたしました、

一ツ瀬川県民ゴルフ場開業25周年記念事業ペア

ゴルフマッチについて、２つ目は、現在進めて

おります、日南ダム発電所建設工事の進捗状況

について、３つ目は、去る７月８日に実施いた

しました、石河内第一発電所の施設見学ツアー



- 25 -

平成27年９月17日(木)

について、４つ目は、今年度における供給電力

量の状況について、それぞれ御報告をさせてい

ただきます。

私からは以上でございますが、詳細につきま

しては担当課長から説明をいたしますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。

○重松委員長 局長の概要説明が終了いたしま

した。

初めに、報告事項に関する説明を求めます。

○森本経営企画監 県が出資している法人等の

経営状況について、御報告いたします。

お手元にあります平成27年９月定例県議会提

出報告書の139ページをお開きください。一般財

団法人一ツ瀬川県民スポーツセンター平成26年

度事業報告書でございます。

１の事業概要ですが、当法人は一ツ瀬川県民

スポーツレクリエーション施設の指定管理者と

して、平成18年４月１日から３年間、続いて、

平成21年４月１日から５年間、ゴルフ場の管理

運営を行ってきております。現在は、平成26年

４月１日から平成31年３月31日までの５年間に

ついて、引き続き指定管理者として指定を受け、

ゴルフ場の管理運営を行っているところでござ

います。

また、公益法人制度改革により、当法人が平

成24年４月１日に一般財団法人に移行をいたし

ましたことから、公益目的支出計画に基づく事

業についても実施しておるところでございます。

公益目的支出計画といいますのは、新しい公

益法人制度において、それまでに受けた寄附な

どの財産を公益の目的のために消費していく計

画のことでありまして、当法人の場合は、基本

財産を県と新富町に計画的に寄附していくとい

う計画を立てることによって、一般財団法人と

しての認可を受けるということになっておると

ころでございます。

なお、指定管理に当たっては、利用料金制と

いうものを導入しておりまして、施設の利用料

金は全て当法人の収入ということにした上で、

一定額を企業局に納付するという形での協定を

結んでおるところでございまして、この納付金

が企業局の地域振興事業の主な収入ということ

になっているところでございます。

２の事業実績でございます。

（１）の一ツ瀬川県民スポーツレクリエーショ

ン施設の指定管理業務に係る事業費が１億1,201

万7,000円となっております。施設の管理運営の

実績でございますが、ゴルフコースの利用者数

が３万3,982人、主催コンペの開催数が172回、

参加者数が１万6,058人、カートの貸出者数が２

万9,329人、レストランの利用者数が２万5,893

人などとなっております。

（２）の公益目的支出計画の実施に係る事業

費、これが100万円でございます。寄附の相手方

及び寄附金の額は、県に70万、新富町に30万と

なっておるところでございます。

次のページ、140ページからの３の貸借対照表

以下、経営状況の詳細につきましては、後ほど

御説明いたします経営評価報告書と重複してお

りますので、ここでは省略をさせていただきま

して、先に今年度の事業計画について御説明を

いたします。

144ページでございます。平成27年度事業計画

書をお開きください。

まず、１の事業概要でございますが、これは、

先ほど御説明いたしました平成26年度と同様で

ございます。

２の事業計画でありますが、（１）の一ツ瀬川

県民スポーツレクリエーション施設の指定管理

業務に係る事業費は１億1,355万8,000円で、事
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業内容につきましては、平成26年度と同様となっ

ております。ゴルフコースの目標利用者数は３

万4,000人、主催コンペの目標参加者数は１

万6,800人に設定しております。これらの目標利

用者数については、平成27年度の当法人の事業

計画、これにおいて、近年の利用者数の動向を

踏まえた上で、当法人のほうで設定した数字と

なっております。（２）の公益目的支出計画の実

施につきましては、前年度と同様、県と新富町

に合計100万円を寄附することとなっておりま

す。

続いて、145ページの収支予算書をごらんくだ

さい。

収入の部でございますが、予算額の合計は１

億1,375万8,000円で、これは、ゴルフコースの

利用収入、カート使用料、レストランの売り上

げなどが主な収入となっております。増減で前

年度より24万4,000円の減収としておりますの

は、近年、利用客１人当たりの利用料金が低下

しているということを考慮いたしまして、１人

当たりの利用料金を前年度より低く設定してい

るためでございます。

次に、支出の部の予算額の合計ですが、１

億1,375万8,000円で、前年度より112万1,000円

の増となっておるところでございます。これは、

光熱水費、コース管理費、乗用カートなどの各

種リース料、それから、企業局納付金の増など

によるものでございます。この企業局納付金の

増ということにつきましては、先ほど御説明い

たしましたが、当法人が目標利用者数を３

万3,500人から３万4,000人ということで、500人

変更しておるということで、その分がここに加

味されたところでございます。その結果、下か

ら３段目の当期収支差額の欄にありますように、

収支差額は０円ということを見込んでおります。

続きまして、201ページをお開きいただきたい

と思います。

宮崎県出資法人等経営評価報告書について御

説明いたします。

まず、上の表の当法人の概要でございますが、

上から３番目の欄にありますように、設立は平

成元年11月18日、その下の欄でございますが、

総出資額は700万円でございます。うち、県の出

資額が490万円、出資比率は70.0％となっており

ます。

次に、中の表の県関与の状況でございますが、

まず、人的支援につきましては、役員数の合計

は５名ということでございます。平成26年度、27

年度も同じように、５名で変更はございません。

これらの内訳でございますが、県の退職者が１

名、それ以外が４名ということとなっておりま

す。また、下にあります職員数につきましては10

名、全てプロパー職員ということになっており

ます。

その下の財政支出等及びその他の県からの支

援等につきましては、該当はございません。ま

た、次の主な県財政支出の内容につきましても、

該当はございません。

次に、下の表でございますが、実施事業につ

きましては、先ほど御説明いたしました事業計

画の内容と同様でございます。

その下の活動指標でございます。

①ゴルフ場利用者数は、平成26年度は目標値

３万3,500人に対し、実績値は３万3,982人とい

うことで、達成度は101.4％になっております。

また、②の主催コンペの年間参加者数は、目

標値１万6,450人に対し、実績値が１万6,058人

で、達成度は97.6％となっております。平成27

年度と28年度の目標値につきましては、その下

の欄に、指標の設定に関する注意事項とありま
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すが、そこに書いてありますように、これまで

の利用者数及びコンペ参加者数の推移を踏まえ

まして、目標値を高く設定したというところで

ございます。

続いて、202ページをお開きください。上の表

の財務状況から御説明いたします。

まず、１番上の左側、正味財産増減計算書で

ございます。

平成26年度の欄をごらんいただきたいと思い

ます。

１番上の経常収益は１億1,372万9,000円、経

常費用は１億1,201万7,000円で、差し引き当期

経常増減額は171万2,000円ということとなりま

した。これから当期経常外費用７万2,000円を差

し引いた当期一般正味財産増減額は164万となっ

ております。一般正味財産期首残高が当初371

万4,000円ということでございましたので、一般

正味財産期末残高につきましては、先ほどの164

万円を加えまして535万4,000円となります。当

期指定正味財産増減額は、特定寄附を実施した

ためにマイナス100万円となり、指定正味財産期

首残高の800万円からこの100万円を引いて、指

定正味財産期末残高は700万円となっておるとこ

ろでございます。その結果、一般正味財産期末

残高535万4,000円と指定正味財産期末残高700万

を合計いたしました正味財産期末残高は、1,235

万4,000円となっておるところでございます。

次に、下の表の右上の貸借対照表を御説明い

たします。

平成26年度の欄をごらんください。

資産は2,071万8,000円で、その内訳は、現金

預金などの流動資産が1,283万8,000円、定期預

金、機械装置などの固定資産が788万円でござい

ます。

次に、負債は836万4,000円で、これは、未払

金、仮受金などの流動負債のみとなっておりま

す。資産から負債を差し引いた正味財産は1,235

万4,000円で、その内訳は、指定正味財産が700

万、一般正味財産が535万4,000円ということと

なっております。

次に、下側の財務指標でございます。

平成26年度の欄をごらんください。

①利用料金収入は、目標値7,772万円に対しま

して、実績値7,733万円となり、達成度は99.5％

となりました。

その下、②人件費は、目標値4,503万6,000円

に対し、実績値4,577万7,000円となり、目標値

まで削減できなかったということで、達成度

は98.4％という数値となっております。

③の自主事業収入は、目標値3,628万2,000円

に対しまして、実績値3,628万1,000円となり、

達成度は99.9％となっております。

右の平成27年度と28年度の目標値につきまし

ては、これも下の欄の指標の設定に関する留意

事項のところに記載してありますように、これ

までの利用料金収入の推移を踏まえて、目標値

をやや低く設定しておるところでございます。

次に、その下の表の、直近の県監査の状況で

ございます。

昨年10月に財政援助団体等監査を受け、その

結果は注意事項２件でございました。いずれも

今後適正な処理をすることとしておりまして、

会計規程に沿った処理や契約書の十分な確認を

行った上で、業務を遂行するよう指導を行った

ところでございます。

最後に、総合評価でございます。

右の欄、県の評価のところをごらんいただき

たいと思います。

まず、活動内容につきましては、活動指標、

これは前のページの下のほうにありますが、主
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催コンペの年間参加者数が目標に至りませんで

したが、ゴルフ場利用者数が目標を達成してい

ることは評価しておるということでございます。

また、料金値下げ等による競争の激化や料金

単価の減少など、厳しい状況ではありますが、

引き続き新規利用者の開拓等の誘客対策に取り

組んでいく必要があると考えております。

財務内容につきましては、平成26年度の収入

が前年度を上回っており、単年度収支黒字を確

保したことは評価しておるところでございます。

しかし、費用増により収支黒字額が前年度を下

回っているということから、財政基盤の安定が

引き続きの課題であるとしておるところでござ

います。

なお、組織運営につきましては、適切な人員

配置により効率的に運営されているものと考え

ております。

これらを踏まえまして、４段階評価につきま

しては、その下にありますように、活動内容と

財務内容は「やや課題あり」として「Ｃ」、組織

運営は「ほぼ良好」として「Ｂ」としたところ

でございます。

提出報告書関係の説明は以上でございます。

○重松委員長 報告事項に関する執行部の説明

が終了しました。報告事項について質疑ござい

ませんか。

○中野委員 145ページの収支報告書、ちょっと

これは勉強のためにですけど、このリース料と

いうのは、カートのリース料のことですか。

○森本経営企画監 カートのリース料でござい

ます。

○中野委員 リース料というのは、最初、計算

するとかなり高くついたり、いろんな方法があ

るわけだけど、方法としては、企業局は金持ち

だから、企業局が買って一般利息をちょっと上

乗せすれば、どっちも儲かるのかなという気が

するわけです。このリース料でやるメリットと

いうのは、車なんかリースで買うと本当に物す

ごい高くつくけど、この場合のリースで使うメ

リットというのは何なんですか。

○森本経営企画監 これは、財団がリースして

おる部分でございます。カートは購入すると、

やっぱり減価償却費等、費用がそれに伴って出

てきますよね。

○四本企業局長 一般的には当然リースですか

ら、平準化ということで、県庁でもパソコンと

かもリースでやっております。企業局は金があ

るから買ったほうがいいんじゃないかというの

は、御意見としてはよくわかるんですが、会計

が別になってるもんですから、確かに電気事業

のほうは裕福でございますけども、このゴルフ

場というか地域振興事業のほうは、いわば、か

つかつでございまして、ここで一遍に買ってし

まうと、それが相当な負担となって、ずっと後

年度まで引っ張ってきますので、そういう判断

もあって、多分リースということになっておる

のかなと思います。

○中野委員 だから、これは財団でやっておる

けど、やっぱり収益事業ですよね。このリース

というのは─俺もちょっとだまされてリース

でしたら、最終的に払い終わった場合にかなり

利息分も乗ってとんでもない─例えば、今言っ

たように、銀行だって金貸すから、利息払って

現金で買った場合と、リースにするとメンテが

ただですよとか、メリットがある分があると言っ

たけど、最終的に損益に出てくる数字は、下手

すると1.5倍とか。それだったら、銀行だって今、

金が余ってるから……。

○森本経営企画監 済みません。追加でもう一

つ理由がございまして、購入する場合、財団は
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お金がありませんので中古になるんですけれど

も、中古のカートというのはほとんど市場に出

回ってなくて、なかなか手配することができな

いということがございます。あれば購入して使

うということもできるということなんですけれ

ども、なかなかやっぱりパイが少ないというこ

とで、出てこないというような面もありまして、

リースをやっているというようなところもある

ということでございます。

○中野委員 いろいろ検討をされたほうがいい

です。やっぱり出資、営業、評価が「Ａ」でも、

また「ＡＡ」ぐらいになるかもわからんし。

それと、もう一つ。この促進協負担金150万と

いうのは、どこの話ですか。

○森本経営企画監 一ツ瀬のこのゴルフ場は、

企業局と、それから財団、そして新富町、新富

町のシルバー財団センター、シルバー人材セン

ターの４者で、一ツ瀬川県民スポーツレクリエ

ーション施設利用促進協議会というものを設立

しております。ここで、一ツ瀬でやる各種コン

ペの商品代を助成するという仕組みを持ってお

りまして、それぞれで負担をし合って商品代を

出すというような仕組みがありまして、その負

担金ということでございます。

○井本委員 関連してでもないんだけど、あそ

この一ツ瀬のゴルフ場は、トータルしてどのぐ

らい黒字、それとも赤字なのか。今までのトー

タルでどれくらいですか。まだ借金があるの。

○重松委員長 累積で黒字になってますかとい

うことですね。

○井本委員 そうそう。累積で。

○森本経営企画監 現在のところ、累積は黒字

でございます。

○井本委員 余り儲からんというか、そういう

ところに何で公共企業が入っていかないといか

んのかな。それが余りわからんもんだから、そ

れをちょっと教えてくれんですか。どこかほか

のところ、例えば、福祉保健部か何かに任せれ

ばいいような気もするんだ。お年寄りのための

ね。あるいは、教育のほうに任せるとか。これ

をやってる理由というのは何か。

○四本企業局長 もう昔の話でございますので、

私も定かではございませんが、開場した当時は、

いわゆるゴルフブームのはしりでございまして、

私も個人的に記憶しておりますのは、ここもな

かなか予約がとれなくて、やっととって行った

ら、もうぎゅうぎゅう詰めで。いわば、ここが

ブワーッとふえて、ゴルフ場がないというよう

な状況の中で、じゃあ企業局が地域振興として、

まずここにゴルフ場をつくりましょうと。ちょっ

と書類的にあんまり残っておりませんが、ここ

がうまくいけば、ほかでもやろうというような、

多分そういう思惑があったんですが、そのうち、

そのブームがだんだん下火になってきてしまっ

て、もうここだけというような感じになったの

ではないかと思ってます。ただ、今まで幸いに

して何とか赤字を出さずに、いろいろ指定管理

制度になりましてから、もうその財団にもいろ

いろ努力をいただいて、黒字になっております。

それで、地域の人とかからはやっぱり非常に愛

されてる施設でもありますので、何とかこの線

を維持していければと、今考えておるところで

ございます。

○井本委員 お年寄りのためにも、もちろん赤

字より全然いいんだけど。今、健康年齢という

か、健康寿命でしたか。そんなのをできるだけ

高めると、医療費を抑制するためにできるだけ

運動をやらせるのは、私は非常にいいことだと

思うんだけど、何のために企業局が出てきてや

るかなという気がするもんだから。今後もずっ
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と続けていくつもりですか。

○四本企業局長 今の状態を何とか維持して続

けて行きたいと思いますが、実は、ゴルフ人口

というのは、もうそれは全国的な話ですけど、

団塊の世代の方が一番ゴルフをやっておられる

んですが、だんだんゴルフをやらない人もふえ

てきてると。若い人がそれだけ新しくゴルフを

始めてるかというと、そうでもない。県内のゴ

ルフ人口というのは、たしか、聞いたところで

は、２割とか３割とかだんだん減ってくると。

だから、したがって、県内のゴルフ場も、もう

その分淘汰されてしまうだろうということが言

われております。御案内のとおり、中には、民

間のゴルフ場の中で、太陽光発電にもう変わっ

てしまったみたいなゴルフ場もだんだん出てき

ておりまして、その中での、いわば生き残りと

いうことでございます。例えば、ここの一ツ瀬

のゴルフ場は、一ツ瀬川の河川敷でございます

から、例えば、企業局がもうやれないから民間

に売ろうとしても、民間ではあそこを使うわけ

にいかないというような事情もありまして、や

るとすれば県とか市町村がやっぱりやらなきゃ

いけない。しかし、じゃあ地元の、例えば、新

富町はどうかというと、なかなかそういう余裕

もないということで、そういう難しさもあるわ

けでございます。したがって、何とかこれを続

けて、もうどうしてもだめなときは、またそれ

はちょっと考えないといけないかなということ

でございます。

○井本委員 話が違うんだけど、そのゴルフで

も、このごろは、何か年寄りがやるグラウンド

ゴルフを「つくってくれ、つくってくれ」と言

う人が多い。だから、ああいうのを畳んでそう

いうふうにしたほうが、みんなのためにも役に

立つんじゃないのかと。

○四本企業局長 一つの大胆な御意見として。

○中野委員 ここは河川敷で、台風14号でやら

れて。常日ごろ利益を出して蓄えておかんと、

やっぱり１週間とか１カ月ぐらい閉鎖して改修

費がかなり要るから、その辺の剰余金とか、しっ

かりちょっとでも利益を出して積み立てしとか

んと。そういうことで頑張ってください。

○重松委員長 ほか、ございませんか。

それでは、その他の報告事項に関する説明を

求めます。

○森本経営企画監 一ツ瀬川県民ゴルフ場の開

業25周年記念事業ペアゴルフマッチについて、

御報告をいたします。

委員会資料の１ページをお開きください。

まず、１の趣旨でございますが、一ツ瀬川県

民ゴルフ場が本年11月に開業25周年を迎えると

いうことから、利用者の皆様への感謝の意を込

めた記念事業の第１段イベントということで、

ペアゴルフマッチを開催いたしました。

２の開催日でございますが、先月の８月23日

に実施いたしております。

３の内容としましては、親子の部と男女カッ

プルの部に分けて実施をいたしました。

４の参加者でございますが、親子の部には、

小中学生とその保護者10ペア、男女カップルの

部には、47歳から75歳までの男女29ペア、合計78

名の方に御参加いただきました。参加者は、宮

崎市や新富町、それに日向市など、県内７市町

にわたっておるところでございます。

５の当日の状況でございます。写真にありま

すように、好天にも恵まれ、皆様には和気あい

あいと気持ちよくプレーをしていただいたとこ

ろでございます。右上の写真、これは、親子の

部で優勝した小学５年生の女の子でございます。

スコアがアウト38という数字を出しております。



- 31 -

平成27年９月17日(木)

ちなみに、５年前も20周年記念事業をやってお

ります。そのときに、親子の部ということでペ

アゴルフマッチをしたんですが、現在プロで活

躍しております永峰咲希選手が、そのとき参加

をしていただいておるところでございます。当

時の永峰選手は、中学３年生でございました。

同じアウト38という数字を出しておりますので、

今回のこの優勝した女の子の将来も楽しみでご

ざいまして、局としても非常に期待しておると

いうところでございます。

なお、６のその他にございますように、第２

段イベントとしまして、オープン25周年記念コ

ンペを11月８日に開催することとしておるとこ

ろでございます。企業局といたしましては、こ

の25周年を一つの節目といたしまして、引き続

き指定管理者との連携を図りながら一層のサー

ビス向上に努め、県民の皆様に親しまれるゴル

フ場を目指してまいりたいと考えておるところ

でございます。私からの説明は以上でございま

す。

○新穗工務課長 それでは、日南ダム発電所建

設工事の進捗状況について、御報告いたします。

資料の２ページをごらんください。

１の工事概要にありますとおり、県内では初

めて既存の治水専用ダムに発電所を建設すると

いうことで、最大出力520キロワットの日南ダム

発電所建設工事を進めております。

２の工事の進捗状況にありますように、発電

所の基礎工事が終了し、現在、地上部分の建築

工事を行っているところでありますが、全体工

程におくれが生じている状況であります。おく

れの原因としましては、梅雨の長雨や７月の台

風などで制約を受け、作業のできる日数が極め

て少なかったこと、さらに、７月21日には、河

川の出水により作業現場が冠水し、その復旧等

に不測の日数を要したことが主な原因でありま

す。

そのほか、発電所の掘削土に巨石が大量に混

入しており、掘削作業に時間を要したことや、

基礎の埋め戻しの際に巨石を選別するなど、想

定外の作業を余儀なくされたこともあり、当初、

完成予定を本年度３月末としておりましたが、

夏ごろとなる見込みです。これに伴い、電気を

売れるようになるのは、予定よりおくれること

となります。

資料の中央の写真は、９月11日の状況であり

ますが、白く見えているのが発電所の基礎であ

りまして、この上に建屋を建ち上げていくこと

となります。左下の写真は、７月21日の河川の

出水により、作業現場が冠水したときの状況で

あります。また、右下の写真は、発電所基礎の

掘削土に巨石が混入している状況であります。

引き続き、発電所施設見学ツアーについて、

報告いたします。

資料の３ページをごらんください。本年度２

回目の発電所施設見学ツアーを実施しました。

１の目的にありますように、二酸化炭素をほ

とんど発生しないクリーンなエネルギーである

水力発電の仕組みやダムの役割について説明す

ることにより、企業局の事業をわかりやすく伝

えるとともに、環境保全に対する意識の啓発を

行うことを目的に実施しているものであります。

２の実施概要にありますように、７月８日に、

木城町立木城小学校の４年生、教員、あわせて48

名を対象に、木城町にあります石河内第一発電

所で開催いたしました。

また、施設見学の後、発電所下流の川原自然

公園カヌー乗り場で鮎の放流も行いましたが、

小雨の中、子供たちの楽しんでいる光景が見ら

れました。子供たちからは、「何でダムがあるの
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だろうと思っていましたが、きょう、わかりま

した」とか、「鮎の放流のときに川をきれいにし

ないといけないと思いました」などの感想が聞

かれ、見学ツアーが一定の効果を果たしている

ことを実感いたしました。私からの説明は以上

です。

○新見総合制御課長 それでは、平成27年度の

供給電力量の状況について御報告いたします。

委員会資料４ページをお開きください。

上の表は、８月末までの数字でありますが、

今年度におけるダム地点での雨量と供給電力量

を月ごとに示したものです。左側の雨量の欄で

は、30年平均の雨量と今年度の実績、そして、30

年平均と実績との比較を掲載しておりますが、

５月の雨量は30年平均の約半分となったものの、

６月、７月は特に雨が多く、累計の実績は2,315

ミリで、30年平均比では114.2％となっておりま

す。

右側の供給電力量の欄では、今年度の目標と

実績、そして達成率を掲載しておりますが、５

月と８月以外は目標を上回っておりまして、累

計の実績は３億5,092万4,000キロワットアワー

であり、目標に対しましては115.1％の達成率と

なっております。

また、下の表は、過去３年間の４月から８月

の年度別の雨量と供給電力量を示したものであ

ります。私の説明は以上でございます。

○重松委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了しました。その他の報告事項に

ついての質疑はございませんか。

○日高副委員長 この一ツ瀬川県民ゴルフ場で

す、局長。ジュニアゴルフですが、今、国体と

かで上のほうを目指して、結構盛んにジュニア

は動いてるんです。その辺の練習ラウンドとか、

これはフラットコースだから、意外とフラット

コースは難しいんです。小樽カントリーとかい

ろいろ。そういったことでは、それなりの練習

場にはなるんで、各高校とかのゴルフ部とかの

クラブがあると思うんですが、そういったこと

はしてないんですか。それをすればいいんじゃ

ないかなと思うんですけど。

○森本経営企画監 一ツ瀬のゴルフ場では、地

元の少年団がゴルフをやっておりまして、その

練習場として低料金とか無料とかなどで開放し

たり、あるいは、もう一つ、ジュニアのクラブ

に対して、そちらが低料金での練習場としての

開放ということも、今までやってきておるとこ

ろでございます。

○日高副委員長 その辺やってきてるというこ

となんで、それもどんどん広めていただいて

─私どもも知っておかないといかん話なんで

すけど─その辺を教育委員会とかと横のつな

がりをもってやっていただけると、またこの必

要性というのが出てくるのかなと思います。

○四本企業局長 おっしゃるとおり、若年のゴ

ルフ人口というのをふやさなければいけないと

いうのが、もうこれは一ツ瀬に限らず、全ての

ゴルフ場の課題でございまして、そういった意

味で、今、副委員長がおっしゃったようなこと

については、今後も前向きに考えていきたいと

思います。

○中野委員 供給電力量です。これはちょっと

関連になるけど、３月11日に震災があって原子

力がとまって、その後、国が太陽光発電、自然

エネルギーを42円で買い始めて、それから落ち

て37円とか、それと同時に、今度は火力発電が

でき、また再稼働したりして、そうすると原発

がこれから順次稼働していきだすんでしょう。

電力料というのは、本当はかなり下がらんとい

かんとかなと思ったけど、そうなった場合、将
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来的には、やっぱり企業局も、電気料はもう上

がるということはないだろうなと。そこの将来

的な見込みはどのように……。

○四本企業局長 おっしゃるとおりで、東日本

大震災でもって原子力発電所が全て稼働停止を

いたしまして、しかし、川内が再稼働というこ

とで、また今後も幾つか原子力が再稼働してく

る。それから、お話のとおり火力発電所、特に、

石炭火力発電所というのがどんどん今、増設な

り新設をさせてという状況でございまして、そ

ういう意味では、競争は厳しくなるということ

は考えております。

ただ、基本的に、水力発電所というのはコス

トが安い発電ということになっておりまして、

原子力発電所が一番安いと思いますが、一般論

としては、火力よりもかなり低コストで、商売

になる発電ではあります。

それから、太陽光発電も大変ふえております

が、御案内のとおり日中だけといいますか、季

節の変動はございますけども、水力発電所の場

合は昼夜を問わず発電をいたしまして、また、

微調整といいますか、今、電気が余ってるんで

もう少し抑えてくれとか、あるいは、これから

足りなくなるからもうちょっとふやしてくれと

いう調節が、水量の調節でもって割りとできる

発電でございますので、そういったこともそう

いう意味では強みというものは持っておろうか

とは思います。

ただ、今後、日本の電力事情がどうなってい

くのか、その新電力というのが、いわゆる、九

州電力以外にどんどん出てくるという動きがあ

るわけですが、これがどうもなかなか、当初考

えてたよりは、どうも参入が難しいんじゃない

かという雰囲気もありまして、実際にどれだけ

新しくこの産業に参入してこれるのかというの

も、まだまだ不透明なところがございます。こ

の辺があと何年かいろんな動きがあって落ち着

いてくると考えておりますけど、その辺を見た

上で、また将来を見通していくということにな

ろうかと思っております。

○中野委員 ぜひ、これから売電自由化になっ

たり、九電が電気を21円ということは、原価は

まだ安いということやろ。そうすると、今、太

陽光発電が37円とか、国のすることがようわか

らんけど、まあいい。

今、企業局の借金というのは、あれは起債か。

それとも直接銀行借り入れか。借金はあるのか

な。

○沼口総務課長 企業局の３会計間、特に、電

気事業からの工業用水道事業に貸してる分もご

ざいますし、ゴルフ場、地域振興事業に貸して

る部分もございます。それは企業局内でのやり

とりというようなことでございまして、じゃあ

外部にどれぐらいあるかといいますと、一番大

きいのは企業債で、これが26年末で37億ぐらい

あったかなと思います。返済につきましては、

これは電気事業会計がもう37億のほとんどなん

ですけれども、それと、工業用水道会計も企業

債がございまして、返済のめどは、電気事業の

ほうが、正確には何年とは申されないんですけ

れども、たしか約15年ぐらいで返済が可能であ

ろうと。工業用水のほうが約10年ぐらいの返済

でできるだろうと考えております。前年度が43

億ぐらいありまして、６億、７億ぐらい１年間

で返しましたんで、現在が37億を少し超えるの

かなと思っております。

○重松委員長 よろしいですか。ほか御質問ご

ざいませんか。

それでは、その他、何でも結構ですが、何か

ございませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、以上をもって企業局

を終了いたします。執行部の皆さん、お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午後１時49分休憩

午後１時51分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

明日18日の委員会は、午前10時に再開をし、

教育委員会の審査を行うことといたします。

以上で、本日の委員会を終了いたします。

午後１時51分散会
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午前10時０分再開

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川井田 和 人

（教育政策担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 永 山 良 宣

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

県 立 図 書 館 長 福 田 裕 幸

県立美術館副館長 川 越 雅 彦

総 合 博 物 館 長 冨 髙 敏 明

県 立 西 都 原
入 倉 俊 一

考 古 博 物 館 長

埋 蔵 文 化 財
岩 切 隆 志

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 委員会を再開いたします。

本委員会に付託されました、議案等について、

教育長の説明を求めます。

○飛田教育長 教育委員会でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

まず、お礼を申し上げたいと思います。

７月24日に木の花ドームで開催されました、

第66回宮崎県中学校総合体育大会の総合開会式

には重松委員長に御臨席をいただきました。あ

りがとうございました。

また、９月６日に開催されました「ＫＩＲＩ

ＳＨＩＭＡ（きりしま）ツワブキ武道館」で開

催されました、第64回県青年大会開会式には中

野副議長に御臨席をいただきました。ありがと

うございました。

それから、さらに９月13日に日南市の小村記

念館で開催されました、第34回小村寿太郎侯顕

彰弁論大会には、重松委員長、そして、地元選

手の県議の皆さんにも来ていただいて激励をい

ただきました、感謝申し上げます。ありがとう

ございました。

そのほか、学校行事等にもいろんな機会を捉

えて行っていただいているということで、学校

からうれしかったというような報告もいただい

ております。重ねて、お礼を申し上げたいと思

平成27年９月18日(金)
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います。ありがとうございます。

ここからは座って説明をさせていただきま

す。

お手元の文教警察企業常任委員会資料をお願

いいたします。表紙をお開きいただき、目次を

ごらんください。

今回御審議いただきます議案は、議案第11号

「第二次宮崎県教育振興基本計画の変更につい

て」の１件でございます。

また、報告事項につきましては、損害賠償額

を定めたことについての１件でございます。

さらに、その他の報告事項といたしまして、

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価についてなど５件を説明させていただ

きます。

引き続き、関係課室長が説明いたしますので、

御審議のほどどうぞよろしくお願いいたしま

す。

また、今回の常任委員会から出先機関の長等

を出席させておりますので、お時間いただいて

紹介をさせていただきます。

まず、県立図書館長、福田裕幸です。

県立美術館副館長、川越雅彦です。

県総合博物館長、冨髙敏明です。

県立西都原考古博物館長、入倉俊一です。

県埋蔵文化財センター所長、岩切隆志です。

なお、本日は教育振興次長の川﨑辰巳が病気

療養のため本委員会を欠席させていただいてお

ります。私からは以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○重松委員長 教育長の概要説明が終了いたし

ました。

初めに議案に関する説明を求めます。

○大西総務課長 議案第11号「第二次宮崎県教

育振興基本計画の変更」につきまして御説明を

申し上げます。

常任委員会資料の１ページをお願いいたしま

す。

１の改定の趣旨でありますが、（１）にあり

ますとおり、現行計画の策定後、さまざまな施

策を推進してきた結果、各分野で着実な成果が

見られる一方で、確かな学力の育成などの課題

に今後より一層取り組む必要があること、また、

（２）にありますとおり、大規模災害への備え、

少子高齢化の進展など社会情勢の変化、国や県

の上位計画の改定などを踏まえまして、さらな

る施策の推進を図るために改定を行うものであ

ります。

２の改定の考え方でありますが、現行計画の

基本的理念は継承しながら、本県教育の課題等

を踏まえ、全編にわたり見直しを図ること、ま

た、計画の内容を理解していただけるよう、で

きる限りわかりやすい表現の工夫などに努める

ことといたしました。

３の改定計画（案）の概要でありますが、（１）

のスローガンや、（２）の目指す県民像、そし

て（３）の計画の期間につきましては、教育施

策の継続性を尊重する観点から、現行計画を継

承いたしまして、（４）から（６）に記載して

おりますとおり、施策や管理指標等をきめ細か

く点検、整理をいたしまして、施策については

現行計画の21から23、施策の取組内容につきま

しては61から74へと変更して、体系化するとと

もに、管理指標を21から39へと変更するなど、

その充実を図ったところであります。

資料かわりまして、お手元の別冊資料、教育

振興基本計画（改定版）（案）をお願いいたし

ます。
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それでは、表紙をおめくりいただきまして目

次をごらんいただきたいと思います。

「第一章 第二次宮崎教育振興基本計画の改

定にあたって」でありますが、計画改定の趣旨

及び方向性などを記載しているものでございま

す。

「第二章 本県教育の現状と課題」では、本

県教育を取り巻く社会情勢を踏まえまして、本

県教育の現状と課題を整理をいたしておりま

す。

「第三章 本県の目指す教育の姿」では、目

指す県民像を初め、施策の基本的な考え方や施

策の目標など、計画の全体像をまとめたところ

であります。

目次の裏面のほうをごらんいただきたいと思

います。

「第四章 本県が総合的・計画的に取り組む

施策」でありますが、一番上にあります県民総

ぐるみによる教育の推進を初め、５つの施策の

目標を立てまして、学校教育、社会教育、それ

から生涯学習及び文化・スポーツの振興等を図

るための各施策を掲げたものであります。

「第五章 計画の推進」では、この計画の実

効性の確保に向けた対応方針や、施策の進捗状

況を点検・評価するための管理指標などを掲載

いたしております。

ページが少々飛びますが、24ページと25ペー

ジをごらんいただきたいと思います。

この計画の施策の全体像、施策の体系であり

ます。今、申し上げました５つの施策の目標の

もとに、23の施策とその具体化を図るための74

の取組を体系的に整理したものであります。

変更点、それから主な改正点とその内容につ

きましては、委員会資料のほうで御説明をさせ

ていただきたいと思いますので、委員会資料に

お戻りいただきまして、委員会資料の２ページ

をお願いしたいと思います。

４の計画の構成であります。

主な変更点について御説明いたします。

上半分が現行計画であります。下が、改定計

画（案）でありまして、変更したところに下線

をしております。

施策の目標Ⅱというところをごらんいただき

ますと、生きる力を育む教育を一層推進する観

点から、「社会を生き抜く基盤を育む教育の推

進」としまして、その下にあります施策５とし

て、知事の施策提案にもあります日本一の読書

県、これを目指した「生きる力を育む読書活動

の推進」や、その下の施策８として地域のニー

ズや実態に応じた魅力ある学校づくりをより一

層推進する観点から、「幼保・小・中・高等学

校の一貫性のある教育や、大学等と連携した教

育の推進」を新たに加えたところであります。

次に、施策の目標Ⅲにつきまして、郷土に対

する誇りや愛着を持ち、新たな価値を創造する

力を身につけた人財づくりを推進する観点か

ら、「宮崎や日本、世界の将来を担う人財を育

む教育の推進」とし、グローバル人材の育成に

向けて施策４を「グローバルな視野を持ち、宮

崎や日本、世界で活躍する人財を育む教育の推

進」としております。

次に、施策の目標Ⅳの施策２につきまして、

災害発生時に主体的に行動できる実践的な学校

安全の取組を一層推進する観点から、「防災教

育等の推進」を新たに加えております。

次に、施策の目標Ⅴでありますが、記紀編さ

ん1300年の取組や、２巡目国体等に対応した取

り組みを視野に入れまして、「生涯を通じて学
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び、文化・スポーツに親しむ社会づくりの推進」

といたしております。

３ページをお願いいたします。

５の改定により重点化した主な取り組みにつ

いてであります。

（１）教育課題を踏まえた取組（取組のポイ

ント）でありますが、施策の目標Ⅰでは、本県

独自の「みやざき家庭教育サポートプログラム」

を活用した家庭の教育力向上。

施策の目標Ⅱでは、宮崎の子供の学力を伸ば

す「ひむか３か条」による、学校と家庭の連携

強化による学力向上の推進を初め、魅力ある学

校づくりの推進や、教育相談体制の充実による

新たないじめ、不登校等を生まない学校づくり、

朝の一斉読書や公共図書館等との連携による日

本一の読書県に向けた取り組み。さらに、各地

域における一貫支援体制の充実による、特別な

支援が必要な子供の増加に対応する特別支援教

育の充実などを掲げております。

施策の目標Ⅲでは、一番下にありますけれど

も、国際問題を含めた社会問題に対する学習等

を通して、我が国と郷土に対する理解と愛情を

深めるとともに、他国を尊重する態度の育成を

掲げております。

４ページをごらんください。

施策の目標Ⅴでは、学校と地域における子供

のスポーツ機会の充実による、子供のスポーツ

参加への二極化への対応を掲げております。

次に、（２）社会情勢の変化を踏まえた主な

取組（取組のポイント）につきまして、施策の

目標Ⅲでは、主権者教育の充実による18歳選挙

権への対応。グローバル人材を育成するための

スーパーグローバルハイスクールの取組等の普

及。

施策の目標Ⅳでは、実践的な防災教育の推進

による南海トラフ巨大地震など大規模災害に備

えた防災力の向上を掲げております。

施策の目標Ⅴでは、県内各地の神楽や西都原

古墳群の世界遺産登録を目指した取組など、本

県固有の文化資源を活用した文化振興、オリン

ピック・パラリンピック東京大会や２巡目国体

等を視野に入れた選手の育成・強化等の推進を

掲げております。

次に、（３）施策推進のための管理指標の見

直しでありますが、各施策の取り組みの進捗状

況の点検・改善をこれまで以上にきめ細かく

行っていくという視点から必要な見直しを行い

ました。

次に、５ページをごらんください。

６の成果目標であります。

計画の推進によって達成されるべき成果のポ

イントを、10の成果目標として掲げております

現行計画を基本的に継続するものであります

が、「誰もが理解できるような表現にすべき」

との常任委員会での御指摘を踏まえまして、説

明の記載表現を簡潔にいたしまして、関連する

指標の表記を整理するなど、再度見直しを行い

ました。

最後に、７の改定の経緯であります。

これまで県議会の皆様を初め、市町村や県民

の方々から、さまざまな御意見をいただきなが

ら改定作業を続けてまいりました。

また、ことしの６月から７月にかけましてパ

ブリックコメントを実施いたしまして、12名の

方から51件の貴重な御意見をお寄せいただきま

した。いただいた御意見については、その趣旨

を踏まえできる限りその反映に努めたところで

あります。説明は以上であります。
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○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。

議案についての質疑はございませんか。

○中野委員 基本計画、計画は計画でいいと思

うんですね。その他のところで学力調査結果が

出てくるから、そのときにまた質問しようと思

うんですけど、これを見る中でも、学力向上と

いう部分が大分出てきとるわけです。

子供の学力全国上位。全国下位やわな、逆に

ね。そういうことを含めて、次は、話が変わる

けれども、教育という議論をすると長くなるけ

ど、私の経験ではやっぱり義務教育は、よくで

きとるなと思うんです。大体、小学校、中学校

で学んで覚えた中身は、高校になればそれが深

くなるだけで、そしてあとは大学とか行って職

業についたら自分でそこの深堀りすればいいわ

けで、基本的には私はこの義務教育……。また

新聞等にずっと出てましたよ。あの中で難問と

か言われた問題が２問出てたんですよ。私、で

きるかなと思ってやってみたら、１つはレンズ

を使って電気を当てて、そしてもう１つは溶解

度。砂糖やったかな、塩かな。あれを見て、回

答あってたですよ。あれよく考えたら小学校ぐ

らいで、中学校かな。その記憶が出てきてね。

実験なんかしてるとこんなのよくわかる話だろ

うなと思ったりするわけで。要は、言いたいの

はまた後で質問するけど、これだけ基本計画で

学力向上って言ってるよね。じゃあ具体的に今

度はこれを含めて学力向上の方針というのは、

この次のまた県でいうとアクションプランとか

に出てくるのかなと思ったけど、そこ辺はどう

なるんですか。私は基本的には暗記とか何とか

いうけれども、やっぱり小学校、中学校はまず

覚えることや。英語だって、単語だって暗記せ

んことにはわからんし、そこ辺を含めてちょっ

とそういう学力向上の取り組み。ここにいろい

ろ出てるよね。全国上位という言い方が、上位

を目指すという話か、全国上位にあるという話

じゃないと思ったけど、そこら辺はどんなにな

りますかね。いろいろ書いてあるけど、学力調

査の中身については全然結果が私は出てないと

思うんですよね。

宮崎の子供が頭が悪いのか、先生が悪いのか、

家庭が悪いのか、よくわからんのですけど、こ

ういうふうに取り組んでいる以上は、せめて平

均以上ぐらいは目標を立てるとか、学校で教え

るのは、基本的にはやっぱり学力だと思うんで

す。あとはいろんなものがあるけど、それはも

う本を読んだり、家庭だったりするけれども、

私は、学力というのは教育委員会の責任だとそ

う思ってるんですけど、ちょっとトータル的な

考え方を。

○永山学校支援監 今、委員のおっしゃったと

おり、義務教育の９年間における基礎学力とい

うことは、本当に大事なことであると思ってお

ります。

これからの取り組みにおいて、これまでを含

めて重点的に考えていかなければならないこと

は、やはり子供たちがきちんと基礎的、基本的

なものをしっかりと身につけていくというとこ

ろを基本においていきながら取り組みを展開し

ていかなければいけないと思います。

一人一人の目の前の子供の実情を上げるとい

う観点で考えております。

○中野委員 「重点的にこれから」、今までじゃ

あ重点的にやってなかったの、裏を返せばね。

そういうことや。だから今、本当に義務教育の

基本というのは、私は生涯の中で本当に基本だ
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と思うんです。やっぱり宮崎県が教育県かどう

か、一般に呼ばれるのは、これはもういろいろ

言い方はあるけれども、結果的には学力調査し

かないんですよ。判断というのはね。宮崎県の

県民が宮崎の教育に満足しとる話しか、宮崎県

は教育県だというようなことが言えるか。そこ

が教育委員会の全ての業務範囲の中の一番の部

分だと私は思っているけど、教育長の意見を聞

かせてください。

○飛田教育長 学力が学校教育の中で基盤を成

すということは委員のおっしゃるとおりであり

まして、それを強化していくことは教育行政の

一番重要な使命だと思っております。

○中野委員 思うのは簡単だけど、やっぱり結

果ですよ。どれくらいそこを意識しているのか。

私は、いろいろ聞いてる中で、教育も判断する

力とかいろいろあるけども、基本はやっぱり

しっかり、目標というか、目指すところという

のがですよ。あとで聞きますけど、何でそんな

結果になるんですか。

一応、この計画の中にかなり出てくるからで

すよ。

○井本委員 ここで、この大きな基本計画を論

ずるというのもなかなか大変だなという感じが

するんだけど。私の経験やら主観やらでしかま

た物を言えず、申し訳ないんだけど、やっぱり

自分が勉強したくなって勉強したということを

ずっと小さいころからのことを考えると、最初

にやっぱり勉強したくなるという思いにさせる

というのは、非常に大切じゃないかな。

そして、「スズキ・メソード」というのがあ

るでしょう。御存じだと思うんですけど、あれ

なんかバイオリンをやるんだけど、子供は最初

は見とくだけなんですね。それから、今度は弓

だけ与えられて、１年間ぐらいまたそれを見と

くだけ。やっと、２年か、３年ぐらいたってやっ

と動き出す。そうすると最初からバイオリンを

持ってる子よりも、その人たちのほうがうまく

なるというんだね。これはもう不思議な……。

恐らく意欲が出てくるんだろうと思うんです

ね。

だから、義務教育に入る前の、今回の就学前

の教育の充実と書いてあるんですけど、これは

案外、一番大切じゃないか思う。基礎の基礎。

私は思うけど、ビルディングにたとえたら、

小さいころの考えとか、思考とか、思い、経験

というのは、建物の中の見えない基礎の部分の

ような、しかもまた見えないもんだから、あん

まり重要視しないんだけど、本当はものすごい

大切なところのような気がするんです。その辺

をもうちょっと考えてもいいんじゃないのかな

ということが一つですね。

それからもう１つは、言われるようにやる気

をまず起こすと、それから知識を習得すると、

その知識を持って今度はいろんな考えを構築し

ていくという段階になると思うんですね。

だから今言う、リテラシーとか何とか言われ

てるのは知識を集約し、それを今度は応用、展

開していくというふうになると。それが今のと

ころ日本人にちょっと足らんのじゃないかと言

われているわけです。

教育を思うとき、フィンランドなんかで成功

している例を見ると、教職員を非常に育ててる

んですね。だから、今、明治維新の「花燃ゆ」

の松下村塾じゃないけど、こういう１人の吉田

松陰みたいな人間が出てきて、ああいう爆発的

なことを起こすというのは、やっぱり１人のこ

の教職者というか、それを育てることは非常に
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大切だなと。その辺のアプローチが、日本一の

教育県を目指すなら、今までとは違うような、

本当にもっと金を入れて、いい先生をつくり出

すというか、生み出すと。そういうことを考え

てもいいんじゃないかなという気がするんです

けどね。この２つですが、どうですか。

○永山学校支援監 まず、１点目の就学前の指

導ということに関しては、まさしく子供たちの

これからの基礎となるものを身につけさせると

いうことは、人との関わりとか、感性の部分も

含めて就学前で大事だと思います。そういうと

ころも含めて、これは家庭教育等も含めていき

ながら、小学校へうまく連携して接続できる。

そんな取り組みが本当に大事なことだと考えて

おります。

２点目として、子供たちのやる気、そして知

識を含めてまずしっかりと何がわかっているの

かということ、自分自身が理解できて、そのこ

とを使ってというのが今まさに求められている

ということであると思います。

そういうところも踏まえていくと、最終的に

先生たちの指導力の養成ということも含めてい

きながら、研修を通して、子供たちにどんな力

をつけるのか、きちんとした指導ができるとい

う観点での取組は本当に大事なことだと考えて

おります。

○井本委員 大事だということはわかったか

ら、どうしたらいいかということだよね。

今後、どれくらい具体的にやるつもりがある

のかないのか。ここには単に就学前の充実しか

書いてないんだよね。３つあるけれどもね。

もうちょっとこの辺を重視してもいいんじゃ

ないのかなと私は思うんだけれども、教育長ど

うです。

○飛田教育長 具体的な施策のところまでここ

に書いておりませんが、実はとても大切だと

思っています。親育ちのサポートプログラムを

本県独自で開発して、親にそういう価値観を

持ってもらう。就学前教育というのは、福祉保

健部にかなり所管としてあるんですけど、うち

も積極的にということで、そういうプログラム

を開発し、トレーナーを養成して、そのトレー

ナーが実際いろんなプログラムでやろうという

ようなことをかなり力を入れてやっている。そ

れから、福祉保健部のこども政策局にうちの職

員、教員を派遣して、一緒にやれるような体制

をつくったり、具体的な手立てを行ってると。

○井本委員 もう１つの教職員のほうは、具体

的に何かやるつもりはあるんですか。

○飛田教育長 さっき、中野委員から御質問が

あったときも答えようかどうか迷ったんです

が、学力のことの結果を報告させていただいた

ときにどっちも同じ話をすることになるかなと

思ったもんですから、さっきも途中でちゅう

ちょしてしまったんです。もしよろしければ後

で、述べさせていただけるとありがたいと思い

ます。

さっき私は、非常にうれしい御発言だったん

ですが、「お金を入れて先生たちをもっと育て

ろ」ということに対して、今お答えするのかな

と思ったんですが、その思いとかを後で結果報

告のときに、もしよろしければ一緒にお話しさ

せていただこうかと思います。

○井本委員 細かい話なんだけど、今度日本一

読書県というのを知事も打ち出しているんです

ね。人間は自分の経験からなかなか離れられな

いから申し訳ないんだけど、本を読むというの

は大切なことで、新しい世界が開けてくるとい
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うか、例えば有名な人に会っていろいろ話を聞

くのもいいんだけど、その人が書いた本を１冊

読めば、大体その人の考えてることがわかると。

ものすごく本というのは非常に重宝するし、簡

単だし、いいものだなと私なんかは思うんだけ

ど。私も年間300冊ぐらい、政務調査費で買わ

せてもらってるんだけど、以前に速読術の講習

会に出て、それからそんなに早くはなってない

んだけど、本の読み方が大分わかったんですよ

ね。だから、速読術の講習会というのを何回も、

何回もやってみたらどうかなと。そんなに金が

かかるものじゃないですよ。難しいものでもな

いし。

図書館のほうなんかで、そういうのどうです

か。そういうのをやってみるという計画とか。

○恵利生涯学習課長 まず、日本一読書につい

ての取り組みについて御説明させていただきま

すが、やはり日本一読書は、学力向上にもつな

がるし、情操教育につながる。県民が一人一人

読書に親しむ環境づくりをするということを一

番の目的にして、現在、教育委員会の中で各課

室を横断したプロジェクト会議をつくっており

ます。

大きく環境整備、人材育成、そういう点にポ

イントを絞りながら、それぞれの課がアイデア

を出し合いながら、次年度の事業に向けてその

読書県づくりの事業に取り組もうとしていると

ころでございます。

速読法につきましては、短時間で多くの書籍

や、資料を読み込んでいくというトレーニング

的な読書方法の一つであるということで調べて

みたことがあるんですが、塾とか企業などが有

料でされているケースが多いということで、委

員の御説明にもあったんですけども受講料が若

干必要になるということも伺っておりまして、

基本的に公立図書館は無料での講習が原則と

なっておりますけれども、まず読書については

今、委員がおっしゃったように小さいときから

親しむということを大事にしながら、日本一の

読書県に向けてそういう１つの方法も今後講習

の中に入れることについて考えていくことも方

法かなと思っているところでございます。

○福田県立図書館長 今、生涯学習課長がお答

えいたしましたように、日本一の読書県に向け

て、当然、県立図書館も環境整備という部分で

は大きな役割を果たすということになりますの

で、いろんなことを現場の人間としても考えて、

今、相談をさせていただいているところです。

その中で、例えば県立図書館の魅力アップ、そ

ういったことでいろんな企画も考えていかなく

ちゃいけないということで、今の速読術の講習

会とか、そういうものも含めて、もろもろどん

なものが魅力的なものなのか、また経費的なも

のもありますので、そこら辺を含めて本庁とも

いろいろ検討していきたいと思っております。

○中野委員 言葉尻をつかまえてという感じに

なるけど。

さっき課長が、子供のやる気をいかに引き出

すかという話があった。私はこの学力調査結果

については、子供のやる気の前に、例えば教育

委員会の皆さんがこの結果をどう上げるかとい

うことについて、どれくらい真剣に取り組んで

るか、学校の先生たちがどれだけやる気がある

か、逆だと思うんですよ。

子供のやる気を引っ張り出すために、その前

にまず先生のそういう教育県としての考え方

を、やる気をどう引っ張り出すかと。そっちの

ほうが先だと思ってます。またあとでやります
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けど、忘れんうちに言っときます。

○緒嶋委員 今、法改正で教育委員会と知事と

の関係が大分変わってきたので、これには知事

の意向というか、知事の意見というのはかなり

反映されておるのかどうか。

○大西総務課長 この計画につきましては、総

合計画が上位計画という位置づけになりますの

で、総合計画を踏まえてということになるわけ

ですけれども、総合計画自体が知事の政策提案

を踏まえていろいろなところを取り込んでます

ので、当然、この振興基本計画についても知事

の意向を踏まえていると。

つまり、さっき申し上げた日本一の読書県で

すとか、あるいはキャリア教育の充実ですとか、

文化・スポーツの振興とか、こういったことに

ついては、まさに知事の政策提案を受けてとい

うことでいうことでございます。

○緒嶋委員 問題は、この計画をどれだけ推進

するかと、計画は計画としてもういいけど、こ

の最後に指標の推進のための管理指標というの

があるんですが、この目標値100％と現状値が75

％とかいろいろあるんですが、この100％の意

味合いはどう理解すればいいですか。

○大西総務課長 この目標値につきましては、

たくさん検討したところなんですけれども、現

状値と例えば比較をしたときに、既に100％に

近づいてるというものも実はたくさんございま

して、目指すんであれば、あるべき姿として完

全なところを目指すという意味で100％と置い

ております。ですから、その到達に向けて努力

をしていくという意味で、最大限の目標値にさ

せていただいたというところでございます。

○緒嶋委員 この中で、100ページになるけど、

さっき教職員の資質の向上というのが、現

状85.1％から95％とありますが、この目標は100

％にしとかんといかんのではないですかね。95

％という意味合いはどう理解すればいいのか。

○西田教職員課長 今、委員のおっしゃるよう

に理想的には100％であるべきだと思います。

現状の85％の中で至らない部分をちょっと見て

いきますと、例えば、自分の事業改善は行って

いるんだけど、子供が変容してないと、そうい

うものを捉えたときに自分自身は事業改善を

図っていると言い切れないと、そういうような

厳しい見方をする教員もおります。

そういうことも含め、現状から踏まえて95％

が妥当であると、現実路線で考えたところです。

○緒嶋委員 目標は、やっぱり100％がいいわ

けですよね。それでも不可能と言えば不可能と

いうこともいえるし、メンタル的に落ち込んで

る先生もおれば、そういうのを考えれば95％も

いけばいいのかなという気もします。しかし、

これは100％に近づける努力はしなきゃいかん

わけですね。

そうなったときには、スーパーティーチャー

とか、いろいろすばらしい先生がおられるわけ

ですが、そういう人たちの力をいかに─優秀

な先生が多いわけだけど─そういうものを引

き出して、全体的に先生の資質も向上し、子供

の学力もいかに上げるかというのが全体的な教

育の中で一番重要なところだと思うんですよ

ね。

そういう中で結果として全国学力調査なんか

で、平均以上にいくというような、そういう目

標を。人間は完璧な人は私はいないと思うの

で、100％というのは難しいけど、やっぱりそ

ういう姿勢を先生がみんな持たなければ、宮崎

県の教育というのは、なかなか向上しないん
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じゃないかなと思います。

それと、やはりこれは市町村教育委員会の取

り組み方と、県の教育委員会の取り組み方の乖

離というか、それで突き進んでいくと小中学校

の学力にも影響するんじゃないかと。県教委は

総括的な指導はできるけど、各論的な指導は、

市町村教育委員会がやっぱり頑張らなきゃいか

んと思うんですね。

そのあたりの連携をいかにやるかというのが

推進する上で大きな課題じゃないかと思うんで

すけど、そのあたりはどう考えておられますか。

○大西総務課長 緒嶋委員がおっしゃったとお

りでございまして、県が目標を掲げて後ろを見

たら誰もついてこないと、これじゃあ話になり

ませんので、実はこの計画をつくる際にも26市

町村全てに赴きまして、いろいろ意見交換をさ

せていただきながら、この計画をつくり上げて

きたところでございます。

それとこの計画書にも計画推進にあたって、

市町村との連携というものを重視していくとい

うことをしっかりと位置づけさせていただいて

おりますので、そのようにやっていきたいと考

えております。

○緒嶋委員 それと、市町村によっては、宮崎

市みたいな大きな市の教育委員会であればいい

けど、市町村によっては教育委員会で何名もい

ないような、弱小と言ったら失礼やけど、数名

の人しかいないような教育委員会もあるわけで

すね。過疎地にそういうところが多いわけだけ

ど、本当に教育推進体制というのが確立されて

おるのかなという懸念もあるわけですが、それ

には、懸念は持っておられませんか。小さな教

育委員会が本当に市町村の全体的な学校教育を

リードするような、そういう体制が整っておる

のかなという気がするわけです。そのあたりは

どうですかね。

○大西総務課長 おっしゃるように宮崎市のよ

うな、中核市のような大きなところもあります

し、そうじゃないところもあるわけですけれど

も、例えば人的な面でいきますと、教育事務所

３事務所ございますが、こちらの指導主事が学

校訪問等を通じて、市町村教育委員会の支援を

申し上げる。

あるいは、派遣指導主事といいまして、市町

村の教育委員会自体に、今60名余の指導主事を

派遣をいたしておりますので、そういったとこ

ろとの連携をしっかりと取りながら、全体的な

教育の向上に努めていきたいと考えておりま

す。

○緒嶋委員 それと、学力調査なんかの調査結

果が市町村によってばらつきがかなりあるん

じゃないかと思うんですけど、それは、余りな

いんですかね。その辺はどう理解されてる。

○永山学校支援監 経年で見てみますと、その

年々で違いがある状況にはあります。市町村に

よりましても、今、総務課長のほうからもあり

ましたけれども、小さい規模の市町村もあった

り、あるいは大きい、宮崎のようなところもあ

ります。大きいところにありましても、その年

々で学校の状況とかでも違いますので、市町村

格差というところについては、今の幅を、格差

をなくすというのはやっぱり教育の使命だと思

いますので、そういうところはきちんと対応し

ていきたいと思っております。

○緒嶋委員 そうであれば、幅を少なくすると

いうことは、格差があるということですか。

○永山学校支援監 調査の結果から見た場合に

は、やはり市町村の差というよりも、学校にお
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ける差というところにおいては、差は見られま

す。

○緒嶋委員 学校の差は、何によって差が出て

くるわけですか。

○永山学校支援監 それぞれの学校の取り組み

の中で、やはり子供たちの状況、それから家庭

の状況などありますけれども、学校全体として

の取り組みのあり方、そういうところに違いが

出てくるかなと考えております。

○緒嶋委員 その差は、先生の指導力の差に

よって差ができるということになるんじゃない

ですか。学校によって差が出るって、どういう

ことですか。

○永山学校支援監 指導力の差ということだけ

ではないと思っております。

いろんな状況がありまして、その学校の差と

いうのも、その年々で違う状況もあります。家

庭の状況であったり、生徒指導も含めた状況、

そういうところ全て含めていきながら、その年

々の状況の中で考えていかなきゃいけないかな

と思っています。

○緒嶋委員 ちょっと説明がよくわからないん

ですが、いずれにしても私は、家庭も言われた

とおり、地域の全体的な教育力、塾があるかな

いかとか、いろいろあると思うんですけど、やっ

ぱり基本は先生だと思うんですね。

そういう点を考えた場合は、人事異動なんか

もその辺も配慮しながら、指導力というのはみ

んなが同じじゃないと思うんです。先生たちも、

すばらしいスーパーティーチャーがおれば、初

めて先生になった初任の人もおるわけですから

ね。やはり学校の組織というか、先生の体制と

いうのがバランスよくないと……。私は、その

差が一番大きいんじゃないかなという気がしま

す。子供の教育は百年の計でありますから、子

供の教育をいかに、学校教育、義務教育、高等

教育あるわけだけど、そういう点ではここでも

書いてありますように、保育園、幼稚園からの

幼小連携というか、そういうものを強めていく

中で、全体的に学力を高めるという、それこそ

県民総ぐるみの体制をいかにとるかと。まだ、

その総ぐるみという体制は、私はなかなか見え

てこんわけですけど、そのあたりはどういう体

制を今後考えておられるわけですか。総ぐるみ、

県民総力戦という、教育についての総力戦とい

う体制をどう整えるか。

○永山学校支援監 今委員さんがおっしゃいま

したように、家庭との連携、地域との連携、そ

れから学校の役割、そういうところをきちんと

明確にしていかなきゃいけないと思っておりま

す。

現段階におきまして、学校、家庭、地域の連

携の大切さというところで、今、指定校等も設

定していきながら、その実際に総ぐるみといい

ますか、学校だけでなく地域、ボランティア等

も含めて子供たちをどう育てていくかというと

ころの組織を立ち上げた取り組みも展開されて

おりますので、そういう取り組みのよさという

のを普及していくということを考えていきたい

と思っております。

○緒嶋委員 私は、その核になるのが、市町村

教育委員会だと思うんです。そういう意味で市

町村教育委員会が充実しなければ、県民総力戦

の体制というのは、いかに県の教育長がそうい

う指令を出しても、笛を吹けども踊らずという

言葉があります。そういう市町村教育委員会の

充実、それは派遣教師も60人おられるというこ

とであるけど、そのあたりを、今度、教育制度
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も変わってきたし、市町村教育といえば、市町

村の首長の教育に対する姿勢も大きく関連する

わけですよね。

そこあたりを、やはり今後いかにうまく進め

ていくか。ここが一番重要じゃないかと思うん

ですが、教育長そのあたりはどう思う。

○飛田教育長 秋田に行って、実際、私は見て

きたんですが、その話あとで申し上げようかと

思っていたからもう言わなかったんですけど、

その中で、うちが最も学ぶことは、市町村教育

委員会と県教育委員会のタッグがものすごく強

固であるということです。

それで、帰ってきまして、指導主事、事務所

長をすぐ集めました。３日、４日したときに集

めて、かなり思いを語ったんですね。そして、

もう今、具体的に動かしてます。

実は市町村教育長に対して、この前の全国学

力・学習状況調査の結果の一次分析─まだ、

細かいところまでできていません─一次分析

を持って行かせて説明して、今度、市町村ごと

に校長会をやるように指示をしました。それか

ら振興基本計画のプランの中で言えば、先ほど

総務課長から説明させましたが、概要のところ

で家庭に届かないといかんということで、重点

化したところに「ひむか３か条」、コミュニケ

ーションをちゃんとやること、読書をやること、

あるいは振り返りをちゃんとやること、家庭ま

で広げようというようなことをやってます。秋

田に行った目的は、施策的にお金をどうしてい

るかという話。もう１つは、秋田とコミュニケ

ーションをつくって、秋田から先生を呼べたら

どうかなということを考えたので、直接行って、

教育長と会って話をしてきたんですけど、その

中でやっぱり一番うちがまねすることは、市町

村とのパイプや、ベクトルをどうやってそろえ

ていくか。それを具体的に動き始めたところで

す。ちょっと話を聞いて、また後で。

○緒嶋委員 それと、この計画の実効性の確保

の中ですよ。「本県の財政事情を踏まえながら」

と書いてあるが、財政事情はわかってるんだか

ら、こういうことを書く必要はないと、私は思っ

てる。ということは、教育委員会は主体的に財

源を持っていないということを言っとるような

ものです。こういうのは、当然わかってるんだ

から、必要な予算を確保するということでいい

わけですよ。知事部局の立場で書いとるような

文書だがと思って。そういうことを排除して、

教育委員会は、主体的に必要な予算は確保する

というような思いがないと、受け身で予算をつ

くっておるようなことでは、私は本当に教育の

振興にならんのじゃないかと思っているんです

が、総務課長どうですか。

○大西総務課長 ありがとうございます。大変

うれしいです。教育予算全体が県の歳出予算の

２割前後をいつも占めております。しかしなが

ら、大半が、９割方がそのうちの人件費でござ

いまして、政策経費の捻出、確保というのは教

育委員会としては、長年の悲願でございますの

で、ぜひ応援方よろしくお願いいたします。あ

りがとうございます。

○図師委員 私は、この読書日本一の件で

ちょっとお伺いしたいんですが、知事の政策指

標の一つでもあり、総合計画の中にも落とし込

まれ、そしてこの基本計画の中にも具体的に出

てきております。

ただ、知事に質問をする中で知事は必ずしも

この日本一は、数値的なものにこだわって掲げ

ているんではありませんというようなことを答
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弁されるんですが、そんなものでは何をもって

日本一なのかというのが見えてこないし、100

万泊県民運動のような、ぼんやりとしたスロー

ガン的なものになっては何にもならないと私は

思ってまして。だから、この基本計画の中でど

のくらいのものが出てくるのか楽しみにして

おったんですが、やはりここはある程度、事業

化に結びつくようなものであって、具体的なも

のは出てないなという気はしておりますが、現

場サイドでこの日本一を達成するということに

関して、何か目標として数値的なものを持ち合

わせてらっしゃれば教えてください。

○恵利生涯学習課長 図師委員のおっしゃった

ように、知事が数値としての目標を掲げるとい

うよりも、まず子供から大人までの読書環境、

そういう人づくりを目指していくというのが一

番の原則であるということは、間違いなく私ど

もも取り組んでいるところでございます。

プロジェクト委員会の話も先ほどしました

が、実は今後、他部局とも連携をしながら、そ

の日本一読書についての事業について、今、事

業化を進めているところであります。

最後に、指標のところでございますが、１つ

だけアクションプランで80％、子供たちや小中

学生の目標を80％として考えるということが上

がっておりました。98ページでございます。Ⅱ

の５、「読書が好きであると答える児童生徒の

割合」、現在72.2％でございますが、80％とし

ています。

これは、これが目標ではなく、今から小中学

生がすくすくと育って、成人に向かう、そうい

う子供たちをまず80％目指そうと、これが直接

の目的ではなく、目的の指標ではなく、これを

目指しながら、将来県民が読書好きになってい

こうという一つの指標として、80％を上げてい

るところでございます。

○図師委員 説明はよくわかりました。例えば、

その県立図書館が本来の図書館の図書館として

の役割をどれくらい担えるかとか、図書の流通

体制がどうなるかとか、司書の数がどう、学校

司書がどう、そういうところで日本一というと

ころを達成していくためにも予算化も必要で

しょうし、取り組みとしても現場サイドからど

んどんその要求をされていいと思います。

日本一というのを目指すのは、かなりハード

ルが高くて、同じ財政規模の自治体でも、もう

本県よりも数段進んでいるところはありますか

ら、もちろんそこに追いつけ、追い越せで頑張

らなきゃいけないんですが、例えば、そこも目

指しつつ、今言われた読書を好きになる、活字

を好きになるという取り組みで、やはり一斉読

書とか、またここにありますような新聞を生か

した学習活動の体制づくりというのは非常に有

効かと思います。

今、特に、家庭でも新聞がないところが半分

くらいになってるんですね。子供が新聞に触れ

る、新聞の活字に触れるという機会が減ってま

すから、ぜひそういう機会をつくることを学校

で取り組む。また、そのモデル校とかを指定さ

れるんであれば、例えば一斉読書の１日を新聞

にしますと、その日は全部生徒に新聞を学校で

配るとか、そういうところで特化して、やはり

活字から情報を得るということの習慣化をして

ほしい。

例えば、県外の有名私立の中学、高校の進学

校も、やはり新聞を使った授業をしているし、

高校入学、大学入学のときの問題、特に社会科

系の問題は、新聞から出題される割合がどんど
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んふえてるんですね。

そういうので、ネット環境ももちろん大切な

んですが、そういう活字、新聞の活字に触れさ

せるという環境づくりをより進められるといい

んではないかなと思いますが、いかがですか。

○恵利生涯学習課長 読書日本一を目指すため

のたくさんのアイデアをいただきました。あり

がとうございます。

やはり先ほども学力のところでございました

が、宮崎県は読書を目指してるんだという、そ

ういう香りのする、地元でも地方の図書館でも、

市町村立図書館でも、県立図書館を中心にしな

がら、そういう機運を盛り上げる事業を、今の

御意見を参考にしながら、取り組んでいきたい

と考えているところでございます。

○図師委員 繰り返しになりますが、私はこの

日本一の取り組みを、先ほど言いました100万

泊県民運動のような、あってもいい、なくても

いいようなスローガンにしてほしくないんです

ね。ですから、ぜひ現場のほうから、これは特

化して他県に事例がない、もしくはその読書に

触れ合う機会としては、これは日本一と言える

んですよというものを積み上げていただいて、

知事に突きつけるくらいの取り組みをしていた

だきたいと思いますし、またそういう取り組み

を大いに支援していきたいと思いますので、期

待しております。

○中野委員 図師委員とはあれやけど、これ見

ると、日本一目指すところはいいですよ。例え

ば、「思いやりの心を持っている子ども日本一」

とか、こういうのを具体的に、じゃあ日本一を

どうやって把握するか。できんじゃない。

「子どもの学力 全国上位」は数字が出ます

よね。あんまりできんような目標を立てると、

中身が白けて見えるというかね。この政策で100

％と書いたから日本一かと。だから読書日本一

だったら、学校の整備された本が日本一と言っ

たほうがまだいいかなと思ったり。今、孫を５

人観察しとるんやけど、本当、おもしろいわ。

１人の子は読書しだしたら集中して、一方の奴

は全然読みもせん。本当、これは難しいなと思っ

ている。この間も言ったけど読書というと、小

学校の授業が終わったら、先生が里見八犬伝

を10分ぐらい読んでくれて、学校へ行くときは

それが楽しくて行きよった。

そういう興味持たせる方法、まあいいですよ。

そりゃ目標は高いほうがいいけど、そういう具

現化というか、私には何か軽く見える。いろい

ろあるからいいですけど、私の感想です。答弁

はいいです。

○日高副委員長 国民体育大会の目標が30位以

内ですよね。前年度19位だったとこれに書いて

あるんですが、まだ、「競技力は安定している

とまでは言えない状況」ということが書いてあ

るんですが、26年度は19位だったと、まぐれで19

位だったと。普通だったら19位だったら、次は17

位、15位を目指すのが現実的だと思うんですよ。

まあ19位は、まぐれで19位だったから、30位

以内やったらどうにか目標がクリアできる。設

定が余りにも消極的ではないかなというところ

をまず伺います。

○古木スポーツ振興課長 この目標について、

これまでは30位台としていたところを見直しま

して、30位以内ということですので、※29位以

上ということなんですけれども、この目標の設

定につきましては、本来なら日本一を目指した

いところでございますけれども、この振興基本

※62ページに発言訂正あり
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計画の周期が平成32年までの目標ということに

なっております。

私たちのほうは、教育長が本部長で、競技力

推進本部というのを立ち上げておりまして、こ

こで２巡目国体の平成38年を１つの大きな目標

として、そこで優勝を目指したときに、優勝す

るためには競技得点というのが2,000点ぐらい

必要でございます。その2,000点を平成38年に

取っていくために、今、優勝している─それ

ぞれ開催県がほとんど優勝されてますけど─

これまでの得点の経緯を見ていたときに、平

成32年というのは、２巡目国体の６年前でござ

います。

では、ほとんど優勝している開催県が、６年

前にどれくらい取ってるかという経緯を研究し

ましたら、おおよそ500点ぐらい取ってるとい

うような状況でございます。500点というのを

順位に換算しますと、大体20位代後半でありま

して、逆算していって、６年前で20位代後半と

いうものを目標としたときに、妥当な目標かな

ということで─１つ例を出しますと、実は長

崎県が昨年度優勝をされましたが、その長崎県

の６年前の順位を見てみますと30位でございま

す。

宮崎県が第１回目の昭和54年の国体のときの

１年前は30位なんです。それくらい順位という

のは、なかなか右肩上がりにうまくいかないと

いう現実がありまして、そういうところを分析

した結果、こういった目標ということで設定を

させていただいたところです。

○飛田教育長 これ大分、激論をしました。私

が日高副委員長と同じようなことを言って、ス

ポーツ振興課と議論をしたんですが、実は去年

はよく取ったんです。601点取ったんです。500

点台で、その前を見ると45位、40位、46位、41

位というのがあって、いろんな手を打ってきて

ここまで来た。さっき課長が言いましたが、宮

崎国体の前の年が29位か30位、翌年に１位に

なって、その次の年も29位か30位です。だから、

そう右肩上がりにいかないんです。

去年は、本当にうれしかったです。しかし、

去年は、よく取ったと私は思ってます。ですか

ら、30位取れたら今のところは、競技力の強化

は順調にきてると思って、議論をしたときに負

けました。

○日高副委員長 そういう数字的なはじき方も

あるが、やるのは生身の人間であって、国体と

は別で、ほかのいろんな大会で上位を目指して

勝ち抜くと一生懸命やってるアスリートは、結

構宮崎県にもおりますんで、もっと自信を持っ

ていいと思うんですよね。上がったのは確かで

す。急激に宮崎県も躍進をしておるんですから。

その中で、国体前の年はどこも低いから、国体

で上がればいいという、例えば、その理論を10

人が10人聞いて、なるほどなって思う人がおる

のかなと。そういうことで県民が納得するのか

なというようなところで、この辺はあるのかな

と私は思っております。

だから、競技をしている人が聞いたら確実に

怒りますよね。その辺が統制がとれてないなと

いうところで、教育長にもう１回頑張ってもら

いたいということですよね。その辺はもう一度

考え直してほしいなと、私は正直思っておりま

す。

それと、「ジュニア期からの優秀選手の発掘

・育成や競技力向上推進校、競技力強化推進校

の指定と支援など」と、こういうことを書いて

ますね、ジュニアからの育成。これは一体どう
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やってやるんですかね。どうやって発掘したり

していくと。

○古木スポーツ振興課長 このジュニアからの

発掘につきましては、今年度新しく、特にタレ

ント発掘事業というのを考えておりまして、今、

その準備委員会を立ち上げて考えております。

具体的にどのようなことをやるかというと、

小学校４年生、６年生を対象に、タレント発掘

のオーディションを行いまして、それぞれ運動

能力等が高い子供たちを発掘いたしまして、そ

の子たちを最終的にはそれぞれの学年で、20名

程度、計40名程度、今、名前を「ひなたキッズ」、

「ひなたアスリート」ということで考えており

ますけれども、そういった子供たちを育成プロ

グラムにのせて、いろいろな種目を体験させた

りしながら、最終的にはいろいろな競技団体へ

つなげて、国体選手。あるいは、行く行くはオ

リンピックを目指すような選手を発掘、育成し

ていくというような取り組みを本年度考えてい

るところで、オーディションにつきましては、

今の予定では１月ぐらいを考えているところで

ございます。

○日高副委員長 具体的に強化って、例えば、

そういった「ひなたキッズ」とかいう形で、い

ろいろオーディションで集めてやるのはわかる

んですけど。競技というのは、チーム競技とい

うのがありますよね。個人競技もあるし。そう

したら、選抜チームとかになってきたりするこ

ともあり得ますよね。選抜でやっていくとかい

うことも。

だから、強化というのは、ここがミソですが、

この辺をどう考えているか。

○古木スポーツ振興課長 委員がおっしゃると

おり、発掘し、育成プログラムにのせて、競技

団体へつないでいくわけなんですけど、やはり

こうなると基本的に、個人的な種目が中心に

なっていくのかなと。先進県であります福岡県

あたりが、タレント発掘をやってますけど、ほ

とんど個人種目につなげていくということが主

でありまして、特に、サッカーとかバスケット

とかバレーとか、そのような球技の種目につき

ましては、既にそれぞれの競技団体が育成プロ

グラムというのをつくっておりまして、アンダ

ー制で育成しているところがございます。この

中でもそのような種目に進みたいという子供た

ちについては、そういう競技団体につなげて

いってお願いをするような形で、それ以外の個

人種目については、このあたりで育成しながら、

またこれも最終的にはそれぞれの競技団体へつ

ないでいくんですけれども、どうしても個人的

な種目が中心になってしまうのかなということ

で考えております。

○日高副委員長 もう１ついいですか。

教育長が議会の答弁で、国体の種目が、２年

後には、例えば何々という種目は何々市で開催

をするということを決めていくんだということ

でありまして、今、現実的にどこの市町村が何

をやらせてくれというのは、まだ今のところは

ないという答弁があったと思うんです。その先

を私は聞きたかったんですが、例えば、前回の

第１巡目の54年を１つの基本として考えていき

ながら、体育協会と関係団体と話しながらやっ

ていくと。いろいろ聞くんですけど、例えば、

分散化してやる、県民全体でやっていこうとい

う話がありまして、しかし、前回の昭和54年の

競技場では、もう追いつかなくなってるんです。

もう十分おわかりだとは思うんですけど、特に、

県営施設につきましては、もちろんこれは県費
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のほうからやるのは当たり前の話ですが、分散

になってくると、県営施設というのが余りない

んですね。あるところに行きますと、市営とか、

学校の体育館。でも今の国体の基準では、学校

の体育館はいろんな競技で使えるようなもので

もなくなってきてるんですよ。

そうなってくると、やはり市町村がやばいな

と、変に手を挙げるとお金を自分たちが出して、

球場とか何かの整備をしないといかんなるなと

いうので、なかなか手を挙げ切らんという話も

聞いております。これから出てくる部分とは思

いますが、その辺とうまくマッチングしていか

なくちゃいけないんですが、教育委員会が言っ

て、やるというのはなかなか厳しい部分が私は

あると思うんですよね。その辺も含めて、教育

長どう考えてますでしょうか。

○飛田教育長 この前、答弁させていただいた

んですが、まず、基本的には、国体を誘致する

ことに当たって、各市町村にも丁寧に説明をし

たいということで、まず個別にお話をして、ど

ういう会場方針になるかということは、正式に

は決めてないけど、おそらく分散開催でやるだ

ろうという方向性について、そのときお話をさ

せていただいた結果、今のところ２つの市が施

設について要望されて、その中の１つの市は、

一部競技を持ってきてくれとか、何の競技かは

おっしゃってないんですが、そういうことでし

た。

それで、考え方としては、県有施設を使う、

それから市町村施設を使う、それから仮設。例

えば、私も視察に行って、仮設をいろんなとこ

ろでやっておりましたが、そういう仮設でやる。

それから、どうしても宮崎県で賄えないのは、

隣県の施設を使う。

それはどうやって決めていくかということに

ついては、実行委員会、準備委員会をつくって

いくことになりますので、そのときには市町村

代表、県も具体的に教育委員会だけじゃなくて、

知事部局も一緒になって実行委員会の準備委員

会をつくっていくので、その中で検討しながら

決めていくと。ですから、教育委員会だけでや

るということでございませんで、市町村も入っ

た実行委員会の準備委員会の中で、そういう会

合を開いて決めていくということになります

し、そのときに正式にエントリーしてください

ということを言うことになろうと思っておりま

す。

○日高副委員長 例えば分散型となれば、具体

的に市町村議会が動いて、「うちは何とかとい

う競技をお願いします」という陳情がある可能

性もこれから私は出てくると思うんですよ。そ

のとき、何が伴わないかというとお金なんです

よ。これはお金がなければ、分散できないです。

宮崎であるところがありますか。全体的にコン

パクトに宮崎市だけでやってしまった方が、お

金は余りかからないと思うんですよ。

でも、分散型となれば、そこら辺の財源の配

分というものを、どうするのかがはっきりわか

らない限り、今の財政状況では、市町村が手を

挙げ切らんと思うんです。

その辺はどうなんですか。先にちゃんと、「施

設を、ここでこうします」というのを決めてか

ら、市町村配分をしていくのかというところが、

答えづらいかもしれないけですけど、その辺は

どう考えてるのですか。

○飛田教育長 どの施設をどう整備していくか

ということと、その財源をどうするかというの

は大問題だと思っております。
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実際に、県費でやれるかどうかというのを、

今、知事部局ともいろいろ詰めておりますが、

では、どこをどう改修するか、なかなかその結

論は出てません。調査もしております。それか

ら、よその県がこのスタジアムをどこから銭を

持ってきて、つくったのかを、担当課に調べに

行かせてますが、まだ明確にこうできるという

のは出ておりません。

それから、私自身も毎年国体に行って、いろ

んな会場に激励に行っておりまして、すごい施

設じゃないとできない競技もありますし、普通

の施設でやってる競技もあります。そこあたり

をどう考えていくか、財源のことと、どの競技

だったら既存の施設でやれるかとか、あるいは

ちょっとした改修でやれるか、そこあたりを具

体的に進めていくことになると考えています。

○日高副委員長 新国立みたいに、東京都と国

が一緒になって誘致をして決まったと、万歳と

やったと。ところが、実際やることになってか

ら国が東京都に金を何千億出せと言ったら、東

京都は出さないと、うちはそんなこと聞いてな

いと。まさに今、宮崎県庁と、宮崎市が同じ状

況になってくる可能性もあるなということを、

ちょっと耳に挟んだものですから、その辺をう

まいことコンタクトをとって、やっていくこと

も必要ではないかなということを御指摘して、

答えはいいんで、よろしくお願いいたします。

○重松委員長 答弁なしですね。ほかにござい

ますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、次の事項に移りたい

と思います。

報告事項に関する説明を求めます。

○恵利生涯学習課長 生涯学習課でございま

す。

損害賠償額を定めたことについて御報告をい

たします。別冊の平成27年９月定例県議会提出

報告書をお願いいたします。青色のインデック

ス、別紙１の４ページをお開きください。

県有車両による交通事故の事案であります。

２行目になりますが、平成27年５月７日に新富

町中央公民館駐車場におきまして、県立図書館

職員が移動図書館車を後退させていたところ、

右側方から軽自動車が侵入してきたため、車両

を左側に寄せつつ後退したところ、新富町所有

のガードパイプに接触し、損害を与えたもので

あります。

損害賠償額は７万8,000円で、専決の年月日

は平成27年８月６日でございます。

なお、今回の件を踏まえまして、職員に対し

て、これまで以上にさまざまな確認をしっかり

行うなど、安全運転に努めるように注意喚起を

行ったところでございます。以上でございます。

○重松委員長 報告事項に関する執行部の説明

は終了いたしました。

報告事項についての質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 その他の報告事項の審査を行い

ます。

次に、その他の報告事項に関する説明を求め

ます。

○大西総務課長 御説明申し上げます。

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価についてであります。

委員会資料の６ページをお願いいたします。

これは、地方教育行政法の規定によりまして、

点検及び評価の結果を議会に報告するものであ

ります。
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１の点検・評価の対象でありますが、県全体

の政策評価との整合性を図る観点から、県総合

計画に掲げる重点施策、「新しい「ゆたかさ」

創造プログラム」のうち、教育分野の「将来世

代育成プログラム」を点検・評価の対象として

おります。

対象年度は平成26年度であります。

２の点検・評価の方法でありますが、（１）

内部評価としまして、教育委員会において、県

総合計画の部門別計画であります第二次宮崎県

教育振興基本計画の進捗状況を踏まえ、「将来

世代育成プログラム」の評価を行い、（２）に

ございますように、内部評価を参考に、宮崎県

総合計画審議会における外部評価が行われたと

ころです。

３の内部評価の結果につきましては、別冊資

料のとおりでありますが、概要につきましてこ

の資料を使いまして、以下３つの重点項目に

沿って御説明をいたします。

３の（１）重点項目１についてでありますが、

重点指標１、全国学力・学習状況調査につきま

しては、平成26年度は国語、算数・数学の基礎

的な問題や応用問題８科目のうち、平均正答率

が全国平均を上回った調査科目が３科目で、そ

の割合は37.5％と、前年度より上がっておりま

す。

重点指標２、全国体力・運動能力、運動習慣

調査につきましても、目標値を下回ったものの、

前年度より上がっており、九州内ではトップレ

ベルの状況にあります。

７ページのイ、取組成果をごらんいただきた

いと思います。

取組事項１―１から、次のページの取組事項

１―３に基づきまして、地域ぐるみの子供の生

活習慣運動を推進するモデル地区の取り組み、

子供たちの学力や体力の向上のための指導改

善、教員の指導技術を高める取り組みなどを

行っております。

このような取り組みをとおしまして、地域全

体で家庭教育を支える環境づくりの推進、教員

の授業改善への意識や授業力の向上といった成

果が得られております。

８ページをごらんください。

課題としましては、ウにございますように、

教職員の専門性の向上などの、より一層の推進

や、全ての教職員みずからが学び続ける環境づ

くりのために、研修内容や方法を精選していく

必要があると考えております。

続きまして（２）重点項目２につきましては、

重点指標として、表の１、２にございますよう

に、「将来の夢・目標を持ち職業や生き方を考

えている中学３年生の割合」と、「世界の出来

事について関心を持っている子どもの割合」を

設定しております。

いずれも前年度より上がっておりまして、各

学校におけるキャリア教育や、国際理解教育等

の取り組みがその成果として表れているのでは

ないかと考えております。

イ、取組成果をごらんください。

取組事項２―１から、次のページの取組事項

２―３に基づきまして、ふるさと学習やキャリ

ア教育の充実、国際化に対応する人材育成等の

取り組みを行っております。

このような取り組みをとおしまして、学校・

家庭・地域の教育活動の促進による地域の課題

解決等に取り組む学習の充実、教員のキャリア

教育に対する意識の高揚や推進体制の整備、国

際理解教育の充実といった成果が得られており
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ます。

課題としましては、９ページのウにございま

すように、キャリア教育のさらなる充実のため

に、社会や産業界を初めとする横の連携強化や、

学校教育におけるさまざまな場面での国際理解

教育の充実を図るための方策の工夫・改善が必

要であると考えております。

続きまして、（３）重点項目３につきまして

は、重点指標として、表の１から３にございま

すように、「日頃から文化に親しむ県民の割合」、

「成人の週１回以上の運動・スポーツの実施

率」、「国民体育大会総合成績」を設定しており

ます。

重点指標１につきましては、前年度より上

がっており、目標値に近いレベルにあります。

重点指標２につきましては、前年度の実績を

若干下回っておりますが、「1130県民運動」の

広報啓発や、「1130体操」の普及等によりまし

て、目標値に近いレベルにあります。

重点目標３につきましては、関係団体と連携

した継続的な取り組みや強化活動の実施により

まして、目標値を大きく上回る総合成績19位を

達成いたしております。

10ページのイ、取組成果をごらんください。

取組事項３―１から３－３に基づきまして、

アシスト企業等が情報交換を行うイベントやコ

ーディネーター等の研修会の開催、競技力向上

を図る支援や合同練習会の実施、特別展の開催

や文化財情報の発信等の取り組みを行っており

ます。

このような取り組みをとおしまして、県民の

学びの成果をそれぞれの地域で生かす機運の醸

成、少年競技力の向上や県民への多様な学習機

会の提供などの成果が得られております。

課題としましては、11ページのウにございま

すように、地域づくりの中核となる青年層の人

材育成の強化、働き盛り・子育て世代に向けた

スポーツの普及等に取り組む必要があると考え

ております。

次に、４、外部評価の結果についてでありま

す。

（１）重点項目ごとの概要といたしまして、

重点項目１につきましては、「社会全体で子供

を育む機運の高まりや、授業公開等を通じた教

員の授業改善への意欲の高まりに一定の成果が

見られる」。

重点項目２では、「働くことに対する意識の

高揚や、理解の深化が図られており、キャリア

教育の充実や推進に一定の成果が見られる」。

また、重点項目３では、「国民体育大会で宮

崎国体以来最高となる19位となり、競技力向上

のための合同練習会などのこれまでの取り組み

の成果が見られる」といったような評価をいた

だいております。

このような結果を踏まえまして（２）評価結

果につきましては、次のページになりますが、

プログラム全体としては外部評価Ｂということ

で「一定の成果が出ており、課題への対応を行っ

ている」との評価をいただいたところでござい

ます。説明は以上であります。

○永山学校支援監 平成27年度全国学力・学習

状況調査の結果について説明をいたします。

資料の14ページをお開きください。

１の調査の実施状況にありますように、４

月21日に小学校６年生、中学校３年生の児童生

徒を対象に実施されました。

今回は、例年行われております国語と算数・

数学のほかに理科も実施されました。
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その概要を、２の平均正答数、３の平均正答

率の状況を表にまとめております。

３の平均正答率の表をごらんください。

まず、①の小学校６年についてであります。

表の一番下の欄に、全国との差を示しており

ます。

国語Ａは全国平均を2.1ポイント上回ってお

ります。横にずっと見ていただきますと、その

他の区分については、全国を下回ってる。一番

右の欄の全教科区分合計でいいますと、0.6ポ

イント下回っているという状況です。

同様に、②の中学校３年を見てみますと、全

教科区分で、全国平均を下回っており、全教科

区分合計におきましては一番右のところに示し

ておりますように、1.4ポイント下回っており

ます。

この0.6ポイント、それから1.4ポイントとい

うのは、100点満点のテストでいったときに0.6

点、それから1.4点の差ということになるとい

う状況にありまして、宮崎県の児童生徒の学力

については、全国の平均的な水準にはあると考

えてますけれども、一方で、全国の平均を下回っ

た教科区分が多いということで、これまでの取

り組みを検証し、学力の向上を図る取り組みを

さらに推進していく必要があると考えていると

ころであります。

15ページをごらんください。

この表には主に、生活習慣に関する主な項目

の全国との比較を示しております。

質問事項の１番目の、「毎日同じくらいの時

刻に起きていますか」や、上から５番目の、「普

段、１日当たりどれくらいの時間、勉強をしま

すか」といった生活習慣や学習習慣に関する質

問につきましては、小中学校とも、本県の児童

生徒の回答状況は、全国平均よりも高くなって

おり、望ましい生活習慣が身についている状況

があります。

また、上から３番目の、「将来の夢や目標を

持っていますか」という将来に関する意識にお

いても、全国平均よりも高くなっている状況に

あります。

16ページをごらんください。

結果を踏まえた、確かな学力の育成を図るた

めの今後の対応についてであります。

１番目として、「本県学力の取組の状況等」、

そして２番目として、「これまでの取組におけ

る課題と今後の取組」ということを、学校の指

導力の強化、教員の指導力の強化、学校と家庭

・地域の連携強化の３つの観点から説明させて

いただきます。

まず、１の「本県の学力向上の取組状況等」

についてであります。

（１）学校の指導力につきましての取り組み

としまして、県独自の学力調査を実施し、その

結果をもとに、イにありますように、全小中学

校が指導の改善計画書を作成し、実践につなぐ

取り組みをしております。

また、ウにありますように、「Ｗｅｂ学びの

システム」におきまして、ネットで配信した評

価問題を各学校で活用し、児童生徒のつまずき

や指導の成果を確認するなどの授業改善を推進

しております。

（２）教員の指導力の強化につきましての取

り組みとしまして、アの各教科の授業改善のポ

イントを示した授業モデルの作成と研修資料と

しての活用。

イの教科指導研究推進校の指定として、教科

の授業のあり方を研究しまして、その成果を公
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開、普及するという取り組み。

また、ウにありますように、スーパーティー

チャー等による優れた教育実践や、高い指導技

術等を普及するため、授業公開等を行っており

ます。

（３）の学校と家庭・地域の連携強化につい

ての取り組みとしましては、アにありますよう

に、学校と家庭が一体となった学力向上を推進

するため、宮崎の子供の学力を伸ばす、「ひむ

か３か条」の啓発に努めております。

この３か条は、全国学力・学習状況調査の結

果をもとに、子供の学力と生活との相関におい

て、特に関係の深い、人とつながるコミュニケ

ーション、夢中になる読書、確実な振り返りの

頭の文字を３つ活用しまして、３か条としまし

て、３つの項目を挙げて取り組んでおります。

また、イにありますように、地域ぐるみの子

育て・親育ち応援事業として、子供の生活習慣

づくりの運動や、地域全体で家庭教育を支える、

親学び講座等を推進しております。

次に、「これまでの取組における課題と今後

の取組」についてであります。

（１）の学校の指導力の強化につきましては、

学力調査の結果をもとに、全小中学校は指導改

善計画を作成し、実践する取り組みは定着して

きております。しかし、職員全員の意識を高め、

組織的に指導を改善するというところにまで

至ってない学校もあるという課題認識をもっ

て、今後、下に示しておりますけれども、学校

の組織的な取り組みを強化するため、学力調査

の実施方法や、調査結果の分析と、その活用方

法について改善していきたいと考えておりま

す。

また、課題のみられる学校に対して、市町村

教育委員会と連携し、支援を強化していきたい

と考えております。

さらに、全国学力調査において、学力向上に

成果を上げている校長等を講師に招き、具体的

な取り組みについて話を聞く、管理職を対象と

した研修会を実施する予定としております。

（２）の教員の指導力の強化につきましては、

授業モデルを活用した研究会やスーパーティー

チャー等の授業公開は、参加した教員の評価は

高いという状況にあります。しかし、授業改善

への意識や取り組みが、各学校の各教員に十分

浸透するまでには至ってないという課題認識を

もって、一人一人の子供の実態に応じて「分か

る！できる！」まで教えるという教員の意識改

革を図る取り組みの強化、そして、市町村教育

委員会と連携した校内研修充実のための支援の

強化、スーパーティーチャー等を活用した授業

力向上の取り組みを強化し、各学校の教員の同

僚性を生かしながら、教員一人一人の状況を踏

まえた校内における学びの体制づくりにつない

で行きたいと考えております。

（３）の学校と家庭・地域の連携強化につき

ましては、現在、実践地域として指定しており

ます３地域及び地域全体で家庭教育を支える人

材の育成の取り組みにより、学校と家庭・地域

の連携が進んできております。しかし、この取

り組みが県下全域に広がるというところまでは

至っていないという課題認識をもって、実践地

域の取り組みのよさを普及、推進する手立てを

工夫し、他地域での実践につながる取り組みの

強化をしていきます。

また、ＰＴＡ団体等々と連携し、「ひむか３

か条」の各家庭への浸透を図る取り組みの強化

を図っていきたいと考えております。以上で説
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明を終わります。

○川越学校政策課長 資料の17ページをごらん

ください。

７月28日から８月１日までの期間に開催され

ました、第39回全国高等学校総合文化祭 滋賀

大会の本県高校生の結果について御報告いたし

ます。

（３）大会概要にありますように、本県から

は26校、385名の生徒諸君が、出場権のある全

ての部門に参加いたしました。

大会テーマ、「翔びたとう 創造の翼で き

らめく 湖から」のもと、本県の高校生も、日

ごろから学業との両立を図りながら文化芸術活

動に励む全国の高校生とともに、交流を深めな

がらすばらしい成果をおさめてくれました。

そのうち、入賞を果たしたものは、②入賞者

のとおりでございます。

書道を初め、多くの生徒が入賞しております。

これは平成23年に本県で全国大会が開催されま

したが、その際の受賞者に次ぐ数となっており

ます。

特に、放送部門では、３つの部門の同時受賞

は県勢初でございます。

また、都城泉ヶ丘高等学校の将棋部が全国３

位になっております。

その他の結果につきましては、（４）結果に

あるとおりになっておりますので、ごらんくだ

さい。

続きまして、18ページにありますのは、高校

総合文化祭以外の全国大会の結果であります。

１つだけ特筆すべきものとして、（２）の「第10

回若年者ものづくり競技大会」で、大学生も出

場者に含まれる中、メカトロニクス部門におい

て、宮崎工業高校チームの２人が、見事、全国

３位の銅賞を受賞しております。

この成績につきましても、県勢初でございま

す。報告は以上でございます。

○古木スポーツ振興課長 資料の19ページをお

開きください。

まず初めに、近畿ブロックで開催されました

全国高等学校総合体育大会の結果について御報

告いたします。

団体の部では、日章学園高等学校ボクシング

部の優勝を初め、全体で５競技５種目が入賞を

果たしました。個人の部につきましては、宮崎

大宮高等学校の谷口夢結さんが、カヌー競技女

子スプリント・カヤックシングルで優勝いたし

ました。

また、ボクシングでは、日章学園高校の中垣

龍汰朗君がライトフライ級で優勝、井上彪君が

フライ級で優勝、齋藤麗王君がライト級で優勝

と、日章学園高等学校ボクシング部の３選手が

全国制覇し、さらに井上颯君がバンタム級で２

位に入っております。

また、空手道個人形において、宮崎第一高等

学校の宜保ありささんが、さらに都城工業高等

学校少林寺拳法部の久保田將聖君と、鳴海洸槻

君が組演武で２位に入るなど、全体では９競技

延べ、19種目で入賞を果たしております。

下の参考資料にありますように、平成27年度

は全体の入賞数は24と昨年度を下回る結果と

なっておりますが、優勝数は５と、昨年の１を

大きく上回る結果となっておりますので、９

月26日から和歌山で開催されます国民体育大会

での活躍が期待されるところであります。

続きまして、北海道・東北ブロックで開催さ

れました、全国中学校体育大会の結果について

でございます。
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資料の20ページをお願いいたします。

団体の結果は、春に軟式野球連盟主催の全国

大会を制しました門川中学校が全国中学校体育

大会においても、本県初となる優勝を飾り、見

事、春夏連覇という快挙を成し遂げました。

また、日章学園中学校サッカー部が準優勝す

るなど、全体で６競技６種目が入賞を果たしま

した。個人では、陸上競技の女子400メートル

リレーで、大淀中学校が３位に入っております。

また、女子柔道44キログラム級において、檍

中学校の福田実子さんが５位に入賞するなど、

２競技３種目で入賞を果たしております。

また、参考として資料に掲載しておりますが、

全国中学生空手道選手権大会において、富田中

学校の浜砂昭仁君が、男子個人組手で５位に

入っております。

以上のように、本年度も大変暑い中で、本県

の中高生が本当によく健闘してくれました。各

学校の指導者の熱心な指導と、生徒たちの頑張

りをたたえたいと思います。

今後も本県の競技力向上対策を充実させて、

さらなる少年競技力向上と学校の支援に努めて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。

○重松委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明は終了しました。

その他の報告事項についての質疑はございま

せんか。

○井本委員 「これまでの取組におけると課題

と今後の取組」という中の教員の指導力の強化。

その取り組みとしては、「分かる！できる！」

まで教えるという教員の意識改革」。この辺が

本当に大切だと思うんだけど、どのように意識

を改革させるのか、この辺は私は難しいだろう

と思うんですよね。

その辺はどのようなやり方でやろうとしてる

んですかね。

○永山学校支援監 今、議員さんの御指摘のと

おりでありますけれども、やはり子供自身に本

当に力をつけるというところを考えたときに、

「分かる！できる！」というところを、子供自

身が本当に力をつけたのかというところの未届

けができないと力はついていかないと思ってお

ります。

そういう意味で現段階でやったものとして

は、指導主事等の指導助言において、とにかく

県下統一して同じ言葉で、「分かる！できる！」

ということは、子供にきちんと力がついてるか

どうかを確かめていくことなんだというところ

をとにかく合言葉にして、まず伝えていこうと。

そして、学校、それから市町村教育委員会との

連携を含めていきながら、同じ視点の中でこの

取り組みを展開して具体的に学校に関わってい

くという１つの視点として、ここに掲げている

ところであります。

○井本委員 わかったようなわからんような、

あれなんだけれども。

要するに、意識を持つためにどういうふうに

やるかと。そもそも教育委員会の人たちが、意

識を持つような仕組みをつくるということです

か。

○永山学校支援監 まず、わかるまで教えると

いうところも含めて、研修の中ではそういう意

識を高める研修会を実施して、そこの取り組み

の評価はいただいているんですが、ただ、なか

なか各学校と、一人一人の職員にまでそれがつ

ながっているかというところが一番の課題であ

ると考えております。
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ですから、意識を変えるためには、例えば今、

県が作成しております、授業改善のポイントを

示したモデルというものを具体的に現場に行っ

て、先生方の授業を見ながら取り組みの状況を

確認して、そして具体的にその取り組みの課題

があるところを継続して指導できるというのを

市町村教育委員会、そして各学校と一体となっ

て取り組んでいこうと考えているところです。

○井本委員 何か、同じことを言っとるような

気がするな。

だから、教員の意識を改革するという─み

んなでやるというのは、わかりましたけれども

─教員の意識をかえるためには、その教員が、

子供が「分かる」ということをうれしいという

か、そういう思いが生じなきゃだめだろうと思

うね。その辺のことを、わからせるというのは、

なかなか大変かもしれんけれども、そういうア

プローチというのはないわけですか。

○永山学校支援監 この全国調査等の結果、現

段階の状況を踏まえた中で、例えば教師が指導

したという意識を持っているんですが、子供に

とってはきちんとした指導を受けたと感じとっ

てる意識のずれが生じているという状況があり

ますので、そういう具体的な資料というのを提

示していきながら、本当に指導したということ

は、子供が結果が伴わなきゃいけないというと

ころを、具体的な資料を通して意識を変えてい

くという取り組みを展開していきたいと思って

おります。

○中野委員 私もこれ、赤線引いとったんです

が、「「分かる！できる！」まで教えるという教

育の意識改革」。孫を観察しとったら、この子

は頭がいいとか、悪いとか大体わかるわけよ。

だから、頭がいい人は暗記力がいいのかなと

思ったり。

今、習熟度をそろえるとか、よく聞くわけ。

同じ教え方してても、そりゃ現実的には当然差

がでるわけ。

どんなにうまい先生が来ても差ができる。そ

れで、できるまでどこまでも教える。結局、わ

からん人と言えば語弊があるけど、一番わから

ん人たちを中心にやってたら、普通に理解する

人たちの授業がおくれるんじゃないかなと思う

わけです。

孫の話をこの間聞いとったら、「誰々ちゃん

は、日曜日か土曜日か放課後か、ある程度点数

が悪かった人は、別途授業がある」と。ただ、

ここで今の話を聞いてると具体性がない。だか

ら、どこまで習熟度を一緒にするかというのは

必ずないと、絶対、人間というのは、得手、不

得手があって、差があるのは当たり前なんです。

立派なことだけ言っとってもだめ。もうちょっ

と現実に。

あとから言うけど、先生の教え方も絶対違う

と思う。そこをどうするかということ。だから、

そういう具体的なことを、今こんなきれいごと

みたいなことばっかり書いてあるけど、本当に

うんざりする。もうちょっと現実的に話してく

ださい。

どうなんですか。では、どのレベルにあわせ

て教えるのか。必ず平均点数というのは、平均

より上と下があって、平均が出るわけやから。

平均以下の点数でも10点マイナスとか、中には

０点取る人もおるわけ。

○永山学校支援監 今、これからやろうとして

いることは、例えば子供たちの状況を大きく４

つの段階に分けて、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとしたとき

に、Ａが力のある子供、Ｂ、Ｃ、Ｄというよう
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な形で、特にＣの段階、そういう子供が本当に

力をつけてる授業になっているのかというとこ

ろを、授業１時間の中で、本当にその子供に力

がついたかどうかというところをきちんと確か

め、評価するという時間をきちんと設定すると

いうことを、具体的には全学校で取り組めるよ

うな形でやっていきたいと考えています。

もちろん、習熟状況が異なる子供たちにとっ

ては、学校の体制であるとか、あるいは地域と

連携した取り組みということも含めていきなが

ら、子供たちを支援するという体制。

それと、もう１点は、やはり家庭との連携と

いう事がなくしては、なかなか厳しい状況もあ

ります。授業する状況において、学級の中で１

人でも席を立ったり、そういう習慣が身につい

てない状況があったりするので、そういうとこ

ろも含めて、連携も含めた中でやっていくとい

う２つの視点で取り組んでいきたいと思ってい

ます。

○中野委員 子供の学力を地域で上げるという

のは、実態では、全くそれはゼロだと思うね。

隣の子供は学力が何点か、そんなことを話す機

会もないよ。今、孫を見てると、宿題して、親

が丸つけて、そういう中で判断するしかないわ

けです。

だから、この「分かる！できる！」、一定の

レベルの下ということでしょ。そういうことは

隣近所とか、地域とかで上げるという話じゃな

いと思う。じゃあ、具体的にあるとすればどう

いう取り組みを。今言ったように、言葉ではあ

るけれども、じゃあ現実的に何があるのと。今

の教育委員会には、いろいろ考えると非現実の

話が多いの。

○永山学校支援監 例えば、今取り組んでいる

指定校の状況を申しますと、小・中学校の連携

した取り組みによって、学校が非常に成果を上

げているという状況が見られます。

１つには、やはり徹底した学習習慣、それか

ら学習態度を育成するという取り組み。そこの

ところをきちんとやっていくということと、取

り組みのよさとして成果が上がっている学校に

ついては、子供たちに確実に振り返りをさせて

いるという取り組みが、授業の工夫がなされて

いるという状況にあります。

そういうところを含めていきながら、具体的

ではないかもしれませんけど、やり続けていく

こと。そして、意識を変えることはなかなか難

しいかもしれませんけれども、子供の実態を踏

まえていきながら、その子供に力がついたのか

というところに焦点を当てていきたいと考えて

おります。

○中野委員 話の幅が広くて、ここで結論の出

る話じゃないけど、私が言いたいのは、もう

ちょっと現実味のある説明をしてほしいという

こと。私は地元の活動を見てるけど、ここで議

論した話なんか全然肌じゃ感じないよ。もう

ちょっと現実味のある指導というか、方針を立

てないと、言葉だけが走っとるわけ。

○井本委員 前、私もカーンアカデミーの話を

したけど、この確実な振り返りというのは、要

するに自分がどのくらい学習したかというか、

習得したかということを確認する作業だという

意味ですか。

○永山学校支援監 １時間、１時間の授業には

その時間に目標を達成する目当てというのがあ

ります。そして、その目当てに基づいて授業が

なされていくわけですけれども、その目当てに

基づいて行われた授業というのが、その１時間
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の後半の部分で、自分のした指導がきちんと子

供に届いているかという振り返りをまずしてい

くということが１点。

そして、子供の基本的な知識とかいうのは、

忘れられてしまう状況もありますので、そうい

うことをきちんと手立てをとって確実に習得で

きるという、そういうつながりのある取り組み

をしていくということであります。

○井本委員 わかりました。

カーンアカデミーのすばらしさは個別教育な

んですね、一人一人の能力に応じて、習熟度に

応じて行うということで、これがすばらしいと

言われている。

恐らく一番すばらしい教育は個別教育なんで

すよね。一人一人に先生がついてというのがや

れたら一番いい教育なんだが、それがなかなか

できんから、みんなを集めてこうやってやっと

る。だけど昔の寺子屋教育なんかをテレビで見

ると、みんなで一緒に習うというのは、そんな

の全然やってないですね。

昔の寺子屋教育を見ると、みんなばらばらで

すよ。みんなばらばらにやってて、先生は一人

一人に、それこそやってるんだね。

これが昔の教育はすごかったんじゃないのか

なと私は思うんだけど、一人一人の能力、やり

方に応じてやってるのを見て、これはいつ座学

というか、ああいうことになったんだろうかと。

この前もカーンアカデミーをちょっと勉強して

みると、オーストリアの軍隊を養成するときに、

これが座学のそもそもの出発点だったらしく

て、ああいう一緒になってやるのがね。

だから本来的な教育は一人一人の能力に応じ

てやると、これが一番いい。それがなかなかで

きない話だけども、しかし振り返りを通じて、

一人一人の進行具合というか、進み具合がわか

るなら、もちろん今言われるように人間は能力

に差があるし、また教員の差も。彼のようにス

ポーツに秀でた人間もおれば、それぞればらば

らでしょうけれども、本当はそういう個別にア

プローチしていくというのが一番いいんだろう

と思います。それを確実な振り返りを通じて、

恐らくそれはそういう意味なんでしょう。私は

確実な振り返りって何だろうと思ってた。そう

いう意味だろうなと思ってるんですが、そう解

釈していいのかどうか、どうですかね。

○永山学校支援監 委員さんおっしゃるよう

に、具体的に県の取り組みの中で、評価問題と

いうのを作成しております。その評価問題をき

ちんと単元ごとで評価しましょうという取り組

みをしまして、そしてその取り組みが十分でな

い、まだ十分じゃないなという子供たちに対し

ては補充問題、それは家庭学習でも活用できる

ようになっています。成果の上がった学校とい

うのは、評価をした後にきちんと子供の状況を

踏まえていきながら、また家でも振り返りがで

きてきちんと習得できるような取り組みのつな

がりができているというところはやっぱり成果

を上げております。

ところが評価問題はやったんだけれども、結

局成果が上がらなかった要因として、一時した

ら忘れてしまってた、そこのところで手を打つ

という取り組みが十分でなかったという状況も

見受けられましたので、１日という中で身につ

けるものと、そして期間をおいてそれをきちん

と本当に定着したかどうかというところが各学

校がリンクするような形で取り組みは進めてい

きたいと思っております。

○井本委員 じゃあ、そういうシステムができ
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つつあるということですね。

○永山学校支援監 Ｗｅｂ学習単元評価システ

ムにはそういう問題が昨年度で大体出そろいま

した。基盤整備はできました。そこに基づいて

取り組む学校もふえてきました。ただ、まだ全

ての学校で定着をしてないというところがあり

ますので、さらにそういうところについて啓発

と具体的な指導はしていきたいと、取り組みの

よさをまた紹介していきたいと考えておりま

す。

○重松委員長 ここで皆様方にお諮りしたいと

思います。

まだ、質疑があろうかと思いますので、残り

はまた午後に再開したいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、午後１時から再開し

たいと思いますので、ここで一度休憩を取りま

す。暫時休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

○古木スポーツ振興課長 済みません。訂正を

１点よろしくお願いいたします。

午前中の教育振興基本計画のところで、成果

目標につきまして、国民体育大会総合成績30位

以内というところの話の中で、私の発言の中

で、30位以内ということは29位以上というよう

な表現をしたところだったんですけれども、以

内ということですので、正確には30も入りまし

て、30位以上ということで訂正をして、おわび

を申し上げたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。済みませんでした。

○重松委員長 それでは委員の皆さんから質疑

はございませんか。

○中野委員 全国学力調査、私はいつもいろい

ろ言ってるけど、本当、私は義務教育は大事だ

なとつくづく思ってるわけ。自分の経験から

いっても先生によって科目が好きになったり。

だから、学校の先生も約１万人いれば、いろ

んな人がおると思う。幾ら一生懸命面接して採

用しても、やっぱりいろんな差があるという中

で、今度出た学力調査、これ全国順位がわかる

でしょう。

まず、教育長。例年あるわけだけど、この学

力調査の今回の結果を踏まえて、教育長として

どんな考え方、教育方針を持ってるかというこ

とをまず聞きたい。

○飛田教育長 学力調査の結果について、きわ

めて重大だと受けとめてます。はっきり申し上

げますと、何とかしたいという気持ちでいっぱ

いです。実はこの前、夏休みに市町村教育長さ

んたちの研修会があったので、「ぜひ日本一に

しましょう」と、そのときの理由では、こんな

ことを言いました。実は、宮崎県の子供たちが

二十歳前後で悩み、苦しんでる現実というのは、

離職が半分近くになると。その１つには、私、

事業所を回りましたときに、日報を書くのでも

ちゅうちょするような子がおると、そうすると

そういう子供たちをつくらず─そりゃ会社側

にも離職なんかは原因はあるんで─いろんな

ことを考えたとき、「学力が生きる力の基盤で

あります」というお話をしました。そういう意

味においては、できる限りのことをやってあげ

たいと思ってます。

ただ、絶対誤解をせんでほしいのは、この平

均点を見たときに100点満点の0.幾ら、1.幾ら
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ということで全国と比べてものすごく悪いとい

う状況じゃないというのは県民の方々にぜひ御

理解いただき、ほとんど全国水準であるという

ことを御理解いただきたいと。その中にあって

も私はやっぱり学力がハンデにならんようにし

たいという思いで、これを何とかしたいという

気持ちでおります。

また、お話しする時間をいただければ思いを

話したいと思います。

○中野委員 だから、我々県民として、教育県

かどうかと判断する場合、いろいろこういう生

活習慣、これはいいところもある。これも大事

だと思うんだけど、一般的に教育県ですよとい

う、県民が誇れるかどうかということになると、

この結果が平均よりか悪い、平均よりかこれぐ

らいですよと。じゃあトップレベルの秋田、福

井、そこら辺とどう違うかというのの分析はど

うですか。

○飛田教育長 私は、どうしてもそういうとこ

ろを変えたいと思って、担当職員を視察に大分

やりました。しかし、やっぱり自分の目でも見

てきたいと思って、実はことしになって秋田に

行ってきました。狙いは３つです。

１つは、授業力がどうか。秋田の学校、中学

校、高等学校、小学校、全部見せてもらいまし

た。高校と、中学校は全員の授業を見てきまし

た。それからもう１つが、行政がどういうこと

をできてるかということと、もう１つは秋田と

パイプをつくって、うちに講師で来ていただい

たり、そういうことができるようなことをした

い。

３つ違うということを思いました。端的に

言って一番違うというのは、県教委と市町村の

連携がものすごくいいということが１点目で

す。

２点目は教育的な風土というのが、すばらし

いと思いました。具体的な例は後で申し上げま

す。

それから３つ目は、さっき井本委員からお金

をという話を言われましたが、お金をかけてる

ということです。極めて、お金もかけてるとい

うこと。この３つを感じました。

まず、１番目の市町村との連携がいいという

ことは、うちも一生懸命やってるんですが、市

町村とのベクトルのそろえを、市町村の指導主

事、県教委の指導主事が一緒になって課題は何

かということを、来年こういうことをやってい

こうということをかなり綿密に打ち合わせをし

てます。

簡単に言えば、県との関係は、市町村教育委

員会というのは役場と同じ感覚ですから、そこ

が一緒になってやらないといかん。うちも一生

懸命、一緒になってるんですが、そこがさらに

うまくやってるということは１つの大きな力だ

と思いました。

それから２番目の教育風土がすばらしいとい

うことについては、去年の文部科学省がやった

学力フォーラムで基調講演をした阪大の志水と

いう先生だったんですが、その志水先生が書か

れたメモを見たら、いわゆるつながりの格差が

学力格差だと。つながりの格差というのは、コ

ミュニティーの格差というか、家庭の中。その

中で具体的な指標として言うならば、例えばお

金とかいうことよりも、例えば持ち家率がどう

かとか、離婚率がどうかということをおっ

しゃってました。実際に私は調べましたが、そ

ういう点ではきわめて秋田はすばらしいです。

一緒に同行した職員と、「マンションがない
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なあ」と言ってたら、マンションが売れないん

だと。

実は、100人の人口に対して３世代同居が30

人以上と、宮崎県は11人ぐらいであります。そ

れから離婚率について平成25年度のデータで宮

崎は、余り言わんほうがいいでしょうが、下か

ら何番目っていうような状況なんですが。秋田

は、離婚率最下位、46位という。やっぱりそう

いう部分で。もう１つ思ったのが、「私立中学

がどれくらいあるんですか」と聞いたら─私

立中学校がたくさんあれば、仮に私立中学のほ

うが成績がいいとすれば、成績が下がるはずだ

と─私立中学校が何校かあったけど、募集停

止しましたと。私立には行かないと。

宮崎の場合、六百何十人というのが私立中学

校に行っています。その子たちが仮に成績がい

いとしたら、それは、データに入りませんから、

そういう差もある。

やはり教育的な風土という点では、非常に学

校を見て回っても思ったんですが、落ち着いて

います。授業中にうろうろするような子供がい

ないとかいうようなことがある。

それから３番目の学力のお金の話ですが、実

は秋田は、文科省の定数を100とすると、103.

何ぼという定数、3.何％は秋田県の持ち出しで

やってます。宮崎はほとんど100％です。こと

しで言えば７億6,000万だったですか、それぐ

らいを人をふやすために県の独自の予算で組ん

でいると。それによって小学校１年生から小学

校５年生までが30人学級、中学校は全て30人学

級、宮崎県は１年生と２年生しかやれない。

私もやりたいと思うんですが、特別支援学校

の教室が足りないとか、安全上危ないというと

ころを優先せざるを得ません。だから、私たち

がやれることは必至でやりたい。やっぱりその

教師の授業力を上げるとか、家庭教育も一緒に

なってやるとか、そういう意味でこの前秋田か

ら帰ってきて、全国学力の結果も出たので、う

ちの関係職員を全部集めろと言って、その集め

ろといったときに学校政策課だけじゃなくて、

事務所も来いと、それからスポーツ振興課も生

涯学習課も、教職員課も来い、危機感を一緒に

持とうというような話をしたんですが、私たち

がやれることは最大限やりたい。委員がおっ

しゃったとおり、やっぱり全国平均を超えれば

誇りという気持ちは全然違うと思います。学力

だけじゃないと思うんですけど。そういう意味

で、非常に重く受けとめております。

○中野委員 風土という言葉が出たけど、秋田

県がトップに出たのは、私の記憶ではここ二、

三年しかないわけです。昔からよかったんかな。

その前は栃木県とか、栃木県の教育ホームペ

ージやら見たけど。

だから、そういうもろもろ。今言われた離婚

率、宮崎はたしか全国で２番目くらい。

それと、私は所得の格差、これが違うという

ことで、これは都会にやっぱり負けるなと思っ

てた。しかし、秋田県の所得なんて、宮崎とそ

んな変わるもんじゃないですよ。そこら辺を見

たときに何かなと思って。やっぱり学校の教育

のやり方、教え方、それがいろいろあるかなと。

だから今、金額が違うという話が出たけど、じゃ

あ具体的に何が違うかと出したらいいじゃない

ですか。そういう分析の結果を出してもらえば、

そこ辺のまたやり方があるわけで、口頭じゃな

くて、今そういうのを整理できてます。

宮崎県と秋田県と比べた場合に義務的経費

じゃないけど、職員の給料とかそういうのは別
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にして、いわゆる学力向上というか、そこ辺が

どう違うか。違うってことは中身が違うという

ことですよね。

具体的には何が違うかというのを、私はそこ

までやっておられるんなら出してもらいたいわ

け。納得するようなものを。

○飛田教育長 教育委員会が一義的にやれるこ

とは、委員がおっしゃるとおり先生の授業力を

上げるとか、あるいは、先生によって指導力が

あったところをチームでやることが、まず一番

だと私は思ってます。

それを、やれる環境をつくるためにさっきの

少人数指導とかいうのは意味があると思ってる

んですが、私は財政的なことは余り素人でわか

らんのですが、秋田に行って「当初予算はどれ

くらいありますか」ということを聞きました。

そうするとここ四、五年調べてもらったらやっ

ぱり6,000億位ですね。秋田県というのは、宮

崎県より少し人口が少ない、101万くらいでしょ

うか、うちが116万くらいで、当初予算の予算

というのはここ数年5,600億とか、5,700億ぐら

いで、その数百億の差というのがこういうとこ

ろに使えるのかなという気はしたとこでした。

○中野委員 数百億というと大きいですよ。だ

から実際、政策としてやってる範囲、学力向上

とか含めて、何が違うかというのを出してみて、

じゃあ金がなくてもこの分はできるよねという

部分もあるわけですよ。納得するような、そう

いう分析を出してもらいたいわけですよ。

今回は別として、そこまで研究しておるん

だったら、今後、今からできますよね。

○飛田教育長 絶対正しいかどうかという、今、

客観的な数字の部分と、授業を見た感想などと

いうのは出せる分についてはぜひ前向きに検討

して、素材として御提供できたらと思います。

○中野委員 だから、それは簡単。予算書の中

身を見れば、どこ辺が違うか。課ごとにも違う

し、スポーツに金を入れてるとか、そこ辺の分

析をやらなきゃね、行っても何もならんですよ。

ここで言うだけじゃ。それぜひやってください。

それと、この科目。ほとんど平均レベル、こ

れはわかるんですよ。ただ、いつも言うように、

私は県民から見た場合はね、やっぱり宮崎県は

教育県よねというときの判断材料としては、理

屈としてはこれで全国何位かということしかな

いわけです。

支援監、全国平均点数よりちょっと下がって

るけどこれ何位やったんですか。できたらこれ

科目別に。わかるでしょ。

○永山学校支援監 申し訳ありません。この調

査の順位ということではないんですが、順位を

申し述べるという状況にないんですけれども。

あくまで、これは学習状況ということであり

ますので。

○中野委員 何で、それだったら全国１位、２

位とかが出るわけ。

○永山学校支援監 うちとしては、１位、２位

とかいう状況で把握してるものじゃなくて、平

均と比べどうかというところで言ってます。新

聞報道等も含めながら出た状況によりますと、

本県においては、小学校は平均正答率的なもの

でいけば31位ぐらいです。

中学校のほうが37位という、平均の状況で

いったらそういう状況にはなっています。

○中野委員 順番を公表するか、しなくても。

じゃあ宮崎県の中学校、高校全てがこの平均点

数より以下ということはないわけよな。上もあ

るわけ。そこ辺の分析はどうですか。
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○永山学校支援監 もう１回お願いします。済

みません。

○中野委員 平均点数ということは、県内でも

この平均点数より上もあるわけ、下もあるから

平均。そこ辺の平均点数より上だった学校もあ

るわけや。そこ辺の分析はどうなんですか。

○永山学校支援監 そこ辺の分析は、今、して

いるところでありますし、ただ、考えておかな

いといけないのは、取り組みの状況によって平

均ではないんだけれども、経過として頑張って

成果を上げている学校もあります。

ですから、そういう状況も含めて、何校とい

うところの状況ということも申し添えることは

できないんですけれども。

○中野委員 何で、できんのですか。やろうと

思えばできるでしょ。教育委員会としてしとら

んだけでしょ。

○永山学校支援監 教育委員会としては把握し

ております。

○中野委員 だから、何でそこまでする必要は

ないと判断するわけですか。

○永山学校支援監 教育委員会としては、まず

各学校の状況というのは、今回のデータから把

握できるものについては、把握をさせていただ

いて、全国の平均の状況から見て各学校がどう

いう状況にあるのかというのは、今回の結果か

らも把握はさせていただいているところです。

具体的にはそういう学校の状況を踏まえてい

きながら、どんな手をとっていくかというとこ

ろが本当に大事な視点になってくると思ってい

るところです。

ですから、経年、成果を上げている学校とい

うのはどんな取り組みをしているのか、なかな

か十分成果が上がっていないところにはどうい

う課題があるのかというところを、今、分析を

していきながらきちんとそこの学校に具体的に

指導ができるような、例えば、今まで１回か２

回しか行ってなかった学校訪問を、課題のある

学校に関してはもっと回数をふやして具体的に

指導するというところも含めて検討はしている

ところであります。

○中野委員 いろいろ話は飛ぶけど、わざわざ

教育委員会が行って指導。校長は何のためにお

るんですか。

○永山学校支援監 今、委員がおっしゃるとお

り、まず行政として県教育委員会としてどんな

関わりがいいのか。そして先ほどありましたけ

ど、市町村教育委員会としてどんな役割で関

わっていけばいいのか。そして最終的には、や

はり学校の長である、学校長として全職員のそ

ういう指導力という観点、実際に学校に届いて

いるデータをきちんと分析して、具体的な取り

組みがなされているかというところをしっかり

と見届けなければいけないと思っております。

○中野委員 だから、県教育委員会の存在とは

何なんですか。県内の、それは地方の市町村も

ありますよ。県教育委員会としての関わりはど

うなのか、関わりとはなんですか。私は、宮崎

県の教育、やっぱりこういうのが悪いのは、最

終的には県の教育委員会の責任だと言われても

違いますと言えるか。もうそんな関わりとか、

俺に言わすと本当にやる気があるのかどうかわ

かんない。逃げるような発言してね。

宮崎県の教育委員会のレベルについては、ま

ず県教育委員会の責任だと言われても、そりゃ

市町村の教育委員会ですとか言える話じゃな

い。だって、みんなまとめて研修は県教育委員

会がしてるし、人事だってしとるわけで。関わ
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りとか、そこ辺はどうですか、教育長。そんな

教育委員会というのは無責任な態度ですか。

○飛田教育長 今、御指摘のとおり我々が職権

としてやってる最大のことは人事。市町村内は

市町村の教育長の意向がかなり入りますが、そ

れともう１つは、研修の多くをうちでさせてい

ただいております。

それは、全体的に教育の水準を上げる、ある

いは地域でバランスが取れたことをやるという

ことですから、おっしゃるとおり県がやっぱり

一義的に責任がある。ただ、直接的な学校の管

理指導というのは、私たちが直接出せんから、

私はさっき秋田に行ってすごくすばらしいと

思ったのは、その連携プレーがすばらしいです。

やっぱりそこは強化していかないといかん。そ

して、一緒になってやりたい。そういう意味で、

この前の夏の研修会でも「全国１位を目指しま

しょう。誇りを持たせましょう」ということを、

市町村教育長さんの前で宣言させていただいた

ところです。

○中野委員 県教委と市町村教育委員会の仕組

みはわかるわけ。

ただ、全体としてみる場合、市町村教育委員

会があるでしょうと。今言ったように教職員の

指導、講習会、そのスーパーティーチャーを置

いて指導する、モデル校をつくる、そういうこ

とをみんな市町村の中で、県がやるわけでしょ

う。実態はそういうけど、県の教育委員会が法

的には若干違うにしても、実態はそうなんです

よ。使い分けるとそうなるんです。

私は、最初は使い分けて、やっぱり実態は県

教育委員会がしっかり目標を立ててやることだ

と思う。

それで、この結果は各教育委員会ごとにわか

るでしょう。学校ごとにわかるでしょう。これ

をどうやって私は分析しておるかっていうのを

知りたいわけ。

○永山学校支援監 市町村教育委員会において

は、これまでの状況も含めて、全国の平均から

比べてみて、どういう傾向があるのかというと

ころと、そこの市町村の取り組みも含めていき

ながら、学校も含めてどんな課題があるのかと

いうところを把握をしていきながら、課題のあ

るところについては、一緒になって学校訪問等

を通してやってる状況にあります。

各学校においても、今やっているのは、まず

は子供の実態をどう捉えているかというところ

であります。全国学習状況調査については、各

学校は子供の状況がわかっております。そこの

ところに目を向けるような対応ということで、

しっかりとどこが足りなかったのかというとこ

ろで、具体的に調査をもとにした計画書みたい

なものを作成してもらっています。そこをもと

にしていきながら、一緒になって市町村教育委

員会、学校、そして県教委というような形で連

携をした中での指導をしているところでありま

す。

○中野委員 支援監、私は学力調査を上げるた

めにはどうしたらいいかという質問をしてるわ

けよ。だから、今、支援監の言いよることは全

然具体性がないわけ。教育委員会から計画を上

げてもらってますとかね。

だって、全市町村の教育委員会の実態が知れ

るのは県内で、県教育委員会だけでしょう。そ

れを分析できるのは県教育委員会しかないわ

け、県しか。

そこの中から問題点をどう改善するかという

次のことを言ってるわけよ。極端な言い方する
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と、どこの学校の、先生の教え方なんてデータ

とればわかるわけやろ。そういう具体的な方策、

どう分析してるかということを聞いてるわけ。

やってないから、そんなわけのわからんような、

わからんときはわからんて答えて。

○川井田教育次長（教育政策担当） 今の件に

ついて、分析をした結果、どこを上げなきゃい

けないかということでは中間層の下のほう、こ

こは県を上げてやれば、上げられるというよう

なものを教育委員会では持っております。です

から、そこに焦点を当てた学力向上を具体的に

図っていかなきゃいけないと、その具体的とい

うのの１つは、先ほど言われました、校長にど

れだけ意識を持たせられるか、うちは学力が低

いんだ、何とかして上げないといけないという

ような意識を持たせられるかということがまず

１つ。そして、市町村教育委員会とベクトルが

そろわないということが一番つながっていきま

せんので、県の教育委員会と、市町村教育委員

会が話をする中で、お宅のどこの学校はこれく

らいしかないんだから、ここをどうやって上げ

るのというようなことを問うていくことをこれ

からしていかなきゃいけないだろうというのが

２点目です。

もう１つは、ＰＴＡがどこの学校にもあるん

ですけど、ＰＴＡは本当にその家での宅習を学

校でやってることとつながるように、やってる

かどうかの確認をしていただくようなことも考

えております。

それは、具体的にもっと言うと、例えば毎日

本読みをしましょう。毎日宿題が出たら、きち

んと宿題をしましょうというようなことをＰＴ

Ａもみんなで声を合わせてやるような雰囲気を

学校の中につくっていただくというようなこと

を具体的にやっていくことと、もう１つは、人

事をきちんとやっていかなきゃいけない。中野

委員も言われましたけれども、問題のある学校

にそれなりの力の先生を入れていくというよう

なことを具体的にやっていかないと、核になる

人がいない学校ではなかなか上がってこないと

いうところで具体的にそのような手立てを打っ

ていかなければならないということは、今、具

体的に話を進めて、各課を超えてやって行きた

いと思っているところです。

○中野委員 これからという話が出てくるんだ

けど、これ過去５年でもいいですよ。学力調査

の結果はどういう状況ですかね。

何年か前は平均以上だったという記憶がある

んやけど、四、五年前かな。順番としては、ちょっ

とその辺どうなってます。

○永山学校支援監 これまでの状況からいきま

すと、小学校においては、19年度等については、

約真ん中くらいの25番目くらいの状況がありま

した。それをずっとある程度維持している状況

です。平均を超える科目についても、小学校に

おいては大体２科目は、算数、数学の４つの中

で２領域においては平均を超えてたという状況

があります。

中学校につきましては、平成19年度について

は、若干平均よりも少し高い状況を維持してお

りましたけれども、最近、ちょっと中学校にお

いて平均より下がったという、経年の状況はそ

ういう状況にあります。

○中野委員 結局、そういう時期もあったわけ

ですよ。だから、これ何でかなって、いろんな

予想を、所得の問題、さっき言った問題、それ

はそれでいいんです。だったら、極端な言い方

すると、言い方が難しいんだけど、分析の仕方
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としては市町村教育委員会のデータがみんなわ

かるわけよ。県教育委員会からもらおうと思え

ば、すぐもらえるわけで、みんなそれを分析し

て平均を上げるということは、上を上げるのは

もう100点以上はないわけで、下をどう上げる

かという話の中で、中には０点の人もおるから、

そこがバーンと平均点を下げておるかもわから

ん。中には、悪いけど、そういう人がいるわね。

分析の仕方としては、そういう人を外したらこ

うですよという言い方もできるわけ。

だから、今ちょっと、これは言えるのかな、

普通は特別学級の人達が、親の希望で普通学校

に行ったりする。悪いんだけど、それでいいん

だけど、こういう結果はかなり低いかもわから

ん。そういうところが足を引っ張って、その学

校は平均点数がずっと落ちてるという可能性も

あるわけ。私は、そういう特殊要因を引き出し

た残りで見るとこうですよという、そんな分析

だってあるわけよ。だから、それ、どんな分析

をしてるか、いいところばっかりしか新聞には

出とらん。だって、ＵＭＫかどっか、番数をつ

けて出しとったですよみんな。

教職員の研修、これはみんな一律に１年に１

回とか、２年に１回とか、順番というか、そう

いう研修の仕方ですか。昔一ツ葉にあったです

よね、今もあそこの研修センターですか。

そこの研修というのは、先生のピックアッ

プっていうのは、どんなやり方しとるんですか。

○永山学校支援監 研修については、まず必ず

受ける研修というところについて初任者の研

修、それからある程度５年を経過された先生方

の研修であるとか、10年を経験をされた方の研

修ということで、それぞれの経験年数に応じた

研修も位置づけております。

そして、例えば学力向上とかいうことに関し

ては、基礎的、基本的な定着を図るにはどうし

たらいいのかとか、あるいは、それぞれの課題

に応じた講座も開設して、そこには各学校に呼

びかけていきながら、希望する先生方を呼んで

やる研修もあります。

そしてもう１つは、基本的に学習指導要領が

きちんと各学校で実施できるようにというとこ

ろで、各学校のそういう方々に来ていただく中

での研修というところを行っているところでは

あります。

○中野委員 私はそういう研修も一律じゃなく

て、やっぱりさっき言ったように１万人もおる

と、いろんな得手、不得手もあるし。ただそこ

の、いわゆるこの学力調査の分析次第では、デ

ータを取っとれば、Ａ先生のところは悪いよね

とか、そういう傾向は必ず分析に出てくるはず

だと思うんです。私は、何でそう言うかという

と、そういう先生についた子供は、やっぱり不

幸せなんですよ。かわいそうやと思う。

子供に公平に教育をさせるというんだった

ら、先生の質も低いところは上げて、そういう

先生は悪いけど、別途講習するとか、そこまで

すべきだと思うんですけど、どうですか教育長。

差がつき過ぎですか。レッテル張られるといか

んかな。

○永山学校支援監 委員御指摘があったとおり

で、やはり先生方の指導力というのをつけてい

くというのは大事な問題であります。

今回の全国学習状況調査というところから見

たときには、６年生の結果ですけれども、結局

５年生までの状況が重なっているということ

で、今の６年生の成績ということだけではあり

ません。ですから、結果を踏まえて、全体が学
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校として指導力を上げていくということもして

いかなきゃいけないと思っております。

○飛田教育長 究極的に言えば、さっき私申し

上げた中で、すごくこだわりながら申し上げた

ところ、例えば、子供たちの家庭環境だとか、

置かれた立場とか、それでもし子供が学力がつ

いてないという仮説が成り立つとすれば、それ

を打ち破れるのは学校しかないんですね。先生

しかない。だから、委員のおっしゃるようにそ

こを何とかするのが我々の仕事だと思います。

ですから、この学校は厳しいと、その厳しい

原因が学校の教師の指導力にあれば、そこは徹

底してやらないといかん。やるためには、市町

村とタッグを組むことが一番大事だと思ってま

すし、それをどういう形で研修するか。例えば、

私、研修でやり方を変えろと言ったのは、各学

校で課題があるところに教育センターから指導

者を派遣してそこでやれ、その課題のあること

についてやれと。あるいは、特別に厳しい職員

は、個別に取り分けて、今、研修をやっており

ます。ですから、そういうことをやって、全体

の水準を上げる。あるいは学校で、なかなか厳

しい学校があると、そのときには例えば生徒指

導上厳しい課題があるから、学力まで課題があ

るのは生徒指導上のことで配慮するようなこと

をしないといかんし、それを一つ一つ見ながら

やっていくことが大事だろうと。

それからさっきのお話で、非常に共感できる

ことは、義務教育は大事だということは、やっ

ぱり生きる基盤になると思うんですね。さっき

下の生徒、下の児童をどうかしないといかん、

それはまさにそうだと思います。やっぱりそこ

が越えられんと、その子供たちが社会に出てき

たとき、非常に大変だというところは現場の教

師にそれが一番だということを訴え続けながら

やっていきたいと思います。

○中野委員 それと、さっき言ったように分析

をすれば、クラスごと、先生ごと、学校ごとで

きるわけです。だから校長先生が学力向上にや

る気、子供だけにやる気と言っても、校長先生

がそういう認識をどう思っておるかということ

ですよ。校長先生の評価もあっていいと思うん

だけど、先生だけやる。校長先生のやる気とい

うのが絶対。何でもそうよ、トップの長という

のは。教育委員会で教育長のやる気がどんな方

向に向いてるかって、みんな目を向けとるわけ

よ。

○飛田教育長 まさにそのとおりで、誰をどこ

の学校の校長にするかというときは、やっぱり

そういうことをかなり考えながらやっておりま

す。ここは生徒指導上課題があるからうまく

いってなかったら、どういうリーダーを持って

行ったら子供たちを変えきるか、職員を変えき

るか、学力についても一緒です。そういうこと

をさらに細かく、念を入れてやろうと思います。

○中野委員 みんな人間それぞれこれがあった

りするからな。本当ですよ。中身の分析でやら

んとね。

それと、スーパーティーチャーというのは、

現状はどんな指導しとるわけですか。

○西田教職員課長 スーパーティーチャーの昨

年度の実績で言いますと18名おりまして、その

スーパーティーチャーが授業公開という形で授

業をするのが年間45回です。あと、研修会を138

回実施しております。またその他、具体的に授

業に悩みを持っている教員に対する悩み相談と

いうような形のことを行っております。

○中野委員 スーパーティーチャーって、秋田
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にもそんな制度があるんですか。スーパーティ

ーチャーは文科省の全国的なあれですか。

○飛田教育長 同じく視察に行ってきたので私

が答えますが、秋田にはスーパーティーチャー

はありません。教育専門監という制度をつくっ

てます。それはスーパーティーチャーじゃない

けど、市町村教育委員会で一番授業がうまい先

生を、市町村教育委員会がうちの市町村ではこ

の人をリーダーにしようというのを県教委に推

薦して、県教委が合議をして、それをしようと

いうことで、教員専門監という名前で、いうな

ればそこの授業研究のリーダーとなる先生をし

てました。だから、少し制度は違いますが、やっ

ぱり優れた人を地域のリーダーとしてやってい

るというのはあります。

○中野委員 制度は違うけど、秋田はそんな先

生をやってますと。じゃあ、なくても全国上位

に上がれるという話にもなります。まあ、いい

けど。

それで、スーパーティーチャー、通り一遍の

みんな集めて、全体を引き上げるというのはい

いんですよ。それはそれでいいんだけど、やっ

ぱり分析した結果、どこどこ小学校のここはと

いうデータが出るわけだから、弱いよねと。あ

る程度、出てくるでしょう。やっぱりそういう

ところを重点的にスーパーティーチャーをつけ

るとか、今聞いたらそんな話がなかったから言

うんやけど。

○西田教職員課長 指導教諭という職がありま

して、教諭の上に指導教諭がおります。教頭の

間になる職。これは、スーパーティーチャーを

含んでおります。だから、昨年でいうとスーパ

ーティーチャーが18名おりまして、同じ職の中

でも33人は指導教諭と、その指導教諭の役割と

いうのは、地域レベルでの授業力向上のための

活動を行っております。

スーパーティーチャーにつきましては、県レ

ベルということでできるだけその両方を追いな

がら地域の指導力を向上させるという構想で進

んでいるところです。

○中野委員 だから、学校ごとに置いてるとい

うその基準はどうやって決まるんですか。その

スーパーティーチャーらしき人は各学校にいる

わけ。

○西田教職員課長 理想的には、指導教諭が各

学校１名ぐらいいるほうが本当はよろしいんで

すけど、この指導教諭を選考するに当たりまし

てまず本人が希望しまして、そして学校の校長

の推薦があって、授業を見ながら決めるという

ようなスタイルをとっております。

そういう意味で、まだ人数的には現在55名と

いうことで、十分賄えてない状況があるという

ことです。

○中野委員 客観的に授業を見ながら決めると

いうのは、人間、同じようなケースは出ません

よ。それだったら、何が使えるかというと、こ

の学力調査の結果を使えばいいじゃないです

か。平均点以下の学校に重点的にやるとか、そ

ういうことするための私はスーパーティーチャ

ーであり、指導教諭、どこでもおけばいいとい

う話じゃない。そういう平均点以下の学校、悪

いけどわかるわけ。そういうところに置かんこ

とには、その学校の生徒というのはかわいそう

ですよ。本当、かわいそうやと思う。

○西田教職員課長 言われるとおり、数が結構

おればそういう配置もできるかと思ってます。

ただ、状況としまして、実際の人事異動につき

ましては、市町村教育長や校長とのやり取りの
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中でうちの学校はこの教科が悪いと、だからこ

の教科のいい先生をくれというようなことが

いっぱい出てきます。そういう中で、実際スー

パーティーチャーを置ける場合と、置けない場

合というのが出てくるというのが現状です。

○中野委員 だから、数が足らんのはわかりま

すよ。じゃあ、成績の悪い学校をどこまで数え

るかという話でしょう。悪いところから置けば

いいわけよ。何もそんな難しいことない。そう

いう発想が私はおかしいと言っとるわけ。

○西田教職員課長 実際、こういう学力があん

まり振るわないという状況の中で、そういうこ

とも今後十分考えていかんとなと思います。

○中野委員 今後、考える話じゃないですよ。

こういう結果は今始まった話じゃない。教育委

員会の担当課長がそういう考え方だから、具体

的に動かんのですよ。

○西田教職員課長 これまでも一応、そういう

学力の面を配慮した人事異動というのはなかっ

たわけではなくやっておりますが、言われると

おり十分ではないということで。

○中野委員 だから、ちゃんとデータが出るで

しょうって。データの悪いところから重点的に

置けばいいんじゃないですかと言ってるわけで

す。

○西田教職員課長 おっしゃることはよくわか

ります。ただですね、指導力を全体的に向上さ

せるという面で考えたときに、どういう配置の

仕方があるかというと、確かに言われるとおり

低いところもありますが、人数の多いところに

おきながら全体波及するというところもありま

すので、その辺を両方考慮しながらやっていか

んといかんというふうになります。

○中野委員 だから、全体的に悪い、一部悪い

というのも全てデータでわかるわけでしょ。違

う。そういうデータをどう活用するかっていう

のは、データの一番問題のあるところに置いた

らどうかと言ってるわけ。全体を上げる前に、

まず底上げするために、そこの子供はかわいそ

う、不幸せですよ。そんな考え方があるかどう

か。

○西田教職員課長 十分考慮しながらやってい

きます。

○中野委員 教育長がしっかり、それはいろい

ろあるよ、何も点数だけというわけでは……。

だけど、全体的に教育県とか言われるためには、

やっぱりこれが１つの県民の指標になってるわ

け。その分析ができるわけ。だから各教育委員

会から先生をくださいと言っても、そんなデー

タもみんな教育委員会でとれるわけ。まずは底

上げ、平均点数以下の学校、まずこれができる

わけでしょう。外に出すか出さんかは別でいい

けど、そういう分析はどうか。前は地区ごとに

１回何か議会がうるさくして発表したですよ

ね。これもやっぱり町民がそういうのを知れば、

学校の先生もやっぱり緊張感持ってくるわけで

すよ。

去年か、静岡の知事が頭にきてからみんな公

表した。私はあれはよくわかるな。あれくらい

して当然と思ったけどね。やっぱりそういう、

競争ですよ。何をするでも、子供もこれから競

争世界で生きるために、学校も競争していいん

ですよ。

県の教育界がどうかっていったら、やっぱり

教育長、あなたが最高責任者になる。教育委員

長がおるけど、教育委員会は言いなりでしょ。

教育長がそこはしっかり責任感を持って、結果

は数字しかないわけですよ、わずかだと言って
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も、これ番数で出てくるわけ。ぜひ、そういう

ところに眼目をもって、１年、２年ぐらいした

ら直ると思うんだよ。６年生だけやって５年生

の教え方が悪いとまた問題あるわね。それも難

しいけど、それはどこにだってある。全国一緒

や。そのときで議論をせんと、先々まで行った

ら何も結論は出らん。要は、今の客観的に出て

る数字を見ながら、それ以上はもう理屈になっ

てしまうわけよ、私たちにしてみれば。やっぱ

り結果ですよ、何でも。我々だって選挙にとおっ

て結果やからね、みんな結果でしか物は言えん。

ぜひそういうことで、再度、教育長の決意のほ

どを。だから眼目をどこに置くかですよ。

○飛田教育長 この結果を見て、やっぱり何と

か平均をまず超えたいという気持ちで、さっき

申し上げたように、すぐ職員を集めました。今、

具体的にも手を打とうと思っているのは、さっ

き言いましたが、市町村教育長さんにデータを

第１陣を持って行かせた、次は市町村ごとに校

長を集めて対策会議を具体的にやっていく。

次、考えてるのが、もうすぐやろうと思って

るのが、結果から教育をどう構築するかという

講師を呼んで、県教委の指導主事、それから市

町村にも呼びかけてますが、その研修をやろう

と思います。

それから、その次に考えてるのは、この前、

私実際、秋田に行って学校を、授業を見てきま

した。これはすばらしいと、指定校で、Ｂ問題

のいわゆる活用の問題をうまくやっている。そ

この校長に、いうなら意識改革のためにうちの

研修会に来てもらおうということを今、日取り

の調整をしています。具体的に、そういうこと

を取り組んで、やっぱり何とかしたいと思って

おります。

○日高副委員長 今の学力の件は、中野委員が

いろいろ話したとおりだと思います。

私は市議会議員も経験してるんですよね。例

えば、教育長がいて、校長がいて、教員がいま

して、そこの市町村の教育長としては、どこの

学力が悪くて、どこがよくてというのは大体把

握をされてますよね。

その中でやはり一番必要なのは、30人学級を

ふやしていこうとか、そこで教師２人つけて、

もう１人の補助教員というのをつけて、学力の

低い子供についてはマンツーマンでやるという

ことも市町村はやられてるところもありますよ

ね。

そういった中でやっていけば、中間から下の

レベルはちょっとずつ上がっていくと思うんで

すよ。

そこの一番ネックになってるところは、県が

やっぱりなかなか予算の関係で教員を回してく

れない、それはスーパーティーチャーに限らず

ですよ。そういった状況が現実的にはあるん

じゃないかなと思っております。そこら辺が、

県教委と市町村の関係、ちょっとその辺ががっ

ちりいってないというよりも、お互いわかって

るけど出せないというところが、その中間から

下の層のところがなかなか底上げできないとこ

ろじゃないかなと、私、分析してるんですよ。

そういうのはどうなんでしょうか。

○飛田教育長 例えば、県単で100人とか200人

の教師を、融通ができるような人数を持ってれ

ば、ある程度思い切ったことができるんですが、

国の基礎定数をもとに全部配置をしてると。

おっしゃったとおり市町村で、正式な職員じゃ

なくてもその補助のために、教室を立って歩く

ような生徒がおるようなクラスに人をつけたり
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して何とかしてるというのはありますが、私た

ちとしてもおっしゃるとおりできるだけきめ細

やかにやろうとしてます。ところが、限られた

定数の中でそれを潤沢にやれるという話じゃな

い、十分聞き取りながら。

それともう１つ、私は教育長になってから、

国に行って定数を何とかしてくれと。例えば基

礎定数の以外に、生徒指導上のこととか、学習

指導上のことに国がある程度毎年つけてくれる

定数があるんです。それをぜひ宮崎に回してく

れということもしてます。やれる手をやって、

少しでも市町村の教育がよくなるように、また

県立学校においても一緒ですが、やっぱり今後

ともやっていきたい。

ただ、それが十分、市町村が希望するほどの

人がつけられるかというとそれはおっしゃると

おりであります。十分わかっております。私が

動ける範囲では、精いっぱい動こうと思ってい

ます。

○日高副委員長 まだ義務教育国庫負担金の問

題があって、なかなかその辺が振るわないとい

うことで。ただ法律的には、もう国は、例えば25

人学級、30人学級をやるならやってくださいよ

と、それはもう自由にやってくださいよという

ことになってますよね。

ただ、持ち出しが市町村になるものですから、

市町村がやるのは、教師のＯＢに、どうにか手

伝ってくれんかということで、ちょっとした市

の一般財源の持ち出しでお願いしますとやって

いるところも実質あるんですよね。その辺を考

慮というか、努力も見てもらいながら、その辺

のネットワークというのも、県もＯＢがごろご

ろおったりするんだから、その辺の活用をもち

ろんできるんではないかなということもまた一

理あるのかなと思ってます。

人事はさすがに大事だなということは思いま

す。これは区分けがありますよね。県の場合は、

県北地区とか、県央、県南と。県央の先生を県

北にずっとというわけにはいかんという部分が

あります。お医者さんじゃないけど、県央にい

い先生が集まりがちだというのも、正直これは

言われておりました。これも話題になりまして、

県北のほうではですね。

だから、その辺の配置は難しいと思うんです

が、やはりそういった中でもうまく先生たちを

配分していくと、枠を超えてやることも必要で

はないかなと思うんですが、その辺はどうお考

えですか。

○飛田教育長 おっしゃるとおりです。

私は教育長になって、例えば西臼杵の人事異

動のあり方とか、南那珂の人事異動のあり方、

市町村教育長が理解いただかないとだめなんで

すが、正直言って随分変えました。

それから、ほかに地区ごとの採用もできない

かというようなことも技術的な検討をしました

けど、これどうしてもやっぱりものすごく人数

が少ないものですから、今のところ制度的な設

計ができていません。

それともう１つは、財務省と文科省の間の駆

け引きもあって、結局ことしも定数がかなりや

られそうな雰囲気でしたけど、何とか、ある程

度のところでとまってますが、国の中において

も定数を向こう何年かをこういう定数でいくと

いう計画をつくり切ってない。そこあたりは

やっぱり地方から国に声を届けながら、困って

るということをどんどん発信していきたいと

思っております。

○日高副委員長 そういう人事もぜひお願いし
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てやってもらいたいのと。私も小学生が２人い

るんですが、言わんと勉強をしないですね。親

ですから叱りますよ。このテストは何かとテス

トを見せてやる。でも学校は全員が平等に、一

律に教わるところなんですね。あと、どれだけ

やるかというのは、予習、復習を家でどれだけ

やって真剣にやるかという、親がその家庭でど

ういう教え方をするかということが非常に大き

い。自分の経験で大きいかなと。私もこっちに

くる機会が多くて、もう嫁に任せっきりですけ

ど、やはりその辺はしっかりとしろと必ず毎日

電話して言うんですね。

その辺はさせとかんと、なかなか本物は身に

つかんということがあるなということが言える

と思います。

それともう１点なんですけど、キャリア教育

についてです。キャリア教育の中で、今回、大

西課長が、キャリア教育は重要な、これから担

うものだと。教育長が着眼点がよかったのか日

向のほうでキャリア教育支援センター、これは

やはり人材がいまして、もうすごくやっていま

す。あそこはグローバル人材じゃないですよ、

グローカルなんですよ。まず、自分のところを

しっかり知って、国外とかに行って活躍する。

自分の住まいのことについて知らないと、世の

中で活躍しても郷土を忘れるという、そういう

新たな取り組みをしておる中で、これからどん

どん進んでいこうという状況であります。これ

から総合戦略の中では、いわゆる教育と産業を

つなげる中では、本当にいいモデル事業です。

ですから、この辺を継続してやりながら、ま

だ拡大してやっていく方向というのが県下全体

に広がっていく。教育長も県下全体にやりたい

と力強く言った。これを継続してこそ宮崎の

キャリア教育はあるんではないかなと思ってい

るんですが、その辺、ちょっと教育長に。

○飛田教育長 おっしゃるとおりだと思いま

す。私は10年くらい前に学校政策課長をしてた

んですが、そのときに一番困ったのが高校生が

行き場がないんです。就職がないという状況が

ありました。

かなり営業というんですかね、とってくれと

回ったんですが、今、逆転の兆しが出てきてま

す。恐らく、県内の企業が100人とりたいと思っ

てるところ、ことしの春は何人とれたでしょう

か。私はデータを持ちませんけど70とか80に

なった。今考えてるのは、日向で本当にいい取

り組みをしていただきました。うちもお願いし

て、いいところに頼んだと、自分たちで思って

ますし、日向に協力いただいて、いい人材もお

られて、いい取り組みができて、あの取り組み

は今いろんなところで紹介させていただいてる

んですが、できればそれを県全体のことにした

いと。だから、なかなか限られた予算の中でど

うするか。

ただ、もう１つできんかなと思っているのは、

そういうチャンスが来たと思いますので、商工

会議所とか、企業団体がそういうことに目をつ

けていただけんかなと。そこと一緒になって宮

崎に子供を残しましょうやと。例えば私と一緒

に宮崎の未来をつくりませんかというような社

長はいませんかというような動きをやって、あ

る県では商工会議所が小中高校へインターン

シップの求人票を出す、いろんな取り決めをさ

れてます。そういう事例もしながら、もうちょっ

と違う枠組みを考えながら発展的にやりたい

と、今、その検討を学校政策課にさせていると

ころです。
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○日高副委員長 これは、旭化成の元室長であ

られます水永さんが中心になってやられてて、

彼は日向市でとどまる人ではない。宮崎県全体、

それを超えてでもやりたい、やってるぞという

方ですので、日向だけにとどまる必要はない。

これをどんどん伸ばしてやることが、私は重要

なことだと思います。

先ほど商工会議所の話が出まして、商工会議

所とそういったキャリアセンターが一体でやっ

た例というのは、成功例だと思うんですよ。こ

の辺もつながりがあって、まだ完全にでき上

がってる状況ではありません。３年くらいで、

簡単にできるような代物ではない。これをまだ

まだ徐々に広めていきながら、一遍にやるより

もこつこつとやったほうが成功すると私は思い

ますので。

○飛田教育長 それぞれのところが、やっぱり

そこのネットワークをきちっとつくっていかな

いと簡単にはいかんと思うんですね。企業の会

の方にしても、やっぱりそれはいいことだ、一

緒にやろうやいう感じの。おっしゃるとおり、

一つ一つ地道にしながら、そういう波紋をいろ

んな商工会議所とか、企業団体とかに投げたい

なと。試行錯誤でそう右肩上がりにいかんで

しょうけど、やっていきたいと考えているとこ

ろです。

○中野委員 高校生が半分、県外に行ったって

話、びっくりした。今まで大体ロクヨンかナナ

サンでしょう。大体宮崎は何でもロクヨンぐら

い。そういう中で、どうしても県外、都会に行

きたいという人はおるわけ。これはしょうがな

い。だから、今のこの県外行った分で、宮崎で

働く場所がないからしぶしぶ仕方なく行った人

がおるわけ。ここをしっかりとるべきだと思う

んですよ。これは学校しかとれん。県内希望し

とったけど働くところがないから仕方なく行っ

たと。この数字ぜひ捕まえるべきやと思うんで

すよ。私は昔からそう思うんやけど。

○川越学校政策課長 県内の就職が非常に低い

ということで、県外にたくさん行っているとい

う生徒たちの動向を見てみますと、県内にそう

いう希望する職種がないという部分が一部あり

ます。製造業がないとか。もう１つ、やはりしっ

かり考えていかなきゃならないのは、高校の先

生方も、それから生徒たちも、県外、県内にど

んな企業があるかということをしっかり把握し

てない部分があるんじゃないかということを感

じております。

そういったことを含めまして、県内９カ所の

学校に就職戦略コーディネーターというのを９

人おいています。このコーディネーターを中心

に、学校と企業のパイプ役を図るために、いろ

いろ企画をしてもらっていることになっていま

す。ことし、動こうとしているのが、企業の巡

見、企業はこんなところがありますよというこ

とを先生たちを連れて回る。それから生徒たち

を巡見をすると、地区ごとにそれを行うことを

計画しております。そういうことを含めて、県

内の就職を上げるということが１点。もう１つ

は結構県外の大学に行ってますので、県外の大

学から卒業した後に、県内のほうに戻って来れ

るための取り組みとして他の商工観光労働部の

ほうで卒業した生徒たち、高校卒業して県外の

大学に行った生徒たちには、県内の就職情報を

流すような取り組みをしています。

それともう１点、県内の就職をできなかった

人数等を調べるということも含めてやっていき

たいと思います。
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○中野委員 今回やっぱり売り手市場ですよ。

そういう意味も含めて、今、県内の企業への就

職はそんなに難しい話じゃないと思うんです

よ。零細企業以上はね。工業クラブとか、商工

会議所とかそこら辺の一覧表を見ればいいわけ

でね。だから、やっぱり学校の就職担当の先生

が集まって、ピックアップすればそんな難しい

話じゃないと思うんで、ぜひ、ここ辺またしっ

かり。県外に行きたい人はしょうがない、グロ

ーバル社会でね。

○日高副委員長 商工観光労働部ですね、あの

辺との連携というか、これはもう確実に県の総

合戦略として新たに書き上げてください。

この54％しかない県内就職率ですよ。これを

やっぱり最重点課題として、これの打破に向け

て頑張ってもらいたいなと、キャリア教育を

しっかり進めながらいってほしい。

○飛田教育長 今、宮崎労働局と商工観光労働

部、それと私たち企業団体、ことしのメーンテ

ーマはそれです。１回目をやったんですが、１

回目は問題把握で、どういう状況にあるかとい

うのをやりまして、この次はそれをとめる手立

てをどうするかというのを持ち寄ろうというこ

とを考えています。

やっぱり、我々ができること、企業にお願い

しないといかんこと、労働政策課とか、あるい

は国の機関がやることというのをきちっと整理

しようと。もう１つ、それが心配だったもんで

すから、ことしから商工観光労働部に、学校で

進路指導やってた職員１人を派遣しました。そ

れで一緒にやろうということを商工とかなり

タッグを組んで問題意識を持っております。ぜ

ひやっていきたいと思ってます。

○重松委員長 よろしいですか。その他ござい

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、最後にその他のその

他でございます。何かございませんか。

○中野委員 きのう警察でいろいろ聞いたら、

子供の不登校とか、いろいろある。要望でいい

けど、子供の不登校とかいじめ、これは絶対学

校の先生はわかると思うんだよ。どれだけ吸い

上げるかという話でね。ぜひ、このいじめの問

題は、しっかり学校を上げて取り組んで。時々、

私はいじめとかそんなことを聞くんやけど、小

さいいじめの始まりみたいな話を聞くけどね。

そこら辺からトイレに行っててどうのこうのと

か、今度は絶対ひとをいじめたらいかんと言っ

とるけど。

ぜひ、これだけは。大きい事件につながると

悲惨ですよ。それから不登校もしっかり学校で、

校長の姿勢だと思うけど、しっかり頑張ってく

ださい。大きい事件になるとかわいそうです。

要望でいいです。

○緒嶋委員 きょうは博物館、美術館、西都原

考古博物館、私が要請したというと、失礼であ

りますが、委員会としてですね。というのは、

教育というのは本庁だけが教育の仕事をしとる

わけじゃないわけですね。それぞれ出先の皆さ

ん方は第一線で頑張っておられることに敬意を

表したいと思うし、やはりこういう場でいろい

ろ言いたいこともあるんじゃないかなという思

いもあるし、また給料もトップクラスの給料を

とっておられるのでそれだけの仕事もしてもら

わないといかんという思いもありますので、ど

ういう取り組みを今年度やっておるかというこ

とを言いたいだけ言っていただくとありがたい

と思いますので、ぜひ順次よろしくお願いいた



- 78 -

平成27年９月18日(金)

します。

○川越県立美術館副館長 県立美術館でござい

ます。

本年度は開館20周年ということで、基本事業

の中では特別展、そのあたりで特別展を20周年

の記念事業として行うところとしておったんで

すが、新規事業として予算を確保することがで

きまして、記念式典とか、記念の冊子等を作成

させていただくことで、動かせていただいてお

ります。どうもありがとうございます。

内容的には、美術作品等がございませんで、

御要望の形と違うんですけれども、美術館とし

ましてもやはり美術作品、美術館としての収蔵

として命だと思いますし、そのあたりについて

貴重な意見をいただいたと思いますので、関係

課と相談しながら、今、実現できればというこ

とで相談をさせていただいているところでござ

います。どうも御支援ありがとうございます。

○福田県立図書館長 先ほど、久しぶりにここ

で発言をさせていただいたのでどきどきしてお

りますけれども、県立図書館は先ほど日本一読

書県ということで、今年度から動き出しており

ますけれども、日本一の読書県を達成するため

には、図書館の役割があり、学校の役割があり、

家庭の役割があり、いろんなところが一生懸命

頑張らなくちゃいけないということだろうと思

いますが、その中にありまして、先ほど申し上

げましたように、県立図書館の役割というもの

も大変大きなものがあると感じております。

県立図書館は、宮崎市にございますので、宮

崎市の方の御利用が大変多いんですけれども、

やっぱりこれは県民の図書館ですので、全県的

に広く利用していただくということが大きな課

題だと思っております。そのために、どのよう

な形でそれをやっていけるかということを本庁

の皆さんとも一生懸命考えながら、今、いろん

な新しい事業を構築できないかということで取

り組んでいるところでありますので、また委員

の皆様の御支援もよろしくお願いをしたいと思

います。

○冨髙総合博物館長 県の総合博物館におきま

しては、宮崎の自然や歴史に関する資料、

約8,000点を常設展示用に展示いたしておりま

して、多くの県民の方に、ふるさと宮崎のこと

を知っていただきたいという思いから職員もい

ろんな相違工夫をしながら、特別展示や博物館

講座、そういった事業を行っているところであ

ります。

今後、このような取り組みをさらに充実させ

ると、そして博物館の役割を果たしていくとい

うことはもちろんでございますけれども、さら

なる取り組みといたしまして、福祉ですとか、

観光など、いわゆる博物館とは本来あんまり縁

のなかったような団体との連携を図りながら、

高齢社会に対して博物館ができる役割、それか

ら観光施設としても魅力のある博物館だよと、

そういったことをいろんな方面にアピールして

いきながら、これまでになかった新しい博物館

の役割といったものも各方面に提案していきた

いなと思っているところでございます。

いずれにしましても、博物館は観覧料無料で

ございます。非常に展示物も充実しております

ので、１人でも多くの県民の方にお越しいただ

きたいと思いますし、我々もそのように頑張っ

ていきたいと思っておりますので、委員の皆様

方も、ぜひお時間をつくっていただいて御来館

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。
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○入倉県立西都原考古博物館長 西都原考古博

物館です。

具体的に説明させていただきますが、まずう

ちで取り組んでおります調査研究関係について

御説明させていただきます。

西都原考古博物館は国の特別史跡に指定され

ておりますけれども、この中で今年度は101号

墳と、265号墳という発掘調査を具体的に進め

てまいります。この成果については、近々にま

た皆様に御報告できるのではないかと考えてお

ります。

また、世界遺産に関連する取り組みといたし

まして、現在西都原古墳群の台地上の古墳につ

いては大体終了したわけですけれども、今度は

市街地との間にあります、その中間台地での地

中探査についても、ことし実施したいと考えて

おります。

さらに、古墳、古事記、日本書紀などに関連

します全国14県が連携して、ことしから共同研

究ということで古代歴史文化に関する共同調査

研究事業というのをやっておりまして、こちら

では古墳時代の玉類について研究を進めている

ところであります。

それから、展示についてでございますが、今

年度は、台湾の新北市立十三行博物館との共同

研究を深めまして、その成果をもとに相互の国

際交流展を実施することといたしておりま

す。10月３日から開会することになっておりま

す。

こういった取り組みを通しまして、古代日向

の古墳時代を中心とした展示も含めまして、世

界遺産登録に向けた機運の醸成にもつなげたい

なと考えております。

さらに、情報発信関係ですけれども、これに

つきましては、今年度、館内に無料のＷｉ―Ｆ

ｉを整備しまして、館の情報の多言語化を行い

まして、本館の魅力を国内外に発信したいと考

えております。

さらに、教育普及関係で申しますと、ことし

は新たに古代復元住居というのがありまして、

これはかなりカヤぶきが傷んでおります。これ

を県民参加型のイベントとして実施して、地域

の伝統文化や技術の継承につなげたいと考えて

おります。

以上のようなことを進めたいと思いますが、

何よりも皆様をお迎えしたいという気持ちがあ

りますので、ことしは久々に、先日の月曜日、

休館日の日ですけれども、職員総出で除草など

をやりまして、魅力を少しでも訴えたいなと

思っているところであります。

○岩切埋蔵文化財センター所長 よろしくお願

いいたします。

埋蔵文化財センターでは、道路建設など、国

や県の開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査

を、今年度は７カ所予定をしております。

また、重要古墳等の遺跡の保護を目的とした

確認調査、並びに悉皆調査も予定しているとこ

ろであります。

また、そういうふうな発掘調査で発掘されま

した出土品の整理、保存活用、保存処理という

大きな３つの業務に取り組んでおります。

なお、本日から、本年度計画しております、

埋文キャラバンという事業を実施、計画してお

りますが、五ヶ瀬町で本日から10月12日まで、

埋文キャラバンということで宮崎県内で発掘さ

れた遺物の展示会を開催する、ちょうどきょう

がスタートの日ですので、どうぞお越しいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。
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○緒嶋委員 けさのとき聞いてもよかったんで

すけど、美術品の基金ですね。これ休眠基金と

呼んでもいいと思うんですけど、これは財政課

が補塡しなければ使うことができんというの

は、これはもう使えん基金だから、このままい

けば100年でもそのままになるような基金の仕

組みになってる。だけど、これを変えようとい

うことで、財政課のほうに私も強く申しておる

んですけど、今、どのあたりまで改革が進んで

おるか。

○恵利生涯学習課長 ６月にも緒嶋委員から御

指摘いただきまして、非常に私たちにとりまし

ては追い風ということを感じて、前向きに取り

組んでいるところでございます。

定額運用基金という部分で翌年の積み戻しと

いう行為が生まれてくるということで、非常に

困難な状況にあるなということを鑑みたとき

に、どういう基金の活用があるのか、そして、

県議会の皆様方、県民の方々に御理解いただけ

る方法としてどんなものがあるかということを

今しっかり土台をつくって、何十回と財政課の

方々と協議を進めているところです。

土台といいましたのは、やっぱりその上に立

つ基金でありますので、いい加減なことはでき

ないということでその方法をじっくり今検討し

て、１日も早くその活用について図っていきた

いと考えているところでございます。

○緒嶋委員 ぜひ、皆さん方が使い勝手がいい

というと言葉がどうかと思いますけど、いずれ

にしてもやはりそれが価値ある基金でなきゃい

かんわけですよね。そして、私はこの20周年と

いう１つの節目のときに、やっぱり皆さん方が

欲しいものがあると思うんですよ。それがそう

いうチャンスのときに購入できんというのは、

基金として機能しないということになるので、

それを含めて20周年では何とか、目玉という言

葉がいいかわかりませんけれども、何かそうい

うものがあって20周年のイベントにするんだと

いうようなものがほしいなという期待もして

おったんですけれども、20周年の今度は美術館

のほうで何か目玉的なアピールするものがある

わけですかね。記念行事の中で、目玉がないと

ちょっと寂しいなという気がするわけですが、

どうですか。

○川越県立美術館副館長 今年度の特別展、そ

れこそディズニー展、そしてこの次、川端康成

展、そして東京国立近代美術館の工芸館の名品

展とか、全てこの20周年の記念ということで銘

打ってるところでございます。それ以外に美術

館の魅力を発信するという意味で、先ほど説明

すべきだったんですけれども、美術館としては

アウトリーチ活動ですね。そのあたりに力を入

れているところです。

県内各地で、美術館に来ていただくだけでな

くて、美術館が各地に行きまして、そこで美術

活動をすると、そういうアウトリーチ活動。そ

のあたりにも力を入れているところで、ことし

は「「わがまち」いきいきアートプロジェクト」

ということで、西米良村の竹原地区ですね、そ

こで県内の３人のアーティストの方が現地の自

然、そして環境、素材とか、そのあたりを使い

まして、またその地区でのインスピレーション

を受けて創作活動を約21日間ぐらいそこで行う

ということで、先週の土日で第１回目が行われ

て、そして、あしたからも実施していく予定な

んですけれども、そこで、創作の過程を皆様に、

地域の方、また観光客の方に見ていただきなが

ら、そしてまた展示作品の作成状況を見て、そ
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してまた展示まですると、そういう活動を行っ

ております。

また、その会場の準備ということで地元の方

の協力もいただきながら、地域のそれが美術の

県内への普及だけでなくて、中山間地域の活性

化とか、そのあたりにもなればということで、

ちょっと力を入れているのが１つでございま

す。

あと、もう１つですけれども、例年、旅する

美術館（タビビ）事業ということで、各地区に

美術館から作品を持って行きまして、昨年でし

たら５日間くらい、日之影町、そしてえびの市

で展覧会。美術館ではガラス越しにしか見えな

い絵が、すぐ目の前で見えると。そういうこと

で、好評を博してるところでございますけれど

も。

例えば、日之影町でいいますと、人口でいい

ますと約21％ぐらいの方が５日間ですけれども

見ていただけると、そういう意味では好評を博

してるところでございますけれども、ことし

は20周年ということもございまして、日向市の

東郷町、そこに中島記念館でございますけれど

も、そこは環境は特に整ってるところでござい

ますので、長期間の展示もできるということで、

実は美術館の作品をそこで約１カ月間展示をし

て、県北の方々にも見ていただくと、そういう

活動にも取り組んで、またその交換展というこ

とで、中島記念館の作品も、県立美術館で展示

させていただくということを計画しているとこ

ろでございます。

以上、主な目玉だと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

○緒嶋委員 大分県の美術館を見られたです

か。

○川越県立美術館副館長 大分県の美術館は、

開館前に行っただけで、まだ開館してからは私

は行ってないんですけど、館長はもう実際に

行って内容を見られています。

○緒嶋委員 あそこはあの美術館が地域活性化

の拠点になってるわけですね。そういうことで、

美術というのは文化を含めて、人間にそういう

心の潤いというか、安らぎというか、そういう

ものを与えるという意義もあるので、美術館の

よさをいかに発揮して、入館者をふやし、「本

当に美術館はすばらしいな」というような取り

組みをぜひ今後やってほしいと。来る人が来れ

ばいいわというようなことじゃなくて、いかに

人を呼び込むかという努力を美術館として知恵

を出してもらうということが、あれだけすばら

しい美術館がもったいないですよね。記念式が

あるけど、なんも目玉がないというようなこと

では、行く人が何のための20周年かというよう

なことになるので、ぜひ20周年はよかったなと

みんなが思うような記念行事というか、そうい

うふうに頑張ってください。期待しております。

次、いきます。図書館。館長も頑張っておら

れるということで敬意を表しますけれども、佐

賀県の武雄図書館はものすごく話題性がありま

す。これは、すばらしいですが、指定管理者的

な発想ということでありますが、そういう発想

というのは、自分たちからそれがいいというこ

とはなかなか言えんかなと思うけれども、そう

いうものは参考にならんのかどうか。

○福田県立図書館長 武雄図書館、私も今度福

岡で会議があった折に見せていただこうと思っ

ています。あそこは、おっしゃるように指定管

理者ということで基本的に民間があそこを運営

管理しているというところでありますけれど
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も、県立図書館と市町村立図書館は役割の違い、

機能の違いというのは当然ありますので、全て

をまねることはできないと思うんですけど。た

だ、県立図書館も今、役割機能、いろんな多く

のものが求められております。それを、現体制

の中で回して、あるいは、新しいことに取り組

んでいこうとしたときに、いろいろ工夫できる

ところは、見習えるところは取り入れながら考

えていくことも必要かなと思いますので、それ

はまた本庁ともいろいろ参考にしながら、いろ

んな県立図書館としての運営の仕方というのを

またいろいろ考えていきたいと思っておりま

す。

○緒嶋委員 日本一の読書県と言いながら、図

書の購入予算は組まないというのが合理的かど

うか私はわかりません。予算的に新たな図書を

購入することについて、皆さん方の考えと、予

算的なことの乖離があるんじゃないかなという

気もするんですけれども、大体、皆さん方それ

ぞれ専門的にいろいろと知恵を出しておられる

だろうと思うんですけど。図書購入についての、

今の、皆さん方のニーズと予算的なものとの乖

離はあんまりないですか。なかなか財政課がと

言うだろうと思うけれども。

○福田県立図書館長 昨年、図書購入費の予算

の問題がありまして、いろんな議論がおきまし

た。ある意味、それまでになかったほど、図書

館というものが県民の関心を集めて、非常に注

目を集めたという意味で、私は、前向きに捉え

て、いい機会だと思っております。

その後、県議会の皆様の御理解も、関係者の

皆さんにも御理解いただいて、今年度の図書購

入費の予算は、25年度並みの予算4,100万ちょっ

とを確保させていただいております。

それは、こういった予算はなんでもそうです

けど、あればあるにこしたことはないというこ

とはあるんですが、ただやっぱりいろんな事情

で限られたところで予算をいただいております

ので、その中で我々図書館職員としては、いろ

いろ創意工夫しながらより県民の皆さんに喜ん

でいただける、利用していただきやすい資料を

購入していくという方針で臨んでいるところで

あります。直接、お答えをしていませんけれど

も。

○緒嶋委員 頑張ってください。

次に、博物館。ここに古民家があるんですけ

ど、古民家やから老朽化しているのは間違いあ

りませんが、台風が強いのが来れば、ロープで

引っ張ったり、いろいろしてあるようなのを見

たこともあるんですが、今のその管理状況はど

うですか。

○冨髙総合博物館長 ただいま民家園には４棟

の民家、うち２棟は国の重要文化財、あとは県

指定の有形文化財ということで我々のほうで展

示させていただいておりますけれども、平成24

年ですか、強風が吹きまして、御承知のとおり

全部がカヤぶきの屋根でありますので、このカ

ヤが結構破損してしまったという状況がありま

して、今現在３棟は閉鎖をいたしております。

一番奥にあります椎葉の家だけが今オープンし

ておりまして、そこでいろんな行事をやってお

りますけれども、残り３棟につきましては、昨

年度から国のお金等も入れながら改修工事をい

たしまして、本格的に27年度改修工事が始まり

まして、28年の、来年の１月くらいには２棟の

改修工事、国の重要文化財の分だけは終わるか

なと。その後、随時、県の分、いわゆる椎葉の

家と米良の家については、28年度以降着手し
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て、29年度には全ての改修が終わるという予定

で作業を進めているところでございます。

○緒嶋委員 やはり、重要なものでありますし、

管理がよくないと強い台風が来たりしたときに

はまた崩壊してしまうというようなことがあり

ますので、ぜひ、その古民家の保全には全力を

尽くして、できるだけ早く改修をしてほしいと

思います。

今度は、西都原ですけれども、私は西都原が

世界遺産にならなければ宮崎の観光は、教育的

な価値はあるんだけれども、観光的な意味から

含めて言えば、世界遺産になることがものすご

くインパクトが強いわけですよね、宮崎県とし

たら。

宮崎県の弱みは歴史的なそういうものがない

というのがこれは修学旅行を含めて、子供たち

に見せるものがなかなかない。それが修学旅行

の子供たちがなかなか宮崎に来れない、大きな

原因の一つだと私は思うんです。風光明媚だけ

ではなかなか上がらない。そういう中で西都原

をいかに価値あるものを表に出し、世界遺産に

するかというのが、一番宮崎県の観光浮揚の決

め手になるだろうと思っております。

だから私は西都インターを西都原インターに

しろと、私も言っておるわけです。そういうこ

とが物すごくインパクトが強くなる。そういう

ことを含めたときに、そういうことに向かって

の今努力をされておると思うんですけれども、

そのあたりの考え方というか、なかなかいつに

なりますかと言ってもこれは無理な話ですが、

取り組みをどう考えておられるか。

○入倉県立西都原考古博物館長 世界遺産の登

録という問題ですけれども、日ごろから私たち

もそれを意識して進めているところです。しか

しながら、非常に御存じのようにすぐにという

事業ではございません。そのためにはまず国内

の暫定リストに載ると。そういう提案書等をつ

くって暫定リストに入る。そのためにはやはり

しっかりしたデータの蓄積、またはその構成資

産の価値というのを私たちがしっかりデータと

して調査研究しないといけないなと考えており

ます。そのために、今年度は先ほど申しました

けれども、西都原古墳群の中間台地にあります

堂ヶ島支群の調査を行うこととしております。

さらに、これも言いましたが14県共同による古

墳時代の玉類を調査するといった、構成します

資産の価値をしっかり検証していくという取り

組みが必要だと思っております。

それからもう１点、ことし、特別展でこの西

都原を初めとする南九州の古墳文化ということ

で考えましたときに、生目、西都原、新田原の

古墳群がその中心になってくるかと考えており

ます。そのために、この夏にはその特別展を実

施したところであります。こういった取り組み

を通じまして、地元の盛り上がりがぜひとも必

要ですので、そういった機運の醸成を図ってい

るところであります。

○緒嶋委員 ありがとうございます。

特に、やはり西都市なんかがもうちょっと本

気でというか、元気を出して、この西都原に力

を入れてもらうとまた違うのかなと。県は当然

力を入れていただかなければなりませんので、

ぜひ、頑張っていただきたいと思います。

埋蔵文化財ですけれども、出土したものをい

かに管理するか、保全するかという体制はもう

西都原でやっておられると思うんですけど、問

題はないわけですね。

○岩切埋蔵文化財センター所長 発掘現場で調
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査したものを、西都原にあります本館のほうに

持っていきまして、そこで水洗、そしてそれを

分析して接合して組み立てております。そこで、

遺跡の報告書の作成をして、本館のほうで保存

しております。ただ、博物館の東側にございま

す埋蔵文化財センターの神宮分館では、これま

でに発掘されたいろんな遺物、遺跡等の保存、

活用をしておりまして、そっちのほうで十分管

理をして大丈夫な状況でございます。

○緒嶋委員 ありがとうございます。

それぞれ皆さん方、持ち場、持ち場で頑張っ

ておられるということに感謝申し上げたいと思

います。

それと今度、伊東マンショの肖像画が日本に

帰ってくる、西都に帰ってくる。これはどこで

展示されるわけですかね。

○川越県立美術館副館長 伊東マンショの肖像

画展のことでございますけれども、これは総合

政策部の文化文教課が計画をしているところで

す。肖像画とかそのあたりを県立美術館で展示

したいということでお話がありまして、会場と

かは確保しているところで、来年の９月くらい

から約１カ月ぐらい展示の予定であります。

○緒嶋委員 これはなかなか皆が関心があるか

ら、かなりの入館者があるんじゃないかなと思

いますので、そういうのにあわせて美術館のＰ

Ｒ、ほかのものも含めてやられるといいかなと

思いますので、知恵を出していただきたいと思

います。ありがとうございました。

○井本委員 教育長、教育関係の本で何かよ

かったという本があったら、ちょっと教えて。

教育関係の、皆さんどうぞお勧めしますという

ような本があったら教えてください。

○飛田教育長 今、非常に迷ってしまって、こ

れ議会のほうだからどれを言おうかなって。

私がよかったなというのは、子供と先生の関

わりを書いた本では、昔だったら「二十四の瞳」

とかいうのがあるんでしょうけど、割合、最近

の本では、灰谷健次郎という少年向けの作家の

作品で、学校の教室を「兎の眼」、子供と先生

の関わりとか、子供の生きざまを描いたような

のがあります。それから、もっと新しいところ

で、これちょっとくせが強いのでどうかなと、

重松清という作家がおって、言葉になんていう

か非常に迷うんですが、悩んでる子供たちのこ

とをずっと出してる。いうなれば、不良行為を

したりするような。作品はいっぱいあります。

ちょっと題名は、私も何冊も読んだんですが、

それかテクニカルなことだったらいっぱいあり

ますけれども、これは一般の方が読まれる本で

は……。そういうのが子供の心の痛みなんかは

非常に私は印象に残っています。以上でござい

ます。

○中野委員 教育長の見解が聞きたかったんだ

が、今、答えが出らんのが今いろいろ文科省で

また教育をいろいろ変えようとしている。何で

かというと、ずっと昔先進国の中じゃ日本は

トップクラスと言われてた。ゆとり教育が始

まって地に落ちたと。なかなか難しいかもしれ

んけど、ゆとり教育で日本のそういう学力が下

がったという話なのかなというのがなかなか答

えが出ず、その結果、今、日本人の外国留学と

かそんな数が減ったとあって。ゆとり教育は

ちょっと失敗やったとかなという話になるんで

すけど、ちょっと考えがあれば。

○飛田教育長 いわゆる総合的な学習の時間が

入ったり、新しい学力観が入った、マスコミ報

道ではゆとり教育という言われ方をしたんです
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が、もしあれが間違っとったとするなら、さっ

き委員がおっしゃったので非常に共感できたの

は、子供たちの勉強というのは、ほとんど掛け

算九九にしても、漢字にしてもスパルタで覚え

ていってということ、そこを甘くしていうとい

うのは間違いだと。やっぱり９割以上はそうい

う基礎的な知識がもとになって特に義務教育は

活用があるんであって、そこをじゃなくて、そ

の使うことばっかりを意識するようなことやっ

たとしたら、やっぱり間違いで、鍛えられると

ころをちゃんと鍛えなかったとすれば、それが

間違いかなという感じがします。

ただ、ＰＩＳＡの結果なんかを見ると、正確

に年数を覚えてませんが、2009年くらい当たり

から、ここ３回ぐらいは、どの領域でもかなり

上がってきてます。だから、そう間違ってはな

いと思うんですね。

今から先は、そういうことを意識して、先ほ

どのもう１つの観点は外国留学なんか減ったと

いうのは、今、文科省も非常に必死になって、

飛び立てジャパンというのでやってますし、き

のうも宮崎県から行った子供が来てくれて打ち

合わせをしたんですが。日本で暮らそうと、世

界で暮らそうと、世界を視座に入れたことを意

識するようなことは、かなり意識していかんと

いかんなということは感じております。

○中野委員 ちょっと１つ要望。

学力調査の全国平均点の上、下の県内の学校

数を出してください。それを知りたい。

急ぐ話じゃないけど、参考に、お願いします。

○緒嶋委員 これはなかなか難しいんだけ

ど、18歳選挙権。教育長は議会でもいろいろ言

われましたけど、もちろん中立性がなきゃいけ

ないわけですよね。なかなか文科省がどういう

指針を出してくるかによって、またどうなるか

わかりません。しかし今度は若者の投票率も低

いというのは、これは大きな問題なんですね。

今度の安保法案でいろいろ若者が行動したとい

うことは、政治に関心が高まったということで

あれば、私はそれはそれなりに意義があったの

かなという気もします。その考え方いろいろあ

るでしょうけどね。そういう意味ではやはり将

来を背負う若い有権者が政治に関与して、その

中で自己主張、また若者の主張をするというこ

とは将来的には日本のためになるだろうと思う

んです。そういう意味では、特に来年の夏の全

国的な選挙で言えば参議院選挙が、もう１年も

ないうちにあるわけですね。その中では、ある

程度、今年度の３月までにそういうような主権

者教育というか、いろいろなことを含めて、県

教委としては文科省の指針を待ってこのことに

取り組むのか。県独自で何か取り組むものがあ

るのか、そこあたりをどう考えてる。

○飛田教育長 実は、文科省の指示を待たなく

てやりました。

直接的な政治の仕組みを教えるのは地歴公民

科の職員です。その研修会も既にやりました。

それからやっぱり校長が前に立ってやらない

と、地歴公民科だけじゃなくてほかの教科もや

らないといかんということで、校長会で校長を

集めて私は方針は話をしました。ただ、文科省

の話を待っとかないといかんというのは、テク

ニカルな部分でどこまで政治活動を許すかとい

うようなことは基準がでないとわかりませんの

で、それはまた適時指導をしていくということ

を申し上げました。

おっしゃったことで一番難しいのは、実際に

投票に行かない20代の青年が多いと。これをど



- 86 -

平成27年９月18日(金)

うやって変えるかというのはこれは半端なこと

じゃあ難しいと思います。

ですから、政治的中立がどうのこうのという

ことで学校現場が委縮することないように、

やっぱり先生おっしゃったとおりで、思い切っ

てやるようなことを私たちが支えない限りは学

校はなかなかちゅうちょしてしまうだろうと。

基本的なことをきちっと押さえて、学校がやれ

るような体制をつくりたいなと思ってます。

１つだけすごく悩ましいことは、仮に来年の

夏に参議院選挙に投票するとしても、18歳の子

供はそのときはどれくらいいるでしょうかね。

高校３年生の３分の１ぐらいしか、18歳になっ

てないですよね。

高校３年生から投票するという形じゃないの

で、学校で指導するとしても現実的には現場は

なかなか大変だろうと、そこあたりを校長に

言ったのは、悩んだことはすぐ相談してくれと。

我々も選挙管理委員会なり、文部科学省と連絡

をとって、できるだけ的確に学校が迷わんよう

な指示をすると、だから思い切ってやれという

ような話をしてます。

現実にはやっぱり大変だろうと思っていま

す。

○緒嶋委員 特に、今の２年生が、もう今度は

３年になるわけですよね。それから今の３年生

は来年度に、当然選挙権があるわけで。それか

らやはりそういう点も含めて、いろいろ親の主

義主張もあるから、いろいろ横やりというとい

かんですが、やっぱり学校に対するいろいろな

意見が出てくると思いますので、その辺も含め

て、毅然たるというか、学校は学校として、教

育委員会は教育委員会としての方針のもとに私

は勇気をもってそういうことを必要性を自覚し

ながら、ぜひやられることは大切なことだろう

と思いますので、頑張ってください。

○重松委員長 ほか、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それではないようですので以上

をもって教育委員会を終了いたします。

執行部の皆様お疲れさまでした。暫時休憩い

たします。

午後２時44分休憩

午後２時54分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

採決についてでありますが、申し合わせによ

り委員会審査の最終日に行うことになっており

ますので、24日に採決を行うこととし、再開時

間を13時30分としたいと思いますが、よろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 以上をもちまして本日の委員会

を終わります。

午後２時54分散会
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午後１時36分再開

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野 明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に、

議案につきまして、賛否も含め、御意見をお願

いをいたします。教育基本法の計画の変更につ

いて、皆さん方の御意見、どう感じられたか。

○緒嶋委員 これはもう、いずれにしても、目

標値を掲げてやってるから、それを何か管理指

標というか、現状はこれだというのがあり、100

％とかいう目標値にしとるわけだから、目標値

が達成できるようにやると。

○重松委員長 目指すべきだとおっしゃったん

ですもんね。

○緒嶋委員 もうそれが一番で、それじゃない

と、絵に描いた餅になる。

○重松委員長 目標を達成するのを目指すべき

だと。100％を目指すと。

○緒嶋委員 現状値を踏まえた将来の目標値を

何のために掲げてるかということです。目標値

を目指すということの管理進行というか、それ

をうまくやらんと。毎年度そういう見直しとい

うか、進行状況を確実に進めていかんと、やっ

ぱり学力でも何でも上がらんわけだから。そし

て、最後になって目標値がこれだったけど、達

成度はそこまで行きませんでしたで終わるよう

なことはいかん。

○図師委員 今からこの改定版についての意見

を付すという内容じゃなくて、この改定版をど

うするかの話ですよね。だから、意見を求めら

れても、それがこれに反映されるというわけ

じゃないですよね。

○重松委員長 暫時休憩します。

午後１時39分休憩

午後１時46分再開

○重松委員長 再開します。

御意見をまとめていただければ。

○中野委員 成果目標に日本一を目指すという

のはいいんだけど、じゃあ具体的に日本一か真

ん中かという、数字的にも抽象的なものを日本

一と言ったって、目標としては達成率もわから

んちゃないかということで、ちょっと安易に使

い過ぎじゃないかというようなことぐらい書い

てもらってもいいかなと思ったけれども。

○重松委員長 成果目標についてはですね。

○中野委員 目標というのは、学級で一番にな

るとかであれば、ぴしっとわかるんだけど。

○図師委員 成果目標を達成する、もしくは、

近づくための政策の目標並びに事業化をしっか

りしていってほしいというぐらいの何か意見を

平成27年９月24日(木)



- 88 -

平成27年９月24日(木)

されてもいいんじゃないでしょうか。でないと、

このままでは本当に絵に描いた餅になってしま

います。

○緒嶋委員 32年までに成果目標に近づく進行

状況というか、それをある程度示せということ

じゃないと、実績値が32年度はこうなりました

というだけでは、それに近づくためにどういう

努力をしたかというようなことも含めて、やは

り毎年度その指導を含めて見直さないといか

ん。進捗状況を年度ごとに進行管理みたいな感

じでやる。目標があったって、途中はどうなる

かわからん。

○中野委員 今、緒嶋委員が言われた途中のは、

政策評価というのがあるんです。これが「Ａ」

とか「Ｂ」とかついてるわけです。だから、そ

れが甘いんじゃないかという話になるんです。

手前味噌で、目標を手前で決めて。だから、政

策評価はつまらんと、私はいつも言ってるんで

す。

○井本委員 私は、やっぱり就学前の教育を充

実というのが、24ページの施策の目標Ⅱの施策

１。教育前のこれをもっと私は力を入れるべき

だと思います。やっぱり家庭内の教育も必要で

すし。それから、あとは全部ほとんど小学校に

行ってからの話ですもんね。小学校に入る前の

教育というのが本当に大切なんです。

○日高副委員長 それは、私もいいことだと思

うんです。ただ、幼稚園と保育園が存在するん

ですよね。それで、保育園は教育じゃないとい

うわけです。

○重松委員長 井本委員がおっしゃった就学前

教育の充実を、今後もう少し力を入れて欲しい

と。

○重松委員長 ほか、ございますか。

○緒嶋委員 それと、やっぱり教職員の資質の

向上というのが、指導者がいかに優秀な指導者

であるかということが、私は特に学校教育に

とって一番重要だと思ってるんです。それとと

もに、社会や家庭とか、そういう連携を含めな

がら、やっぱり先生がしっかりしておらんと。

それが学校では一番重要じゃないかと思う。そ

ういう中で、学力向上。家庭が頑張ったって、

先生がそれだけの指導力がないと、学力の向上

もあり得んという話。基本的には教育というの

は、先生の資質を高めて、そういう意味で、ス

ーパーティーチャーというのが、それぐらいみ

んながならないといかんわけです。ある意味で

は、スーパーティーチャーが必要ないというぐ

らい。スーパーティーチャーが必要というのは、

ほかの先生がそこまでいってないから、スーパ

ーティーチャーという言葉が出てくる。

○中野委員 だから、今緒嶋委員が言ったよう

に、優秀な教職員というのは、ああいうテスト

の結果で、大体教え方がいいか悪いかというの

がわかるわけだから。研修のあり方も、やっぱ

り今言われたように、優秀な教職員ということ

は、研修のあり方をもうちょっと分析して、悪

い先生というと言い方が難しいんだけど、もう

ちょっと教職員の研修のあり方についても、い

ろんな学力テストの分析等から、何か重点的に

研修するとか。

○重松委員長 教職員の研修ですね。

○中野委員 聞いたら、スーパーティーチャー、

みんな一緒くたに集めて公開で授業したりと

か、そんな話だからね。

○日高副委員長 教育基本計画は、県の総合計

画とリンクするんですよね。となると、人づく

りというのが、この教育関係では求められると
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いうことですもんね。その辺を高校生とか中学

生とか、キャリア教育等も含めて、人づくりと

いうのも必要。

○緒嶋委員 それと、学校とか家庭とか地域と

かの連携とか、そういう中で教育を進めていく

連携体制を、もうちょっとうまく調和できると

いうか、それがあると、人づくりもうまくいく

んじゃないかと。やっぱり人づくりというのは、

そういうのがそろわんと、学校だけでも家庭で

も、そういう意味では……。それを強めていく

というか、そういう中で教育も学力も前に進む。

○重松委員長 環境があってこそ、全体的な学

力が上がる。

○中野委員 それと、話は変わるけど、教育委

員も一回ぐらい委員会に来てもらって、考え方

を聞いてみたほうがいい。何してるのかわから

ん。

○重松委員長 これが終わってからですね。

それでは、もうそろそろ採決してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 議案の採決を行います。議案

第11号につきまして、原案のとおり可決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第11号につきましては原案のとおり可決す

るべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りしま

す。教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査につきましては、引き続き閉

会中の継続調査といたしたいと思いますが、御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子案についてであります。

委員長報告の項目及び内容について御意見はあ

りませんか。

暫時休憩します。

午後１時57分休憩

午後２時１分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくということで御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

暫時休憩します。

午後２時１分休憩

午後２時３分再開

○重松委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

それでは、今の御意見のとおり、閉会中の常

任委員会を開催するということでよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後２時３分閉会


